
- 1 - 

   

平成20年知立市議会９月定例会市民福祉委員会 

 

 

  １．招集年月日  平成20年９月24日（水） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（８名） 

     杉原 透恭      水野  浩      坂田  修      佐藤  修 

     髙笠原晴美      石川 信生      久田 義章      馬場 節男 

 

  ４．欠席委員 

     な   し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市      長   本多 正幸      副 市 長   田中  勇 

     福祉子ども部長   野々山敏雄      福 祉 課 長   辻  和見 

     子 ど も 課 長   毛受 秀之      保 険 健 康 部 長   久米 正己 

     長 寿 介 護 課 長   林  隆夫      国 保 医 療 課 長   伊豫田 豊 

     健 康 増 進 課 長   清水 辰夫      市 民 部 長   山岡  久 

     市 民 課 長   野村 清貴      経 済 課 長   水嶋  広 

     環 境 課 長   高木  実       

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   坂田  広      議 事 係 長   池田 立志 
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  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第60号 知立市手数料条例の一部を改正する条例            原案可決 

     議案第61号 知立市霊柩車使用条例等の一部を改正する条例           〃 
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――――――――――――――――――――――― 

午前10時00分開会 

○佐藤委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから市民

福祉委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託されました案件は13件、すなわ

ち議案第60号、議案第61号、議案第62号、議案第

63号、議案第64号、議案第69号、議案第70号、議

案第72号、認定第１号、認定第２号、認定第５号、

認定第７号、認定第９号です。これらの案件を逐

次議題といたします。 

議案第60号 知立市手数料条例の一部を改正す

る条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第60号について、挙手により採決します。 

 議案第60号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第60号 知立

市手数料条例の一部を改正する条例の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第61号 知立市霊柩車使用条例等の一部を

改正する条例の件を議題といたします 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○髙笠原委員 

 おはようございます。霊柩車使用条例等の一部

を改正する条例について、尐しお聞きをしたいと

思います。 

 60号同様、これも中国残留邦人等ということが

入ってきて、その支援給付受給者、この方が亡く

なられた場合の使用料の減免ということだと思う

んですが、霊柩車につきましては市内、市外とこ

ういうふうに分かれておりますが、市外の方でこ

れに当たる方、中国残留邦人等の、それから生保

の方もここの中に入りますけれども、そういう方

も対象になるんでしょうか。 

○市民課長 

 これにつきましては、知立市福祉事務所長の決

定を受けた方ということに条例上させていただい

てますので、市外の方につきましては他市の福祉

事務所の決定になりますので該当にはなりません。

以上です。 

○髙笠原委員 

 そうしますと、今のお答えですと知立市民とそ

ういうことになると思うんですが、後で逢妻浄苑

も出てまいりますけれども、霊柩車を使われる方

は逢妻浄苑やそういうところを使っていらっしゃ

るわけでして、例えば豊明であれば豊明の方で中

国残留邦人等というふうで認められた人でもだめ

なんでしょうか。 

○市民課長 

 これにつきましては、先ほど申しましたけども

知立市福祉事務所長の決定というのを条例上うた

っておりますので、例えば豊明とか他市の方でし

たらそちらの福祉事務所長の決定を受けておりま

すので、当然そちらの市の方が措置すべきことで

はないのかなと考えております。以上でございま

す。 

○髙笠原委員 

 言ってらっしゃることはわかるんですが、現在、

知立市の逢妻浄苑を豊明の方、ほかの市の方も使

っていらっしゃいます。それでこの霊柩車の使用

条例ではありますけれども、申しわけありません

が浄苑も61号として出ておりますので、浄苑のと

ころも尐し含めて質問をさせていただきますけれ

ども、霊柩車については例えば使えなかったにし

ても浄苑はどうなんでしょうか。それもやはり例

えば豊明であれば豊明の福祉事務所長の許可がな

いとだめ、それとも知立市の福祉事務所長の許可

がなければ使用できないのか、そこの点をちょっ

とお聞かせください。 
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○市民課長 

 逢妻浄苑も霊柩車と同じように、やはり知立市

の福祉事務所長の決定を受けた、例えば生活保護

の被保護者で支援給付を受けている方というふう

に条例で挙げておりますので、例えば豊明の方で

すと、先ほども申しましたけども生活保護にいた

しましてもそちらの方で保護を受けているもんで

すから、当然そちらの方で葬祭扶助とか出るもの

ですから、当然私どもが減免するということでは

なくて、そちらの福祉事務所の方がこちらの方に

使用料を出すものかと思います。以上でございま

す。 

○髙笠原委員 

 使用料をそちらの方で出せば利用はできると、

こういうふうで理解してよろしいでしょうか。そ

この点をもう１回聞かせてください。 

○市民課長 

 霊柩車につきましても、逢妻浄苑につきまして

も、他市の方でも利用はできますので、使用料を

いただければ利用していただくことは可能です。

以上でございます。 

○佐藤委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第61号について、挙手により採決をいたし

ます。 

 議案第61号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第61号 知立

市霊柩車使用条例等の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第62号 知立市児童遊園条例の一部を改正

する条例の件を議題といたします 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第62号について、挙手により採決します。 

 議案第62号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第62号 知立

市児童遊園条例の一部を改正する条例の件は、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第63号 知立市保育所保育料等徴収条例の

一部を改正する条例の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○髙笠原委員 

 知立市の保育所保育料徴収条例の一部を改正す

る条例ということでありますが、これは国の徴収

基準額表の改正に伴うものということで、先ほど

の60号、61号と同じく中国残留邦人等ということ

がこの中に入ってくるわけですが、新給付受給者

が属する世帯、短給者もそうですけれども、生活

保護世帯の階層の保育料と同じにすると、そうい

うことでゼロにするとこういうことだと思うんで

すが、まずそこの点を聞かせてください。 

○子ども課長 

 今、委員のおっしゃったとおりでございます。 

○髙笠原委員 

 現行の第１欄に、多子減免の対象となる施設と

こういうことで、参考資料の方では大変たくさん

のものが出てきております。特別支援学校の幼稚

部だとか知的障害児通園施設等の障害児の通園施

設、こういうものを加えるとこういうふうになっ
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ておりますけれども、新しく加えられた施設の中

に知立の子どもさんが通っている施設はあります

でしょうか。今回、認定こども園だとか、特別支

援学校幼稚部とか、知的障害児通園施設・難聴・

肢体不自由児とかいろいろあります。これが今ま

での現行の第１欄にはなかったものが、改正の中

にこれが入ってきたということですが、認定こど

も園は知立市の中にはまだないとは思うんですけ

れども、ここの中でこれだけの施設が加わって、

そして知立市の子どもさんがこの施設に通ってい

る施設はあるのかどうかを聞かせてください。 

○子ども課長 

 今の知立市内の中で、私どもの保育園に入所し

ている子どもには該当はしなかったんですが、こ

の新しく特別支援学校幼稚部から亓つほどの施設

等が新たに加わったんですが、市内の子どもさん

が何人いてみえるかというのはちょっと私、今、

把握はしておりません。ただし保育園に入所して

いる子どもで該当する世帯というのはございませ

ん。 

○髙笠原委員 

 そうすると幼稚園の方はわからないわけですか。

保育園については、現在のところない。幼稚園も

ないと。この中で保育所、幼稚園、認定こども園

とこういうふうに細かくあるわけですけど、幼稚

園については調べていただけなかったんですかね。 

○子ども課長 

 今回の多子減免の該当が、今まで保育園、幼稚

園、認定こども園の施設にプラス新たに加わった

ということで、これはあくまでも保育園の保育料

の算定に関することでありますので、幼稚園に入

っている子どもさんも数名いたかなと思いますけ

ども、それは対象にしておりますので、現在は実

際、保育園の算定の中では幼稚園の子どもについ

ても調べておりますが、何名というのははっきり

ちょっと今承知しておりません。 

○髙笠原委員 

 同じ知立の子どもさんで、保育園に入ろうと幼

稚園に入ろうと同じわけで、知立市のこの財政の

中から幼稚園の方に今現在の保育料を徴収してい

るわけじゃないからということで、いろんなこと

を調べなかったりというのは私はちょっとやっぱ

りいけないんではないかなとこんなふうに思いま

す。 

 それで今、幼稚園の方が尐しいらっしゃったよ

うなお話ぶりでありましたけれども、これは現行

の改正も二人以上いる場合はそのうちの一人とす

ると、そして同一世代から二人以上の小学校就学

前の児童が保育所・幼稚園に通っている場合とい

うふうでうたわれておりますが、多子減免の対象

は、そうしますと今お話しした施設の中ではある

のかないのかもこれもわからないですか、どうで

しょうか。 

○子ども課長 

 多子減免でいきますと、全部で197名の軽減が

されております。 

○髙笠原委員 

 金額にしてはわからないでしょうか。 

○子ども課長 

 金額で申しますと、252万7,500円という減額に

なっております。 

○髙笠原委員 

 それで今回のこの条例の中では、一時保育、休

日保育、病児・病後児保育、こういうものには中

国残留邦人等が入るけれども、この三つには保育

料の多子減免は対象ではないのでしょうか。 

○子ども課長 

 一時保育以降、休日、病児・病後児についての

多子減免についてはございません。 

○髙笠原委員 

 一時保育ですと、急に用ができたりなんかして

一時的に預けたり、それから休日保育も仕事で出

勤しなければいけないということで休日保育と。

病児・病後児は２人が一遍にということは尐ない

かと思うんですが、仕事の都合とか例えば親戚に

葬儀があって出かけるための一時保育とか、そう

いうようなときになると兄弟がいるところですと

二人以上いる場合があるのではないかなとこんな

ふうに思ってみたわけですが、そうしますとない

ということでありまして、ないといいますか、や
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らないというか、そういうことですね。 

○子ども課長 

 今のこの保護者負担分につきましては、１日と

いう設定になっておりまして、今、委員が申され

ました特別な場合で２人のお子さんということも

まれにあるかなと思いますが、今の現状としては

現行どおりでしていきたいというふうに思ってい

ます。 

○髙笠原委員 

 わかりました。 

 それで中国残留邦人等は、生保と同じく保育料

は０円とそういうことでありますが、特別支援学

校幼稚部、それは幾つかの障害児施設に入ってい

る、こういうところでの年長者が２人以上いる場

合、１人は保育料を全額、２人目は半額というそ

ういうことかどうかお聞かせください。 

○子ども課長 

 委員のおっしゃいましたとおりでございます。 

○髙笠原委員 

 そして今いろいろお聞きしてきたところの中で、

第３子の３歳未満児はおりますでしょうか。 

○子ども課長 

 その第２子減免のうちの第３子減免の対象者は

36名おります。金額で申しますと59万6,600円と

いうことでございます。 

○髙笠原委員 

 そうしますと結構な数字がここで出てくるなと

こんなふうに思います。現在、知立市の場合は３

歳未満児、第３子の無料化ということで、兄弟が

３人以上いる場合、卒園まで無料にしていただき

たいとこういうふうにお願いをしているところで

ありますが、３歳以上卒園までとなると幼稚園に

も波及していくということで、必要経費の先回の

一般質問の中で試算をされたものを御報告いただ

きまして、5,557万円余ということでありました

が、私は就園奨励費、そういうものとの関係でい

きましてとても多いように思いますし、幼稚園も

全部が知立の場合は４園ありますけれども、４園

が全部同じ授業料ということではありません。は

なの木が一番安くて、あと三つのところが同じ授

業料と、桜木幼稚園、知立幼稚園、長篠幼稚園が

同じ授業料とこういうことになりますけれども、

それで３歳未満児につきましては昨年の10月から

県の方の２分の１の補助がつくようになりまして、

市も尐し負担が軽くなったわけですが、きょうも

新聞にも出ておりましたし先回にも出ておりまし

たが、いよいよ碧南市が実施をするということに

ついて今回の議会でそれを条例提案をすると。そ

れで可決すれば来年４月実施とほぼ可決できると

みているところでありますけれども、３人目以降、

すべての入所児童を対象に20年の７月１日試算で

保育園・幼稚園、幼稚園の方は４歳から５歳まで

になりますね、３歳児以上の実施児童のうち対象

児童が約160人ぐらいですか。それで昨年の７月

の数字では約そのぐらいということで、この間、

出していただきましたのが全部で保育園、幼稚園

合わせて263人、先ほど言いました約5,557万円ほ

どかかるとそういうお話であります。 

 それで碧南市が今回のこの条例提案をされてい

るのは、幼稚園の方では３歳から５歳までは159

人が対象者で、減免額としては1,175万円、それ

から保育園の方は３歳以上になりますので、203

名みえて3,468万円とそういうことで、知立の計

算よりも尐ないなとこんなふうに思っております。

それで就園奨励費が出ておりますので、それとの

関係でいくともっと低くなるのではないかなとこ

んなふうに思うんですけれど、その点はどうでし

ょうか。 

○子ども課長 

 やはり先ほど委員のおっしゃいましたように、

どれだけの幼稚園も対象にということになってき

ますと、先ほど委員おっしゃいました授業料等の

問題等もありますので、実際的にはどのような額

で補助していくかという金額のことはまだ今後検

討だとは思いますけども、今のところ私の方の試

算では先ほどにもありました5,000万円余の財源

が必要になるんではないかというふうに今のとこ

ろ思っております。 

○髙笠原委員 

 行政評価報告書のところで、いわゆるこういう
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ふうに言ってみえます。子どもを豊かにはぐくむ

町として、幼稚園児を持つ所得の低い保護者の経

済的負担を軽減し、尐子化対策の一環であって、

この事業としては継続して実施すべき事業だと。

しかし未就園児児童は約８％存在していて、高齢

で就園奨励費補助交付となっている以上、未就園

児となっているこの８％の人、どこにも就園して

いない、こういう人に対してもっと就園奨励費と

いうものをよく理解をしてもらうような方法をと

りなさいと。そして小学校入学以後、円滑に学校

生活にとけ込めるようにする必要があるとこうい

うふうに行政評価委員の方でうたってます。 

 そして政府の方もこのように決めておりまして、

今年度中ぐらいに、いわゆる社会保障の機能強化

のための緊急対策として亓つの安全・安心プラン

というものを立てております。そして兄弟姉妹の

いる家庭への支援として、21年度における新事業

と、それから20年度中に対応を検討しなさいとい

うもので、幼稚園についても兄弟姉妹のいる家庭

の保育料軽減の一層の拡大の検討を21年度までに

行いなさいと文部科学省が保育料の軽減をうたっ

てます。 

 そして20年度末までに対応をしなさいとこう言

ってる保育料の軽減は、保育料ですから厚生労働

省ですが、保育所における兄弟姉妹のいる家庭の

保育料軽減措置の一層の拡大をしなさいとこうい

うふうで、国を挙げて兄弟姉妹のいる家庭への支

援について保育料の軽減・減免、こういうものを

打ち出してきております。それで各市もやはりこ

のようで、碧南市がきょう条例提案をされるよう

に、いろんなところでも既に行われておりますよ

ね。幼稚園でしたら西尾とか刈谷、豊田、こうい

ったところがやられておりますので、刈谷市が

295人で約300人を予定して3,000万円の予算を組

まれたそうであります。 

 これは19年度でありますけれども、そうします

と知立市の試算の方が碧南市や刈谷市よりもうん

と人数が尐ないのに、尐ないというか人口的にも

尐ないにもかかわらず試算の方がすごく多い。保

育園、幼稚園合わせて今回の試算をしていただい

たので263名ですか、そして5,500万円からの費用

がかかるのでとこういうふうに言われております。 

 しかし、私は今回の議会の中で市長が私の質問

ではありましたけれども、前向きに努力をしてい

って、極力実現できるよう、実施できるように努

力をしますとこのように答弁なさっていらっしゃ

るわけです。ですから今も申し上げたように、国

を挙げてこのことについて力を入れなさいとこの

ように言ってるわけですから、もっとしっかりと

計算をした上で、市長にこれだけかかりますから

やってくださいと、厚生省も文部省もこのように

言っていますと、だから近いうちにはきちんとや

らなければいけないんだということを市長にも各

担当の方から提言をしていただいて、ぜひ私はこ

れは実施すべきものだとこのように思うんですが、

担当としてはどうですか。 

○子ども課長 

 本会議の方でも、市長の方は前向きに実施とい

う答弁の方をされておりますので、私の方につき

ましてはまた今後今から事務的にもう尐し精査も

して、どれだけの金額ということはもう尐し明確

にしながら進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

○髙笠原委員 

 ぜひ明確な計算を出して、市長に提言をしてい

ただきたいと思います。 

 そこで市長、朝早くから申しわけございません

が、この件につきまして今担当の方がこのように

市長の方に申し出をするそうでありますのでいか

がでしょうか、今のこの問題につきましては、お

答えをいただきたいと思います。 

○本多市長 

 第３子減免につきましては、今質問者がおっし

ゃいますように、子ども医療費なんかと同じで、

国や県も、特に国は言葉を早く打ち出していただ

けるんですけれども、その実施がどうしてもおく

れてくるというようなことで、県も子ども医療費

なんかはそうでありますけども、地方がこういう

形になってくると一つずつ挙げてくるという、後

を追ってくるような形が今現状起こっているわけ
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でありまして、この第３子減免につきましても今

課長が答弁をさせていただきましたが、確かに幼

稚園就園奨励費との関係もあると思います。これ

は多分この5,500万円の中に入ってないというか、

引いてないというそういう多分計算だろうと思い

ますけども、そういうものをきちっと整理をさせ

ていただいて、碧南のことも存じ上げております

し、隣接の各市の状況も私自身も調べております

ので、そういう中でなるべく早く進めていきたい

な、やっていきたいなという気持ちはいまだに持

っておりますので、もう尐し作業的にしっかりと

裏づけが大事でありますのでつめていきたいとい

うことと、県や国に対しても引き続きもう尐し強

く要請をしていって、こういうことの対応を早め

てもらいたい、こんなこともお願いをする、実は

きのうもそういう会議がありまして、午前中に、

休みでしたがそういう会議がありまして申し上げ

させていただいたわけでありますので、なるべく

早く実施できるようにしたいと思います。 

○髙笠原委員 

 大変前向きなお答えをいただいたわけで、それ

だけ市民の皆さんが子育てが経済的に大変だから

という、そういうものが今どんどんと広がってい

るというこういう状況だと思うので、１日も早く

これは実施していただきたいなと思うわけです。 

 それで碧南市がこの間からいろいろと論議され

ている中で、今回の９月議会で条例提案というこ

とでありますが、これをやっていただけるという

ふうに考えて条例提案をするとすれば、最終どの

ぐらいに条例提案をしていかなければいけないん

でしょうか。多分私は市長も碧南に見習って４月

からとこういうふうにお考えだろうと思うんです

が、その点もあわせてもう一度お聞きしながら、

何月の条例提案でできるんでしょうか。 

○本多市長 

 ４月実施でいくならば、やはり12月に提案をし

ていかなければならんというふうに思っておりま

すけれども、時間的にはあるかと思っております

ので、なるべくその辺は作業的に詰めていきたい

というふうに思います。 

○髙笠原委員 

 申しわけございませんが、担当の方は綿密な計

算をすぐ市長に挙げていただいて、12月条例提案

で４月実施とこういう形でぜひお願いをしたいな

と思いますので、よろしくお願いをいたします。

来年４月から実施とこういうふうに受けとめさせ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 それと今回の広報の中で私立幼稚園の園児の募

集とあわせて、就園奨励費の補助金というこうい

うものも掲載されておりまして、所得のランクご

とに金額も出ております。それでその中で基準の

限度額を超えている世帯については、児童１人当

たり5,000円、年額補助しますとこういうことな

んですが、この金額がずっと長いこと続いており

ますね。一時、もう数年前でしたけれども、この

5,000円が削られて大騒ぎになったとこういう記

憶がありますが、この値上げについては考えてい

ただけないでしょうか、お答えをお願いします。 

○子ども課長 

 きょうのこの時点で考えてどうかという御質問

ですが、今現行5,000円ということになっており

ます。ただこの5,000円をじゃあどれだけという

ことにもいろいろあろうかと思いますけども、今

の時点では何ともちょっと具体的なことは申し上

げられないという状況であります。 

○髙笠原委員 

 所得が尐し多い人になってくるわけですが、ぜ

ひこれも検討をしていただければとこういうふう

にお願いをいたします。 

○佐藤委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第63号について、挙手により採決します。 
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 議案第63号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第63号 知立

市保育所保育料等徴収条例の一部を改正する条例

の件は、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 議案第64号 知立市認可地縁団体印鑑条例の一

部を改正する条例の件を議題といたします 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○髙笠原委員 

 64号をちょっとお聞きしたいと思いますが、地

縁団体ということで、この法律の趣旨をまず聞か

せていただきたいと思います。 

○市民課長 

 この認可地縁団体でございますけども、その趣

旨でよろしいですか。これは地縁団体、いわゆる

自治会とか町内会が財産を保有している場合、そ

の代表者、当然法人格が取れなかったもんですか

ら、平成３年に地方自治法の一部改正がございま

して、これも認可地縁団体となれば法人格が取れ

まして、印鑑の登録ができるとこのような趣旨で

できたものかと思います。ただこの地縁団体につ

きましては、知立市で言いますと市民協働課の方

が窓口なもんですから、私ども市民課の方はそれ

に対してその印鑑の登録条例というのを管理して

おりますので、私が今言えるのは以上でございま

す。 

○髙笠原委員 

 市民協働課ともかかわってくるということであ

りますが、このメリットというのはありますか。

これは今もおっしゃったように自治会とか町内会

のことだとおっしゃいましたけれど、登録するか

どうかは任意であるわけでして、何かメリットと

いうものは御存じでしょうか。 

○市民課長 

 このメリットと言いますと、自治会が認可地縁

団体になることによりまして、当然認可地縁団体

になりますと法人格が取れるもんですから、自治

会の名義で資産の登記ができると。これが一番大

きなメリットといいますか、これが入り口なもん

ですから、メリットとしては以上だと思います。 

○髙笠原委員 

 今回のこの印鑑登録に関して、登録の資格とし

て、登録するときに印形のほかにここに載ってお

ります１から９までと、それから証明書を受ける

ときは１から５まで、ここに書いてありますけれ

ど、それが必要だとそういうふうにここに書いて

ありますね。それでそこのところに、現行では事

務所の所在地なんですが、改正の方では主たる事

務所の所在地ということで、主たるというものが

入ってるんですが、この変更はどういうことを言

うのか聞かせてください。 

○市民課長 

 これは地方自治法の一部改正で、今まではこの

事務所の所在地とされていたものが、今回その頭

に主たるがつきまして、主たる事務所の所在地と

いうふうに変わっているわけですが、これはやは

り地縁団体におきましても事務所というのは恐ら

く一つじゃなくて、例えば二つあったりすると、

どこを登録の場所にするかということで主たる事

務所の所在地というのがついたと思うんですが、

以上でございます。 

○髙笠原委員 

 町内会とか自治会とかそういうところの事務所

といいますか、そういうものが複数ある場合、そ

の場合の主なところ、その中の一番よく使うとこ

ろなんでしょうか、そういうところを事務所の所

在地としなさいとこういうことなんでしょうか。

それでよろしいですか。 

○市民課長 

 私はそのように理解をしております。以上でご

ざいます。 

○髙笠原委員 

 これは私なんですが、たとえですけれども、亓、

六人の友人で会をつくって、会の名前をつけて、

代表をだれだれとこういうようなもので銀行の方

とか郵便局、郵便局も民営化されましたけれども、

そういうところに登録をしてあったんですが、通
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帳にお金も幾らか入ってたんですけれども、それ

もいわゆるきちんとした設立時期だとか、それか

ら事務所はどこかとか、それから財産はどうとか

こうとかというものをきちんと登録をしなければ

認定は団体としては認めれませんとそういうよう

なことを言われたことがありまして、とてもその

手続といいますか、事務所の所在地だとかそうい

うようなものは友人だけでやったりするには住所

はないわけですので、代表者の方の住所だけしか

利用できないわけですので、それである銀行に相

談いたしましたら、代表者がかわったときだけは

きちんとやってくださればいいし、財産を分けた

りとかそういうことでいざこざはありませんねと

いうことを聞かれまして、それである銀行で貯金

ができるようになったわけですけれども、これも

認可地縁団体の印鑑条例みたいなものと同じ扱い

ではないかなとこんなふうに思うんですが、それ

は違うんでしょうか、わかりませんか。 

○市民課長 

 もともとも、先ほど申しましたけども、地縁団

体を認可するというところが私どもじゃないもん

ですから、そこまでどのようにしたら地縁団体が

認可地縁団体になるのかというのはちょっと私も

具体的にはわかりませんけども、いろんな出すと

きにも添付書類があると思うんですけど、今そこ

までは私の方ではわかりません。以上でございま

す。 

○佐藤委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第64号について、挙手により採決します。 

 議案第64号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第64号 知立

市認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例の

件は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 議案第69号 平成20年度知立市一般会計補正予

算（第２号）の件を議題といたします 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○髙笠原委員 

 21ページの公金集金業務委託料の件についてお

聞かせをいただきたいと思います。 

 これは、リリオを７月から指定金に委託するた

めに当初予算で62万4,000円を計上したのではな

かったんでしょうか、違いますでしょうか。 

○市民課長 

 質問者がおっしゃるとおりなんですが、リリオ

出張所は今まで市民課の職員が毎日集金に行って

いたわけなんです。なかなか毎日職員が抜けると

いうことは大変なことなもんですから、昨年から

いろんなところへ何とか集金をしていただけない

かというお願いをしたところ、今回お願いできた

のは碧海信用金庫知立支店、こちらの方が集金を

いたしましょうということを言っていただきまし

て、ただし手数料はいりますということだったも

んですから、当初予算の方で62万4,000円計上さ

せていただきまして、７月１日からお願いする事

業なもんですから、今年５月に入りまして細かい

いろんな打ち合わせに入っていったんですが、そ

の中で支店長の方から手数料については、業務に

ついては間違いなくやるけども、手数料はもう無

料で結構ですということを言われまして、62万

4,000円、丸々皆減ということで今回補正をさせ

ていただきました。以上でございます。 

○髙笠原委員 

 いい話といいますか、本来なら手数料を払わな

ければいけないということで計上したものがいら

ないと言われ、何かその経過があるんですか、碧

海さんの方との何か特別な経過があって手数料を

いらないよといってあれしてくださったんですか。 
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○市民課長 

 この手数料を無料にしていただいた経過という

のは、特に詳しくは聞いてはおりませんが、たま

たまこの碧海信用金庫知立支店さんがこの７月か

ら指定金になるということと、安城の方でも出張

所の収納業務を碧海信用金庫がやってみえるんで

すが、そちらの方が無料だということで、知立市

だけ手数料を取るということはいかがなものかと

いうことが向こうの方で議論になって無料にして

いただいたというふうに聞いております。以上で

ございます。 

○髙笠原委員 

 そういうことでとてもよかったと思いますが、

たしかリリオ出張所は12年の３月にオープンした

のではないかなと思うんですが、約８年経過をし

ておりますが、年間の稼働日といいますか、稼働

日数といいますか、そんなのと私は市税とか印鑑

証明とかごみ袋の販売などをやっていただいてい

ると思いますけれども、開園時間というか稼働時

間といいますか、日数とかそれから何時から何時

までとか、どのくらいの収納があったのかちょっ

と聞かせていただければ幸いですがお願いします。 

○市民課長 

 リリオ出張所につきましては、19年度で公金等 

の収納が約２億1,200万円ございました。あと来

庁者の数ですが、１万4,817人おみえになってお

ります。開所日数が308日でございます。あと業

務時間が平日ですと９時から午後８時まで、日曜

日、土曜日、休日につきましては午前９時から午

後５時まで、休所日が毎週木曜日、あと12月29日

から1月４日までとこのようになっております。

以上でございます。 

○髙笠原委員 

 昨年度よりももっと稼働日数もふえていますし、

土日、そして夜も８時までやっていただいている

ということで２億1,200万円もの収納といいます

か、市税とかそういうものを納めていただいたと

いう、こういうすごい働きをしてくださっている

ところで、この手数料が今度指定金に仕事をやっ

ていただくに当たって手数料がいらないというこ

とになって大変よかったなと思って、今後も多く

の皆さんが利用できるといいなとこんなふうに思

っております。 

 それで次に入ってよろしいですかね。同じ21ペ

ージで八橋保育園の園舎の借上料35万円というこ

とでありますけれども、聞くところによりますと、

来迎寺保育園が新しいということで入園を希望さ

れる人が大変多くなってきたと。それとあわせて

来迎寺地区のミニ開発などもあったり、それから

女性が社会に出ていって働く女性が多くなって、

保育園を利用する方が多くなってきたと、特に０、

１歳、こういう年齢層が大変多くなってきたとい

うことをお聞きしております。それで今年度とい

いますか、入所を希望されても来迎寺の方には入

れなかったので八橋の方にかわってもらったとい

いますか、あちらの方に通ってもらえないかなと

こういうことで回ってもらったということであり

ますけれども、これは全体的に多いわけですけれ

ども、どのくらいの人が八橋の保育園の方に回っ

てもらったんでしょうか、この入園申込のときに、

来迎寺に入れなくて八橋の方に回っていただいた

のか。それから八橋の方は回ってもらって、そし

てなおかつ希望者の方が全員入れたのかどうか、

そこのところを聞かせてください。 

○子ども課長 

 まず髙笠原委員の言われました、今回、八橋保

育園の借り上げの件ですが、委員の今言われまし

た来迎寺の関係、それ等もあるわけですが、それ

以外にも部長が本会議でも申しましたように、今、

八橋保育園のみが０、１、２を一つの部屋にして

おりまして、その部屋は尐し広い状況であります

けども、０、１、２の一つの部屋に２歳を一つ新

たに部屋を設ける、それから今現在４歳児が２ク

ラスあるんですが、現行５歳児１クラスというこ

とで来年は２クラス必要にもなってくるというこ

とでも、何とか新橋保育園と同様のリースをして

いきたいということでございます。 

 それで今、委員おっしゃいました来迎寺から八

橋の方に移った方が何人かということですが、確

かな人数としてはちょっとはっきりはわかりませ
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んが、数名だったかと思います。そんなにたくさ

んの方が移ったということはありません。 

 それから八橋から他の方にということは、その

時点ではなかったかというふうに思っています。 

○髙笠原委員 

 わかるんですが、八橋の方は希望された方が全

員入れたのでしょうか。八橋のところで入れなか

ったということがあるんですか、そこのところを

聞かせてください。 

○子ども課長 

 八橋を第一希望という状況で希望された方がす

べて入所できかたということのお尋ねかと思うん

ですが、全員というふうに私は認識しておるんで

すが、いろんな担当の方がお母さんとのやりとり

の中でそれは納得していただいてかわった方があ

ったとしても、本当の数名だというふうに思いま

す。ちょっと人数的には私、今現在は把握はして

おりません、人数としては。 

○髙笠原委員 

 来迎寺の方がいっぱいで、八橋の方に行ってく

ださいという人も数名ということは、５人以下と

いうことですか。それとも２けたになるんですか、

１けたで５人以下ですか。 

 それでそうやって来迎寺に入りたかった人が八

橋の方にも回されてきて、八橋の方は今全員入れ

たと思う。もしかしたら数名入れなかったかもし

れないということですね。そういうお答えですの

で、そうしたら来迎寺の方から回した方のために

八橋の方でも入れなかった人が出てきたとこうい

うことになるではありませんか、違うんですか。 

○子ども課長 

 今おっしゃった来迎寺がいっぱいだから八橋へ

という方が、確かに移っていただいた方が、先ほ

ど言いましたように本当に数名の方がみえたわけ

ですけども、それによって追い出されたというか、

第一希望で八橋に影響があったということは、大

原則そこのあくまで地域の住所地のところを大優

先で行いましたので、八橋に本当に近くにお住ま

いの方が他のところに移ったということはござい

ません。 

○髙笠原委員 

 この35万円については、３月の１月分というふ

うで今年度４月からやるためのそれはわかってお

りますけれども、それでこういうふうで八橋の方

は０、１を一つの部屋でやってたとか、それから

２歳は一つをあれするとかということはわかりま

すけれども、今後八橋の方面で子どもたちがふえ

るというのかな、例えば開発があるだとか、それ

からちょうど年齢の低い保育園、幼稚園に入るぐ

らいの年齢の子が多くなってきているのか、そこ

のところは御存じないんでしょうか。 

○子ども課長 

 来月以降、入所の受け付けをやるわけですが、

当然ながら来迎寺の地区の中には中央とかこちら

の方に移ってもらってもいいような距離のところ

の方もみえましたので、今後、来年の入所のとき

には八橋、来迎寺のその住所地をよく当然吟味し

て入所の方の受け付けをやっていきたいというふ

うに思ってます。 

○髙笠原委員 

 これは八橋保育園のことでありますが、八橋の

地区でいろんなところがあると思うんですね、旧

村のところもあるし、開発されて住宅がいっぱい

できてきたところもあると思うんですが、そうい

うところの子どものいわゆるここの地域がふえて

くるのではないだろうか、それならばこちらの方

では部屋をもっとつくらなければいけないとか、

こういうことが調査されなければいけないとは思

うんですね。それで現在調査はやられて、いろい

ろとやってくださっているわけですけれども、私

は今回のこの件に関して、ただ１カ月のリース料

だとこういうふうには思っても、これを５年間リ

ースですよね。来年度、今度５年間分ですか、リ

ース料を出すわけですね。それで簡単に計算すれ

ば、１カ月が35万円ということですので１年間で

420万円かかって、５年で2,100万円かかるわけで

すね。今回の１カ月分の35万円足しても八橋保育

園のこの教室をふやすため、今の手狭なところを

ちょっと解消するためにやるだけで2,135万円で

すよね。 
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 それで新林も今お話がありましたけれども、新

林のときもこのリースで借り上げをということで

2,457万円、当初予算に乗っているかと思います

が、こういうふうになりますと５年間といえども

大変リース料が高いなとこんなふうに思うんです

ね。それで今整備計画を進めてくださってはいる

けれども、これは本当にリースが安く上がるのか、

こんなことをしてあそこにもここにもというこう

いう保育園が出てきたときに、このリース、リー

スでこうやってやっていったらかなりのお金がか

かってしまうというこういうふうに思います。そ

れでひょっとしたら建てた方が安いのではないか

なとのようなことも思うわけですけど、そういう

ところの検討はなされたのでしょうか。 

○佐藤委員長 

 ここで10分間休憩といたします。 

午前11時02分休憩 

――――――――――――――― 

午前11時11分再開 

○佐藤委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○子ども課長 

 委員の御質問は検討したかという御質問だった

かと思います。私の方も検討を十分させていただ

いたんですが、最終的には恒久的な建物ではなく

て、新林に整備させていただいたリースでという

ことで、また現在ある新林保育園の園舎について

も大変評判がいいということを皆さんから聞いて

おります。そういった中で今後の児童数が今現在、

知立としても若干伸びてる現状はありますけども、

そういった今後の入所希望の動向も考えた中で来

迎寺・八橋地区の開発等もちょっと考えまして、

緊急避難的には確かに金額的には恒久的な、どう

せつくるということになると鉄筋ということにな

ろうかと思いますが、試算してみると3,700万円

ぐらい、小規模の割高にもなりますので、先ほど

言われました2,100万ということから考えても今

回リースの園舎ということで決定させていただい

たということでございます。 

○髙笠原委員 

 ちょっと聞こえなかったんですが、3,700万円

とおっしゃいましたか、鉄筋で建てると、そうい

うことですか。 

 でも一つのところで、新林でも約2,500万円か

ら、リース料。それから八橋の方もリース料が

2,100万円を超えているわけでして、何か本当に

リースよりも建てた方が、あと1,000万円ぐらい

で建つようなそんな感じがするわけですが、それ

でこの整備計画はいつぐらいに出るんでしょうか。 

○子ども課長 

 今現在、整備計画、保育審議会の委員さんの方

にお諮りをいただいておりまして、既に３回の審

議会を終えております。予定としましては、３月

には公表というか報告の方をできるように今進め

ております。 

○髙笠原委員 

 ３月に報告と、そういうことでこれを来年度か

らこの計画に沿って使うものなんですか。 

 この整備計画を利用するのは来年度からその計

画に沿って事を進めていくのか、まだもっと先な

んですか。 

○子ども課長 

 今のところ事務局としては、来年度以降、先１

０年を今のところ考えております。 

○髙笠原委員 

 そうすると来年度からの緊急避難的なものがど

うしても必要と、整備計画が出たけれどもすぐに

建物ができたりしていくわけじゃないもんだから、

こういうふうにリースというこういう形になって

きたのだろうとこんなふうに思いますけれども、

先ほど3,700万円ぐらいとその方におっしゃられ

たけれども、私は二つの園で約4,600万円からこ

のリース料を払うことになるわけですので、整備

計画を出てもすぐには間に合わないわけですので、

来年度から、リースではなくて増築をしたらどう

かなと。きちんとリニューアルをして、そんなふ

うに思うわけですけど、この点はどのように考え

ていらっしゃいますか。 

○子ども課長 

 先ほどリースということの説明の中で、もう一
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つは恒久的な鉄筋で建ててしまうと、やはり市内

の保育園の園庭自体もさほど広くないということ

もありますので、恒久的なものを建ててしまった

後の、仮にいろんな使い方は考えられるかもしれ

ませんけども、園児入所の尐なかった場合のこと

が生じた場合には、今のリースの園舎を取り壊し

し、また広い園庭が確保できるということも大き

な考えの中で決めさせていただいたということが

あります。 

○髙笠原委員 

 そうしますと新林も八橋も５年のリースであり

ますけれども、５年後については今現在その整備

計画はまだ明らかにはなりませんけれども、おお

むねどのように見通しを立てていらっしゃるんで

しょうか。 

○子ども課長 

 リースが終わった後の延長でいきますと、年間

１年延長で72万円、３年延長で180万円、さらに

５年ということは年間で252万円ほどということ

で、当然リースの償却が終われば定額になってく

ることになるわけですけども、整備計画自体はこ

のリース、園舎の増築ということについては今の

ところその整備計画の中で増築ということではな

くて、あくまで老朽化した園舎の建てかえ、それ

から全面的なリニューアルとを整備計画の中に盛

り込んでいきたいなというふうに思っておりまし

て、緊急避難的な園舎のリースということは整備

計画の中には盛り込んではいかない予定をしてお

ります。 

○髙笠原委員 

 ５年後については今お話があったわけですけれ

ども、整備計画というものの中には増築でなくて

建てかえとかリニューアルだけであって、もちろ

んふやして鉄筋にしていくというこういう考えは

ないと、そういう整備計画を立てられているとい

うことですね。それで主にこの整備計画の中身、

まだ完成はしてないんですが、何と何、どういう

ものを重点に建てられる計画なのか、わかれば教

えていただきたいと思います。 

○子ども課長 

 先ほども申しましたが、老朽化になっておりま

す保育園全体の建てかえ、それから全面的なリニ

ューアルを主に整備計画の中に盛り込んでいきた

いというふうに思っております。ですので、その

リニューアルにつきましては全面リニューアルと

いう、それは現在鉄筋でできておる園舎について

は古い建物、今のところ私の考え、事務所的には

新林が全面的リニューアルをしていかなければい

けないのかなというふうに思っております。です

ので鉄骨の園舎については年度計画の中で建てか

えをしていきたい、それから鉄筋につきましては

全面的なリニューアルをしていきたいなというふ

うに整備計画の主な計画ですが、その二つが主な

計画の柱になるかなというふうに思っております。 

○髙笠原委員 

 そこの整備計画の中には、今、八橋の方で子ど

もたちの人口が伸びてきているということであり

ますが、そういうものも調査をされて出てくるん

でしょうか。 

○子ども課長 

 整備計画のことでしょうか。整備計画について

も、今のところ当然今後の児童と、それから入所

の関係も統計をとりながら整備計画は進めていか

なければならないというふうに思っております。 

○髙笠原委員 

 整備計画ですから、そうならないといけないな

とこんなふうに思いますが、それで最初のころに

ちょっとお聞きいたしまして、来迎寺、それから

八橋の方で入所が大変困難というお話がありまし

たけれども、例えばお兄ちゃんがＡという保育園、

弟の方がＢという保育園とこういう状況というの

はありませんか。 

○子ども課長 

 そういうイレギュラーな入所はしていないと思

います。私どももそれはすべきではないというふ

うに思っています。 

○髙笠原委員 

 ぜひそういうような指導でお願いをしたいなと

思います。 

 それで質疑の中でもありましたけれども、受け
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入れ困難の理由で乳児の途中入所が大変多いんだ

というこういうお話をお聞きいたしました。それ

で保育士がいないとこういうことで、大変募集し

ても来ないとこういうことで苦労してるというよ

うなお話だったかと思いますが、それで中島議員

が年度の途中で募集なんかしてももう来ないわよ

と、それで年度初めからきちんと年度途中の入所

も見込んで、年度当初からきちんと募集をしなさ

いと、来年度４月からきちんと働いていただける

ようにしなさいとこういうふうでお話をいたしま

した。それで必要な人員もきちんと人事の方に申

し出るようにということでやっていくというふう

に答えられたかなと思うんですけれども、その点

についてはきちんともう何人、質疑の中では５名

中２名欠員があるので、５名は募集するけれども

２名は欠員の方に回っていって、３名については

０、１、こういうふうで０、１は二人体制だから

というそういうお話でしたけれども、きちんと人

事の方に申し出ていかれるということは確約をお

願いできますか。 

○子ども課長 

 今委員が申されましたように、今回、毎年です

が欠員補充というんですか、退職の保育士を補充

するということで採用の方、人事との方で調整し

てきたのが、今年度につきましては今委員申され

ましたように３名の退職補充ではない乳児対応と

いうことで採用の方を人事として初めての試みと

いうんですか、対応していただくように５名、来

年一応採用をお願いして進めているわけですが、

人事の方につきましてもまた保育士の同じような

今後の３名ではなくて、ただ人事とは話はしてい

かなくてはいけないわけですが、ただじゃあ何人

必要として採用していくかというのは大変、入所

をしてみないと０、１、２の入所があくまで予定

ということでいけば多ければ多いにこしたことは

ないんですが、入所受け付けした後に現状がわか

ることであって、その前にはもう採用が終えてお

りますので、その辺が何人必要になってくるかと

いうのは私どもの方と人事の方にも今後は話とい

いますか、それは詰めていきたいとは思っており

ます。 

○髙笠原委員 

 今回は５名という話ではありましたけれども、

果たして５名でいいのかどうかもわからないわけ

ですよね、正確には、今現在は５名だけれども。

それで年度途中で乳児の途中入所、こういうもの

が多くなってきているということでありますけれ

ども、育休の方についてはもう何月から入れてく

ださいということはもうわかっているわけだから、

それは途中入所とは関係ないお話ですか。育休の

方は何月から入れてくださいというのはきちんと

お話を受けているわけでしょ。そこの点はどうな

んですか。 

○子ども課長 

 保育士の育休の対応につきましては、任期付が

当然入るわけなんですが、その年度の途中という

ことになった場合は、任期付の採用というのは難

しく、その年度いっぱいについてはパートで対応

せざるを得ないかなというふうに思います。 

○髙笠原委員 

 保育士についてはそうでしょうけれども、入所

を希望される子どもさん、育休が終わって今度入

るそういう途中入所の人は既にわかっているんで

すよね、受け付けていらっしゃるというか。だか

らそういう途中での入所のことはわかっているわ

けだから、計画がきちんと立てられるのではない

かなと思うんです。そこは違うんですか。 

○子ども課長 

 委員申されたとおりでございます。 

○髙笠原委員 

 子どもさんの方については、そうやって計画的

にある部分もありますが、それ以外での乳児の途

中入所というものはどういう方が主にあるのか、

わかりましたら教えてください。 

○子ども課長 

 当然保育に欠けるということで今の女性の社会

進出といいますか、お務め、仕事に出られるとい

うことのお母さんからの入所、保護者さんからの

入所申し込みがほとんどかというふうに思います。 

○髙笠原委員 
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 働きに出たいということで途中から入れてほし

いと、こういう方は平均してどのぐらいいらっし

ゃるんですか。 

○子ども課長 

 平均何名ということはちょっと私、今の時点で

は何名というのは承知しておりません。ただ多く

なってきていることだけは、たくさんになってき

たということは承知しておりますが、何人という

ことまではちょっと把握しておりません。 

○髙笠原委員 

 そうしますと育休で途中入所をされる子どもさ

んの数は把握はできるけれども、働くために保育

園に子どもさんを預けたいとこういう人数で途中

で入所したいと言われる方については、年々ふえ

てるけれども、数字としてはつかんでないと。 

 そうすると今回、来年度は５名、保育士を採用

をするということで、そのうちの２名は欠員に充

てるとこういうことでありましたけれども、残り

の３名が乳児の０、１のところでやっていくとい

うことでありますが、そうすると何かまた同じよ

うな状況になるような気がするんですね。さっき

言われましたけれど、何名を採用すればいいのか、

そこのところの数字は出てこないと言われました

けれども、ここのところ年度を追うごとに途中入

所の人が多くなってきたということであるならば、

数字は大体つかんでいけるのではないかなと思う

んですね。そしてその中で乳児の人がすごく多い

のであればどのぐらいと、保育士の数が私は出て

くるような気がするんですがね。 

 それで今回のこの５名でありますけれども、欠

員の２名を抜けて、３名でこれからの途中入所の

対応が十分できるとこういうふうに考えていらっ

しゃるのかどうか聞かせてください。 

○子ども課長 

 十分にということは断言はできませんが、私ど

もあらゆる手を尽くしてホームページ、それから

広報、それからハローワーク等も話をさせていた

だいて、このハローワークの登録が功を奏したと

いいますか、最近そのハローワークからの紹介で、

１０月からまた尐し柔軟といいますか、対応でき

るようにもなりました。その辺につきましては私

どもは最善の努力をして、尐しでもいい保育士確

保には、パートと言えども保育資格を持った方で

ありますので、貴重な戦力というふうに考えてお

りますので、その辺支障のないようには最善を尽

くしていきたいというふうに思っております。 

○髙笠原委員 

 この５名の方は正規ではなくてパート、臨時、

こういう方なんですか。 

○子ども課長 

 今、５名と髙笠原委員言われましたが、５名は

来年度採用の正規の職員でございます。 

○髙笠原委員 

 正規の方と。それでまた途中入所がふえてくれ

ばパートの人を雇っていくと、こういう形なんで

しょうか。今やってらっしゃるのと同じような形

をまたとっていくということなんでしょうか。 

○子ども課長 

 今後につきましても、今年度、人事の方にお願

いしました欠員補充以外に乳児対応の正規職員を

３名確保していただくという話にも、今先ほど言

いました５名のうちの３名は乳児対応で正規職員

を来年度対応します。今後につきましては、何名

の正規ということを人事当局ともよく話をして、

その辺は強く人事の方とは要望していきたいとい

うふうに思っています。 

○髙笠原委員 

 パートというそういう不安定な雇用ということ

で集ってこないとこういうふうに私は思いますの

で、途中で入所者がふえてきて保育士が不足する

という事態が起きても、パートじゃなくて正規対

応でできるように、ぜひこれは人事と相談してや

っていただきたいとこういうふうに思いますので

お願いをしておきます。 

 それで一般管理備品購入費については100万円

ですが、これは新しく４月１日からスタートする

ための備品でしょうか。 

○子ども課長 

 今回のリースの園舎に設置する備品でございま

す。 
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○髙笠原委員 

 わかりました。それで障害者福祉費のところで

尐しお聞きしたいと思うんですが、今回、短期入

所利用の支援事業の補助金とケアホームのところ

の事業補助金というものがありますが、現在の状

況はどうなっているのか尐しお聞かせをいただき

たいと思います。 

○福祉課長 

 短期入所に関しましては、いずれにしても知立

市には重症の障害者、いわゆる知的障害者プラス

肢体不自由者、重複した障害がある方というよう

な施設はございません。そういった中で隣接の施

設へお願いしておるということでございます。も

ちろんショート・短期ですので、いわゆる冠婚葬

祭、病気等でどうしても預けたいといった場合に

お願いしております。 

 今回の補正につきましては、ケアホームにしろ

短期入所についても生活支援者がプラス必要にな

ってくると重いですから、今の報酬単価ではなか

なか厳しい点がございますので、こういったケア

ホームにつきましては県の方から両方とも入って

くるんですけれど、中には臨時特例交付金、これ

はケアホームの方です、これで支出していくと。

これが補助金ということで県からいただいている

わけです。これも平成19年７月１日からあったわ

けですけど、これに４月からケアホームの加算が

加えられたということでございます。 

○髙笠原委員 

 この障害者の人たちに対するいろいろな問題、

前も施設に対していろいろと改正がされまして、

やっとこれも90％保障というものが認められるよ

うになってきたわけですけれども、知立市の場合

はけやき作業所、こういうところがあります。そ

れでそこで一生懸命に働いてくださっている人た

ちがいらっしゃるわけですけれども、いわゆるま

だまだそういう県だとか市とか国、こういったと

ころの施設に対するサービスというんですか、そ

ういうところの手厚いものが必要だろうとこうい

うふうに思っております。 

 それでけやき作業所については一昨年ですか、

すごい月払い方式から日払い方式になったために

大変な苦労をされて、それで一泊旅行とかそうい

うものも行けなくなっておりましたけれども、昨

年はやっと行けるようになったと、この90％を保

障をするというこういう改正があって昨年は一泊

旅行に行けるようになったといって喜んでいらっ

しゃるわけですよね。それでいろんなものも増収

になってきて喜んでいらっしゃるわけですけれど

も、それでもまだいろいろと改正といいますか、

手厚いものを行っていかなければいけないとこん

なふうに思うわけです。それで施設の利用料が個

人負担でいわゆる応能負担でないという、応益負

担になっているというところが、そこのところが

さらなる軽減というんですか、そういうものが行

われていかないといけないとこういうふうに思う

んですが、昨年これが７月から措置がとられて尐

しはよくなってきております。しかし、こういう

ところに働いていらっしゃる方々が、いわゆる働

く目的というかそういうものをしっかりと持って

いただきたいなとこういうふうに思うわけですが、

ところが就労を目的として事業をやっているわけ

ですけれども、それでも働いているにもかかわら

ず利用料を負担しなければならないという、こう

いうところには納得がいかないんだろうとこんな

ふうに思うわけです。 

 そしてやはりこういう障害者の施設、こういっ

たところにはいろんな仕事が尐ないと、こういう

ことも一つの点だと思うんですね。それで障害を

持つこういう方々が働くことによって喜びを感じ

て収益を上げていくということが最大だと思うわ

けですけれども、自立を進める上でいろいろと新

規事業もふやしていかなければいけないんではな

いかとこんなふうに思うんですが、この新規事業

をふやしたりいろいろとコンサルをやってくださ

るというこういう人が、県の委嘱を受けた人がい

らっしゃるということですが、知立市としてはこ

のことを御存じでしょうか。 

○福祉課長 

 そういったコンサルの方ということでございま

すけれど、私の方はそのコンサルといろいろお伺
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いしたりしたことはございませんので、今のとこ

ろ承知しておりません。 

○髙笠原委員 

 聞くところによりますと、県から委嘱された人

が経営をコンサルタントしてくださるんだそうで

す。それでけやきなんかもこういうものを受けて、

事業の幅を広げていってはどうかとこういうふう

に思いますがいかがでしょうか。今御存じないと

おっしゃったけれども、あると思いますので、そ

のところをちょっとお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○福祉課長 

 事業の幅を広げていくということでございます

けれど、作業所としてのいわゆる工賃倍増・増額

という目標もございますし、それからけやきさん

自体の経営運営、いわゆる現在の旧法の単価では

なかなかいろんな面で90％ということで非常に苦

しい面があります。しかしながら、そういった人

のいろんなアドバイスをいただきながら、うまく

運営していければいいじゃないかなとは私は思っ

ております。 

 今、けやきさんの方の運営についても何とか

90％という臨時特例交付金、円滑事業でございま

すね、これは国の方が示しておりますんですけれ

ど、これが21年３月でもって終わってしまいます

もんですから、その後どうするかと言いますと、

報酬単価を国が上げてくるんじゃないかというふ

うに期待はしております。そこでまた運営が何と

かいけるんじゃないかなという期待はしておりま

す。今のところそういった感じで私は思っており

ます。以上です。 

○髙笠原委員 

 第２けやきもできるということで皆さんから期

待をされているわけで、私たち議会の方でもその

問題についていろいろと協議をし、よりよいもの

にしていきたいとそういうふうに皆さんが思って

いらっしゃると思うんですね。それでパンを製造

して販売したり、それから喫茶店をというそうい

うお話もずっとありましたけれども、やはり喫茶

店も結構ですしパンを売ることもいいわけですけ

れども、今言ったようにそういう経営コンサルタ

ントという方に、県がこの障害者の方たちの就労

を支援するという立場で、委嘱をされた人が県内

にたくさんいらっしゃるというこういうことです

ので、ぜひそこを調べていただいて、そしてけや

きさんともいろいろと相談をしながら、もっとほ

かの事業で収益が得られて、皆さんが楽ができる

とそういうふうになればとこんなふうに思います

ので、ぜひパンとか喫茶店とかそういうものだけ

ではなく、ほかのところでも収益が得られるよう

なそういうものもぜひ研究をしていただきたいと

思いますし、それから先ほど言われました経過措

置が20年度で終了していくわけですので、ぜひこ

れも応能負担にするということが一番大切なこと

ですので、質疑の中でも市長は西三河の市長会な

どでいろいろと話をしていきたいというふうであ

りましたが、ぜひこれも国に言っていかないと、

国の方がきちんといろいろと決めてくることです

ので、ぜひこの点についてもやっていただきたい

なとそういうふうに思います。 

 それで今度、障害者の福祉計画、そういうよう

なものときちんと連動したような障害者の皆さん

がしあわせにつながるような、まちづくりだとか

そういうものを含めた障害者福祉計画、そういう

ものにぜひ連動していっていただきたいとこうい

うふうに思いますが、その点をお聞きしたいと思

います。 

○福祉課長 

 障害福祉計画、また障害者計画もございます。

現在の障害者の関係についても就労支援、そして

あとそれはハローワークと連携をとりながら就労

に対して、けやきさんも今これから就労継続Ａ型

のいわゆる施設を計画しておりますので、これが

将来雇用されていくように何とか頑張っていくと、

これは障害者福祉計画の中にも入っております。 

 それから今現在、その福祉計画もちょうど中間

点に入りますので見直し等もございます。それを

いろいろ皆さんの意見も聞きながら、今ある障害

者に関する就労支援並びに小売の場もありますし、

いろんな施策がございますので、それに準じて今
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後頑張っていきたいというふうに思っております。 

○髙笠原委員 

 ぜひお願いをしたいと思います。 

 それで私ども日本共産党は、埼玉県の幸手市だ

と思いましたが、そこに視察に行きましたときに、

ジョブコーチをきちんとした方を立てて、そして

就労をする方を、そこの就労をする施設もきちん

と見に行き、また仕事も教えて、そして社会に出

すというか、工場とかそういうところで働くので

あれば働きに出すという、そういうジョブコーチ

をぜひということでお願いをしてきました。それ

で埼玉県幸手市では、お寺のお坊さんだったかそ

ういう方がやっていただいて指導してくださって

おりましたけれども、知立市としてはそういう人

を、そう重い方ではないと思いますよね。ほかに

働きにいけるという、そういう方が市内にもたく

さんいらっしゃると思いますが、そういうことは

一切考えていらっしゃらないのかどうかお願いし

ます。 

○福祉課長 

 ジョブコーチでございますけれど、この近隣で

いきますと高浜市がございます。これはチャレン

ジサポートの１カ所ございますけど、その中にジ

ョブコーチの養成を受けながら、指導者が養成を

受けながら兼務でやっていると、こういった事業

もやっております。これはやはり国の補助金はつ

かないです。専門でないと、専任でないとつきま

せん。そういった中で今後、市で置いているとこ

ろもございませんもんですから、そういった事業

所が今後そういったジョブコーチを輩出していく

という形でもって知立市としてのいろいろ支援で

きるものは支援していきたいというふうには思っ

ておりますけれど、いかんせんお金がいるという

ことでございますもんですから、けやきさんの方

が何とか就労継続Ａ型の事業をやっていく中でジ

ョブコーチを輩出していただけば私の方もいろい

ろいいんじゃないかなとは思っておりますけど、

いかんせん運営がなかなか人件費いりますもんで

すから、今後いろいろけやきさんと相談しながら、

どういった形でいくかは今後検討していきたいと

いうふうに思っております。 

○髙笠原委員 

 私もちょっと勘違いをしているかもしれません

が、そのところでは日常の悩み事から全部お聞き

するような本当に一対一で胸を開いて相談にのっ

て、そして仕事を紹介したりとそういうふうにし

ていらっしゃいました。それでそのジョブコーチ

については、けやきさんの方がとおっしゃれば協

力していきたいということでありますが、市とし

てはそういうものを持つということはお考えはな

いわけですか。 

○福祉課長 

 市としては今のところそういったジョブコーチ

を置くという考えは各市やっておりません、近隣

では、安城市にしても。ただ相談支援もございま

す。今私の方でやってます相談支援は、待ってい

るんじゃなくて訪問します。訪問した中でいろん

な悩み事、それから生活相談、仕事のことも含め

て相談を受けながら、そういった就労の方があれ

ば就労についてはハローワーク、それと職業セン

ター、これはジョブコーチやらいろんな相談もし

ていただけますし、そういった中の機関として連

携をとりながら対応をしていきたいというふうで、

今のところ市の方ではそういった事業しか考えて

おりません。 

○久田委員 

 １点だけお聞きしたいんですけど、今のケアホ

ームの関係ですけど、21年までに第２けやきが完

成するということで、そこにケアホームをつくる

ということなんですけど、この前の一般質問でも

そうだったんですけど、身体障害者、精神障害者、

それから知的障害者、このお母さん方が集って会

合ができるようなスペースというのはありますで

しょうか。 

○福祉課長 

 今度の計画の中では、まず今年度、第２けやき

作業所と第１ケアホームというふうで計画してお

ります、これは建設の方ですね。その後、第２ケ

アホームということで、直接この施設を利用でき

るような形で考えておりますので、それからあと
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ほか日中一時だとかいったような施設も考えてお

ります。 

 今質問されました親が交流できる場所はその中

にはございません。別でまた考えております。こ

れは交流の場と、３障害以外の方もございますけ

れど、そういった方々が親、また対象者も含めて

そういったところを利用していただくというのを

また別で考えております。これにつきましては、

いわゆるシルバーの方と併設で交流の場を一角設

けていきたいというのを今進めております。以上

です。 

○久田委員 

 それは新築でつくるのか、福祉の里の中に一室

つくるのか、そこら辺をちょっと聞きたいんです

けど。 

○福祉課長 

 福祉の里の中ではなくて、福祉の里の土地の一

角に新設でいわゆるシルバーの方の生きがいセン

ターと、それから福祉部門の交流の場を併設で、

いわゆる駐車場の一角をどこか、具体的に言いま

すと福祉の里の北側、駐車場の一角をお願いして

いきたいというふうで考えております。 

○久田委員 

 これの完成はいつごろになりますでしょうか。 

○福祉課長 

 今の段階では長寿介護課の方で一括して設計を

行っております。一応来年度建設ということで、

その次の年度、４月１日からオープンじゃないか

なというふうに私は思っておりますけれど、これ

も長寿介護課との含めた関係がございますので、

また詳しい内容についてはお互いにわかった時点

で説明できますけど、今のところはまだ設計の段

階ですもんですから、詳しい内容は御説明できま

せんので申しわけございません。 

○久田委員 

 そういうことで設計に入ったということは、こ

こ数年のうちにそういう施設ができるよという考

え方でいいわけですよね。そういうことでよろし

くお願いいたします。 

○佐藤委員長 

 ここで午後１時まで休憩いたします。 

午前11時58分休憩 

――――――――――――――― 

午後１時00分再開 

○佐藤委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○石川委員 

 それでは補正の中で一つお聞きしたいと思いま

す。 

 23ページ、成人健康診査入力委託料というのが

出てますね。まずこれからちょっと説明いただけ

ますか。 

○健康増進課長 

 この補正につきましては、当初の見込んでおり

ました単価契約より増額したということなんです

けども、なぜかと言いますと、20年度にシステム

を変更しました。今まで保健管理システムという

ことで成人保健、母子保健をやっておりましたけ

ども、今までのシステムではなかなか容量が足ら

なくなってきているというところで、バージョン

アップする必要があったところで、それに20年度

から特定健診等が入るというところで、この際、

システム全体を新しく変えようというところでシ

ステムを変更しました。それに伴って入力事業も

同じように行ってきたわけですけども、システム

を変えたことによって入力する内容や時間が大分

以前とははるかに時間的にも大きく余分にかかっ

てくるというところで、業者の方からもこれでは

ちょっと契約した単価ではやれないという状況で

こういうふうに増額をさせていただきました。以

上です。 

○石川委員 

 わかりました。 

 それで成人健診ですか、要するに成人病検査と

言ってますよね、一般的に。それについてお尋ね

したいんですが、システムにいろいろデータ等を

入れると思うんですけども、毎年受診していきま

すと、個人的なデータも入ってるんですよね、そ

の中に。それで保健センターで受ける人、あるい

は開業医の方のところで受ける人というふうで、
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それでデータが集約されているわけですね。それ

でその部分とそのほかのものも入れたシステムだ

ろうと思うんですけども、成人病健診につきまし

ては20年度から確かに特定健診という中でちょっ

と制度が変わりましたよね。この辺のところをち

ょっと説明していただけますか、その制度が変わ

ったということ。 

○健康増進課長 

 19年度までは老人保健法に基づく基本健診とい

う名のもとに、40歳以上すべての方について対象

になって健診事業を行ってきておったわけですけ

ども、20年度から老人保健法自体がなくなりまし

て、高齢者の医療の確保に関する法律というもの

に変わりまして、それぞれ保険者ごとに今までで

言う基本健診が義務づけられたというところにあ

りまして、市で義務を負う基本健診というものが

なくなりました。それぞれの保険者が特定健診と

いう名のもとに加入されている方々の40歳以上74

歳までの方について健診を義務化されてきたわけ

であります。保健センターとしましては、今まで

基本健診をやってきた方々についてはなくなりま

して、特に市の国民健康保険加入の方について保

健センターでも特定健診にかかわることに関して

もやっておりますし、それに伴ってのいろいろ数

値が結果的に高かった、メタボに関する症状が数

値が高い方については特定保健指導ということで、

これも保健センターの方でやっていくことが20年

度からそういうふうに決まりました。以上です。 

○石川委員 

 従来の成人健診、基本健診、それと今度定めら

れた特定健診、それと中身はかなり違いがあるん

ですか、そこら辺をちょっと説明お願いします。 

○健康増進課長 

 ほとんど変わりがないわけですけども、ただ特

定健診に関してはメタボリックシンドロームをな

くすという特化した意味合いがありまして、それ

に関しての健診が主にということになりますので、

全体的な内容としては変わってないんですけども、

具体的な内容で変わった点につきまして、心電図、

今まで全員の方に基本健診では行ってきたわけで

すけども、特定健診に関しましては前年度健診の

結果、中性脂肪とか血圧が高い方とか、そういっ

た方々を詳細に健診が必要である方についてのみ

心電図検査を行っていく、または眼底検査を行っ

ていくと。眼底検査については以前も基本健診の

ときが医師が必要と判断された方のみでしたけど

も、そういう形に変わってきました。以上です。 

○石川委員 

 ありがとうございました。 

 それで、要するに従来の形から今度、知立市が

保険者になって受ける方というのは、人数的にも

大分違いがあるんですが把握されてますか。今ま

でだと、去年の19年度のを見ますと、4,700何人

かが合計の数で受けておられるけども、この基本

健診になった場合だと随分減るんですか。恐らく

減るだろうと思うんですよ、保険者、違う方があ

るから。今そこら辺の数字は把握されてますか。 

○健康増進課長 

 確かに19年度までその4,700人の中に、まだそ

の4,700人の中で国保は何人、ほかの保険者は何

人というふうには出してないんですけども、18年

度の段階では4,500人ぐらいでしたけども、その

うち２割が国保以外の方々でありました。この特

定健診にかわって対象者といましては、１万人に

近い国民健康保険の加入の方が40歳以上74歳まで

の方でおりまして、ですから対象者としては確か

に減るわけですけども、実際行っていく人数とし

ては65％の受診率を上げていかなければいけない

わけですから、6,500人近くの人を健診をさせて

いかなければいけないというところでは、これか

らも努力していかなければいけないなというふう

に思っております。以上です。 

○石川委員 

 ということは、保険者としては対象者が随分数

がふえる。そういう人たちが受診率で65％という

ことは約6,000人か6,500人ぐらいと対象者になっ

てしまう。ということは、今まで受けていた人よ

りも随分ふえるということになるんですね。ふえ

るということは、今までは２割程度というのは全

然保険者でない人が受けてたということですね。
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市の制度としてあった従来の成人病の健診を受け

ていたということですね。そういうことからする

と、えらく受診者がふえるんではないか、こうい

うふうにも思われるのですけど、これ大体費用的

な面で予算書を見ると20年度は3,800万円ぐらい

ですかね、たしかそのような数字が出てたかなと

思うんですが、これは成人病だけではないかなと、

もうちょっといろんなものも入ってるかなと思い

ますけど、そうするとかなり前年度より余分の費

用がかかるんではないかということが想定される

わけですかね。そこら辺の費用の面はどうでしょ

うか。１人当たりどれぐらいの費用がかかるかと

いうことはわかりますか。 

○国保医療課長 

 特定健診のことでございますので、国保の方か

らお答えをさせていただきます。 

 この特定健診の基本項目につきましては、約

7,400円というのが１人当たりの単価でございま

して、先ほど来65％の受診率というふうに申し上

げておりますけども、これは20年から24年までの

５年後の目標受診率が65％ということでありまし

て、直ちに20年度に65までということではありま

せん。 

 それと従来の基本健診というのは、どちらかと

言いますと健診が目的のようなところもあったわ

けですけども、今年度から保険者に義務づけられ

ました特定健診と特定保健指導といいますのは、

特定保健指導、指導があくまでも目的でございま

して、その指導をするための危険因子を持った人

を選び出すための健診というのがこの特定健診で

ございます。それでこの健診につきましては、費

用負担でございますけども、どうしても受診率を

上げないと保健指導が対象になる人が選定できな

いということでありまして、保健指導も５年後の

目標率が45％で、結果的にメタボの減尐率が10％

と、これは国の方から参酌標準といいますか、そ

れが決められておりますので、それを守るために

はとにかく健診の数をふやして保健指導の必要な

人を選別をする必要があるということでございま

すので、この分については一般会計からの繰り入

れでお願いをしているというのが実態でございま

す。 

○石川委員 

 従来、健診という形からこの指導の形になった

というような形なんですが、今１人当たり7,400

円ぐらいだということですね、単価として。従来

というのはもっと高かったんですか、健診だとい

うことになると、その費用。 

○健康増進課長 

 従来、19年度までは集団と個別、保健センター

と市内の医療機関で健診事業を行ってきました。

集団につきましては4,800円程度です、１人当た

り。これは眼底検査とか、心電図は入ってますけ

ども、それは入ってないんですけども、個別医療

機関に関してはちょっと今まで１点当たり診療報

酬の点数で計算しておりましたけども、それの１

点当たり14円という単価でやっておりましたので、

１万5,000幾らという金額でありました。それが

20年度から１点10円というふうに医療機関も下げ

ていただきまして安くなりました。以上です。 

○石川委員 

 費用面では結局ふえるということですか、１人

当たりに対して。集団でやれば4,800円ぐらいで

１人が済んだのが、これから特定健診、今7,400

円というふうに言われましたね。１人当たりの費

用は余分になっちゃうとそういうことですかね、

ちょっと確認したいです。 

○健康増進課長 

 確かに集団では4,800円として20年度から7,400

円というふうに上がるわけですけども、個別と集

団の今までの割合からすると、集団の方が1,700

人、個別の方が3,000人ぐらいありまして、です

から3,000人が１万5,000円でしたから、全体から

すると7,400円に下げたことによって下がるので

はないかなと。6,500人いっぱいまでいくと今ま

での金額よりは高くなるとは予想できますけども。

以上です。 

○石川委員 

 わかりました。ですから費用的には予算を見ら

れるときにどういうふうに見られたかということ
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ですけど、そう変わらないかなと。変わらないと

いうことはないかと思いますけど、いろんな変動

要素はいっぱりありますからね、だから多くなる

かもわかりませんけども。そこで今まで従来のあ

れですと、要するに保険者がだれであろうと知立

市民であれば希望する人には成人病の健診がやっ

てもらえたわけですね。ところが今はもうそれが

法律だからやれと言ってもなかなかあれなんです

けども、今は全然知立市におろうがほかのところ

に保険者のところに入っている人は知立市では受

けられない、こういう結果が今出てますね。この

ことに対していかがですか、皆さんから何かちょ

っと御意見なんかも来てませんか。 

○健康増進課長 

 確かに今まで保健センターとか市内の医療機関

で健診を受けておられた方については、お電話等

で苦情はいただいております。20年度からこうい

うふうに制度が変わりまして、保険者ごとでそち

らの方で受けていただくということになりました

というふうに御説明はしておりますけども、苦情

は受けております。以上でございます。 

○石川委員 

 私自身もそうなんですが、そういうことは全然

通知も何も知らなかったもんですから、当然通知

も来るだろうとこういうふうに思ってましたね。

それで今、国の方でもかかりつけの医者をつくれ

というような話もありますが、かかりつけの医者

があるわけですね。そこでいつも受けておったわ

けですよ。私の例を出してはちょっとあれですが、

石川さん、そろそろ健診をやった方がいいじゃな

いですかと言うもんで、そうですね、まあじきで

すからやりましょうかねと言っていたら、通知は

来てましたよねというので、あれ、そういや通知

はいつも来ておってもぱっと片隅に置いてるもん

で、探してみるわということで探してみたけどな

いもんだから、用紙をもらってくればいいよなん

ていうことを言われるんで、それでちょっと行っ

た経緯もあるんですけどね。 

 その後、私のところでも、退職されてももとの

健康保険組合が面倒を見てくれる会社があるんで

すよね。そうするとそちらに結局は保険者になっ

ておるんだけども、それで自分は成人病の方も常

時受けておったとなるよね。それを受けられなく

なってしまうと名古屋まで行かないかんとかこう

いう話が出てくるわけですね。これは今制度だか

ら、そちら側でどうにもしようがないんだけども、

そういう方がどれぐらいあるかなと今思ったんで

すけど、これからその制度は改められるか改めら

れんかどうだかわかりませんけど、これは国が定

めるんでどうしようもないと言われればどうしよ

うもないんだけど、そういう方も対象者が尐なけ

れば、市だけでもそれだけの診療料出してやりま

すよというぐらいのことを考えてもいいことでは

ないか、これがもし継続さられるなら。皆さん非

常に不便な思いをしてると思うんですよね。 

 それで先ほどのデータの中で、4,500人ぐらい

のところで２割ぐらいが保険者が別ではないかと

いうようなデータがあるということになると、

4,500人の２割というと900人もあると、単純に考

えてもえらいお金になっちゃいますよね、それで

したら全部いいよなんて言ったらね。そこら辺で

何かいい方法というのはないかなと思いますけど、

実は私自身も困って、どこへ行ってどうやってい

いのか。それで私の保険者というのは何も連絡が

ないわけですね、そこでやりなさいという。私の

入っているところは年に一度は半日ドックは補助

しますという話はあるんですね。それで受ければ

済んじゃうんですけどね。そういう基本的なこう

いうことをやりなさいというような通知も何も来

てないもんで、自分でまた問い合わせてこれをや

らないかんということですね。こういうことがあ

るんですが、何かそこら辺で担当者の方で何かど

うだろうというような何か思いはありませんかね。

どうしたらいいだろうと、そういう人を救済する

のにどうしようかというようなことは何かありま

せんか。お考えになっておられませんか。 

○健康増進課長 

 20年度からこういう形で国が定めてきたわけで

ありますけども、74歳以上の方については後期高

齢というところで見るわけですけども、どこにも
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保険が属さない生保の方等につきましては保健セ

ンターの方で見ていくということになるんですけ

ども、今のところあくまで保険者が義務化されて

いる以上、そういう知立市内では受けられない、

大変なところにしか医療機関でないと受けられな

いという方については状況はわかりますけども、

今のところはこちらの方で受けるとは考えていま

せん。以上です。 

○石川委員 

 これはそういう制度ですから、そうあるんだと

思いますけども、そういう係りの方たちの例えば

介護士とかそういうところらでもそういう協議を

する場があるでしょう。そういうとこでもそうい

う声も出るんではないかなと思いますし、だから

そういう声はどんどん上の方へ国なりに届けても

らわないと、これは何なとこの基本健診を定めて、

要するに生活習慣病を何とかしようという発想で

はあるんだけれども、それじゃあ私たちが今まで

蓄積したデータはどうするのかと。例えばそれを

これから変わるところの方のところへ全部出して

もらえるとかというような、そういうことはでき

るんですか。今までかかっとったやつのデータを

くださいと。それで次の医者の方へ持っていきた

いというときはそういうことはできるんですか、

今のシステムとしては。 

○国保医療課長 

 まず特定健診の周知といいますか、ＰＲが不足

であったということでございますけども、この点

につきましては大変申しわけなく思っております。

私どもとしましては、広報などでお知らせをして

おったつもりでありますけども、今後さらに市民

の皆さんが自分がどこで健診を受けたらいいのか、

どういう関係にあるのかということが御理解いた

だけるように、その辺は周知はしっかりしていき

たいというふうに思います。 

 それから健診のデータでございますけども、基

本的にはこれはそれぞれの保険者がデータを収集

しまして、その結果、分析してその方が保健指導

に該当する方かどうかということを分析するわけ

ですので、もし途中で保険者が変わった場合には、

データの保険者同士のデータの提供というのはで

きますけども、それぞれの各医療機関ごとのデー

タというのは、これはちょっと別な問題になって

くるのかなというふうには思いますけども、いず

れにしましても保険者が変わった場合にはその方

がどういう状態であったかというデータの受け渡

しはできるということでございます。 

○石川委員 

 わかりました。それじゃあ保険者が持っている

データというのは、次の保険者の方へ行ったとき

も請求があれば出せるとこう考えていいんですね。 

 それでは今まで従来の成人病でデータを持って

るんですね、これシステムもあるんですから。持

ってるやつは、それは出していただくことはでき

るわけですかね。 

○国保医療課長 

 先ほど健康増進課長の方からも説明があったか

と思いますけども、このデータというのは前年度

の健診データをもとにしまして、その方が眼底で

すとか心電図ですとかそういった必要があるかと

いうのを判断をするものでございますので、何年

も前にさかのぼってのデータというのは現在のと

ころ特定健診に限っては必要としませんので、前

年度のデータについては保険者が変わった場合に

は保険者に提供すると。それとそれぞれの保険者

で何年かデータを保管しておられて、その分で例

えば追跡調査をして保健指導をされるとか、そう

いったことはあるとは思いますけども、今回の特

定健診の保険者が変わったことによるデータの移

動については、前年度のデータについて受診項目

がいるかいらないかという判断をする手前上、そ

れについては数年前にさかのぼっては必要ないだ

ろうというふうに思います。 

○石川委員 

 わかりました。ともかくそれでもこの市民の側

から見ると、非常に厄介なことです、今まで手軽

にすっと行けたのに。74歳までだからみんな元気

だと思いますけど、それが名古屋まで出ていかな

あかんなんていくことになると、それはまた大変

な制度だと思いますしね。これはその担当者のレ
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ベルでのそういうお話し合いがあるときには、や

っぱりちょっと前向きに意見を述べていただいて、

それは近くで今住んでみえるところで当然受けら

れるぐらいの、それで今までの成人病の健診とは

違って今はメタボ、それを中心に生活習慣病の方

を予防していこうというこういう目的がちょっと

変わったというような感じも私は受けました。そ

れで間違いないかなと思うんですけど、というこ

とになれば、ますます地元でぱっと受けられるよ

うな形であるべきだと思うんですね。ぜひそうい

う機会でもこれを挙げていただいて、どこでも受

けられるような制度にすべきだよといって声を上

げていただければと思います。そういう機会はあ

りませんですかね。 

○国保医療課長 

 おっしゃることはもちろんごもっともでござい

ますんで、県などの会議、機会がありましたらそ

ういった声があったということはお伝えをさせて

いただきます。 

○石川委員 

 それでは市長、それだけまたもうちょっと上の

レベルでもそれは声を上げていただければと思い

ますがいかがですか。 

○本多市長 

 うちにも当然40から74ということで、うちの女

房なんか来ておりますけど、見て、お父さんどこ

でやればいいのということを真っ先に申しており

ましたけれども、私も初めて見たときは、もう尐

し幅広くやれるといいなと。我々職員なんかそう

ですけど、共済でどっかやってますけど、それも

限定されたところで豊田の地域医療センターまで

行ったり、中野胃腸科へ行ったりということでや

ってますけれども、そういうものも何とかならん

のかなというぐらいのことを私自身は考えており

ましたんですが、しかし今回の40－74の特定健診

につきましては、ああいう形で指定をされており

ますけれども、広域で今、後期高齢者医療制度も

広域連合がやっておりますけれども、その中でも

いつも申しておりますけども、市長会の中でもそ

ういう不満と申しますか、そういうものもたくさ

ん出ておりますので、そういうことを一遍話をし

ていきたいというふうに思っております。 

○石川委員 

 ありがとうございました。とにかくそういう国

の制度ですから、今すぐにどうこうという場合に

はいきませんけど、これはしっかりとちょっと受

診された方、ことしのデータをしっかりと見てお

いてもらいたいと思いますね。それでその後、ど

うしてもというあればあれば、そう費用はかから

ないようなら市の単独で、市内に住んでおる人は

ほかの県の人でもいいですよというようなことが

できるかどうかというようなデータをしっかりと

つかんでおいていただきたいなとそういうふうに

思いますので、これは要望をしておきますんでよ

ろしくお願いします。以上で終わります。 

○佐藤委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第69号について、挙手により採決します。 

 議案第69号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第69号 平成

20年度知立市一般会計補正予算（第２号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第70号 平成20年度知立市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）の件を議題といたしま

す。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○髙笠原委員 

 補正でちょっと１点だけお聞きしたいと思いま

す。 
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 43ページのところに還付金があるんですが、こ

れは何人ぐらいで、どういう人がここの200万円

というところになるのか聞かせてください。 

○国保医療課長 

 まず還付金の対象の内容でございますけども、

国保の加入者が途中で社会保険に加入された場合、

本来ですと社保に加入された時点で国保の喪失の

届け出をしていただくべきものであるわけですけ

ども、たまたま社保と国保の資格が重複しておっ

たと。本来届け出をしていただくのに届け出をし

ていただいてなかったという方がおられるわけで

すけども、こういった場合が一番多いかなという

ふうに思います。 

 それからあとは知立市外へ転出して、そのとき

も届け出をしていただくべきものなんですが、こ

れも届け出がなかったと。 

 それからあとは所得割が出るわけですけども、

この所得の構成が過去にさかのぼって何年か分さ

れた場合に所得が変わってきますので、所得割が

減額されて、これも国保税が減額されるとそうい

った事案があるわけです。この200万円の補正の

内訳ですが、内容につきましては今申し上げた内

容がほとんどだろうというふうに思いますけども、

何件あるんだということでございますけども、こ

れは枠といいますか、今後国保税の遡及還付が発

生した場合に、十分足りるだけの予算をとってお

く必要があるということでございますので、何人、

幾らを想定して積み上げて予算を出したものでは

ございません。以上です。 

○髙笠原委員 

 昨年度もこれに似たような数字だったような気

がいたしまして、ちょっとお聞きさせていただき

ました。今回は8,753万3,000円を基金に積み立て

るとそういうことなんですが、７月ぐらいになり

ますと調停額が出るかと思うんですが、今年度の、

わかりましたらちょっと教えてください。 

○国保医療課長 

 ７月本算末の国保税の総額ですが、調停額で申

し上げますと15億1,561万1,000円余ということに

なります。 

○髙笠原委員 

 19年度が18億円ぐらいあったような気がいたし

ます、調停額は。それでちょっと調停額としても

尐なくなってきたその要因というのは、後期高齢

者との関係でしょうか。 

○国保医療課長 

 その関係は十分にあるというふうに考えており

ます。 

○髙笠原委員 

 ４月から今回のは引かれるけれども、新たに今

度10月からの人も出てきますね、引かれる人は。

でも後期高齢者は今年度からだから、でもこの中

で影響してきますね。そこのところはどうですか。 

○国保医療課長 

 国保税の調停額と後期高齢者の保険料とは直接

リンクしておりませんで、ただ国保税の20年度の

算定基礎の中にことしの４月から後期高齢の対象

になった方の国保税の調停は対象にはなりません

ので、その方たちの分が減るだろうということで

ございます。 

○髙笠原委員 

 ちょっと繰り返しになって申しわけありません

が、いわゆるその人たちの分が約３億円ぐらい違

ってくるんですが、こういう影響だというふうで

見てよろしいんでしょうか。 

○国保医療課長 

 国保税の影響としてはそういうことだろうと思

います。 

○髙笠原委員 

 それで今後のまだこれは補正ですけれども、今

年度末ぐらいまでいきますと、今年度の国保は見

通しとしてどんなふうになるのかわかれば、予想

といいますか、ちょっとお聞かせいただければと

思います。 

○国保医療課長 

 20年度の国保財政の見通しでございますけども、

まだ３月診療から４カ月分の情報しかありません

ので、今の時点で云々ということはちょっとまだ

タイミングとしては早いのかなという気もします

けども、税の減収分、後期高齢に行かれた方たち
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の税の減収分が、前期高齢者の納付金という国保

財政を救うために被用者保険から入ってくる財源

があるわけですけども、これなどの助けをいただ

きながら20年度以降、今年度以降運営をしていく

わけですけども、ただ医療費がこれから季節要因

が出てくるかもわかりませんので、昨年も今ごろ

は何とか単年度でいけるのかなという見通しをし

ておったわけですけども、結果としてはこういう

7,400万円余の赤字決算を出してしまったという

ことなもんですから、ちょっと予断は許さない状

況でありますので、今年度は今までなかった前期

高齢者の納付金、被用者保険からのお助けのお金、

これとそれから基金が１億6,000万円余あります

ので、これを何とか活用して運営をしていきたい

なというふうに思います。 

 21年度以降の話ですけども、これについては老

人保健の方々が抜けたことによりまして多尐医療

費の環境が変わってきたのかなと。老人保健の

方々が直接保険者が７割なり８割なりの負担をす

るわけではないわけですけども、老人保健の拠出

金という形で精算をするわけですが、ただ75以上

の方と前期高齢者若人を比べますと、やはりどう

しても75以上の後期高齢の方々の方が医療費の費

用単価は高いというのが実態ですので、その分、

拠出金で払っておったというのが今度はその拠出

金が全くなくなりまして、そのかわり支援金とい

うのが出てきたわけですけども、その支援金と退

職者がなくなることによる前期高齢者の納付金、

この辺の兼ね合いが今どうなるかというのがちょ

っと見きわめが難しいところなんですけど、ただ

当初予算で見込んでおりました前期高齢者の納付

金なりほかの支出の分も当初予算の枠は確保がで

きましたので、そういう面では一応予算で考えて

おった初期の額というのは確保できたのかなと。 

 あとは先ほど申し上げました季節要因といいま

すか、どうしても今から医療機関にかかる機会が

多くなったりしますと、その分だけ費用額がふえ

てまいりますので、その分がどれだけ影響するの

かなというちょっと心配はしておりますけども、

20年度の運営はそういうことで、21年度はそれを

見ながらどういうふうな率の設定ですとか、その

他の財源をどういうふうに確保するのかとその辺

の問題になってくるのかなと、これからの問題と

いうことでございます。 

○髙笠原委員 

 まだ調停が出たばかりで何カ月もたってない中

でお聞きさせていただいたわけですけれども、昨

年赤字が7,400万円あったわけですけれども、今

回その繰越金１億6,408万7,000円ですか、それを

使ったりしながら何とかやりくりができればと。

ただこれからの季節に、例えばインフルエンザと

かそういうようなものがはやって大勢の人が病院

にかかったりすると、そこのところで支払う医療

費がいっぱい出てくるから、そういうところを懸

念されてみえるんだろうと思うんですが、市長が

保険料を上げずに来ているけれども、必要なとき

は一般会計から繰り入れるとこういうふうに質疑

の中でもおっしゃってらっしゃいますので、それ

はむだ遣いはしてはいけないですけれども、いざ

というときはそういうふうでしなければならない

と考えていらっしゃるということですので、市長、

その点はぜひ季節的な要因などで赤字になった場

合は一般会計からの繰り入れをぜひお願いをした

いとこういうふうに思いますが、再度お願いいた

します。 

○本多市長 

 その時々を見きわめながら対応していきたいと

いうふうに思っております。 

○佐藤委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第70号について、挙手により採決します。 

 議案第70号は原案のとおり可決することに賛成



- 27 - 

   

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第70号 平成

20年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 議案第72号 平成20年度知立市介護保険特別会

計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第72号について、挙手により採決します。 

 議案第72号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第72号 平成

20年度知立市介護保険特別会計補正予算（第１

号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 認定第１号 平成19年度知立市一般会計歳入歳

出決算認定についての件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○杉原委員 

 それでは主要成果報告書の80ページをごらんい

ただきたいと思います。 

 まず初めに、真ん中辺のところに空き缶等散乱

防止啓発、のぼり、看板によるポイ捨て禁止啓発

の16万1,280円、これに関しての内訳明細を教え

ていただきたいんですが。 

○環境課長 

 空き缶等散乱防止啓発ということで、のぼり、

看板によるポイ捨て禁止の啓発ということで、こ

れにつきましてはこういったのぼり、看板の購入

ということの代金16万1,000円ということでござ

います。 

○杉原委員 

 この16万1,280円に関して、今ののぼりの啓発

ということなんですけれども、これの立てた後の

アフターメンテナンス等々に関してどのような形

でされているかということをお聞かせいただきた

いんですが。 

○環境課長 

 市内各所、こういったのぼり、看板を立ててご

ざいます。それで今の御質問のアフターケアとい

いますか、看板が外れたり破れたり、そういった

ことにつきましてはうちの職員の方がごみの不法

投棄、そういったことで常時パトロールをさせて

いただいております。それでそういった看板等の

破れ外れだとか、のぼりの破れ、そういったもの

については取りかえをしておりますし、また地区

の区長を初めそういった方から御連絡があれば、

取りかえを常時しておるというのが現状でござい

ます。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。実際上、こののぼり旗

に関しまして、町内、私、上重原町なんですけど、

お話を聞いている限りでは、実際本当に管理をさ

れているのかと。かなり古い段階でそのまま野ざ

らしにされているといった状況のお話を聞いてま

す。ほかの町内におかれましてもそんなような状

況ではないのかなという感じはいたしております。

なおかつ啓発活動、のぼりに関しては市民協働課

等もやっておみえになると思いますけども、実際

にのぼり旗に関しては今在庫切れといったような

お話もございますし、どういった形で、名称がご

ざいますよね、ポイ捨て禁止とかいろいろな看板、

これはどういった形で決めておみえになるかとい

うことをちょっとお聞かせいただきたいんですが。 

○環境課長 

 内容につきましては例年どおりというような格

好でつくらさせていただいて、啓発ということで

市内の方に立てたりさせていただいておるという
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のが現状でございます。 

○杉原委員 

 毎年、例年同じというキャッチフレーズではな

くて、新たにいろいろな行政の市長を初め施策を

取り組んでおみえになられるわけですから、例え

ばレジ袋に関してもそうだと思いますけど、そう

いったキャッチフレーズに関しても毎年例年同じ

といったことではなくて、行政内の中で考えてい

ただいて、こういったキャッチフレーズは必要じ

ゃないのかということはぜひとも環境課を初め考

えていただきたいと思ってます。その点はいかが

ですか。 

○環境課長 

 今、御指摘の点でございますけれども、委員の

おっしゃるような同じような内容ということでは、

なかなかマンネリ化といいますか、そういったこ

とも感じられると思いますんで、今後につきまし

てはそういった内容等を十分検討させていただい

て作成をしていきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○杉原委員 

 ぜひそういった形で環境課を筆頭にして、今の

のぼり旗に関しては啓発活動をしていただきたい

なと思います。また先ほどからお話させていただ

いているとおり、のぼり旗に関してそういった町

内以外からもかなり老朽化してもう破れておると

いったような話も聞いておりますので、再度見回

りの方をお願いしたいと思います。この点に関し

ては御答弁は結構です。 

 続きまして、同じ80ページの上の方の６万人ク

リーンサンデーに関しての45万3,600円、これに

関しての詳細内訳をちょっとお聞かせいただきた

いんですが。 

○環境課長 

 クリーンサンデーの関係の費用ということでご

ざいますけれども、これにつきましてはまず主な

ものとしましては、クリーンサンデー、20カ所の

集積場、ここへ集めていただくということで、こ

の20カ所のごみの収集運搬の委託料、それとあと

クリーンサンデーの懸垂幕の文字、そういったも

のの手数料、それと事務用の消耗品というような

内容でございます。 

○杉原委員 

 今、事務用の消耗品といったことが出てまして、

その事務用の消耗品といったらどういったもので

すか、お教えいただけますか。 

○環境課長 

 これはクリーンサンデーの方で各地区の方に配

らせていただく、例えばスプレー缶なんかの穴あ

け器だとか、危険物を挟むようなはさみというよ

うな長い、そういったものの購入ということでご

ざいます。 

○杉原委員 

 全カ所で20カ所を今やってみえられるという話

だったんですけど、来ていただいた方やなんかの

知立市のごみ袋等に関してはそういった消耗品の

中に入ってないんですか。 

○環境課長 

 各集積所でお配りさせていただいておりますご

み袋につきましては、うちの方で購入をしておる

ごみ袋があるんですけれども、そういった在庫の

中でやりくりをさせていただいておるということ

でございます。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。なぜそれをちょっとお

聞きしたかということに関しまして、６月１日、

６月の第一週目の日曜日に６万人クリーンサンデ

ー、来年から７万人クリーンサンデーに名称も変

わるかと思いますけども、お聞きしたのが、各町

内会においても、私のところで申しますと、先日

９月10日の日曜日の日に道直しという名目の中の

環境美化をしております。これは上重原町で申し

上げますと10組ございまして、大体１組が40から

50人ぐらい御参加されます。世帯数からいくと町

内が2,200余ございますんで、数からいくと500近

い方が道直しイコール環境整備に出ておみえにな

るわけなんですよね。この際にでも、今現状にな

ってほかの町内会もどういった形でやられている

かということに関してまずちょっと１点お聞きを

したいんですけど、そういった消耗品の中のごみ
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袋に関してのもしあれば、そういった形で提供が

できるかどうかということ、この２点。ほかの町

内会もそういった形でやっておられるのかどうか

ということと、今の消耗品に関しての御提供等は

行政の方で考えられるのかということ、２点お聞

かせください。 

○環境課長 

 上重原に限らず各町内会、そういった道直しだ

とか町内清掃、そういった行事をやってみえるわ

けですけれども、そういった中で市の方に収集し

たごみ袋を入れるというようなことで申し出がご

ざいます。そういったものについてはうちの方の

ごみ袋を支給をするという格好でございますけれ

ども、今委員の言われました上重原町におきまし

て先日お話があったわけですけれども、そういっ

た参加者の方にお配りはしたいという話でちょっ

とお断りをさせていただいんたんですけれども、

市としましてはごみの回収のために必要なごみ袋、

そういったものがあればお配りをしていくという

ことでやっておりまして、町民の方にお土産的と

いいますか、そういった格好でお配りするという

話でしたんでお断りをさせていただいたというの

が現状でございます。 

○杉原委員 

 わかりました。というのが、各町内会とも実際

ごみを詰める分に関しては御提供されているとい

うことでよろしいわけですね。 

 ごみ袋に関しても決してそんなに高いものでは

ないし、各町内会、もちろん環境美化の推進とい

う意味では、今後６万人クリーンサンデーもしか

りなんですけど、そういった区単位でやられてい

る部分に関しても、今後検討課題の中の一つの中

に入れていただいて、環境啓蒙活動の中にそうい

ったこと、決して町内ごとですけど、別に10枚配

らなくてもいいと思うんですよね。町内ごとだと

思いますけど、枚数を決めてそういった形で取り

組むといったことを考えていただければと思いま

す。これも結構です。検討課題として入れていた

だきたいということで、こちらからの要望とさせ

ていただきます。 

 次に、82、83ページの資源ごみ等分別収集区域

整備事業に関しまして３点出ておりますけど、費

用が、毎年この部分に関して費用がどれぐらいの

計上になっているのかということをお聞かせをま

ずいただきたいんですが。 

○環境課長 

資源ごみの分別収集の区域整備事業ということで、

19年度につきましては本町のごみ集積所の整備事

業ということで挙がっております。ただこの関係

につきましては、事前にうちの方に整備がしたい

だとかそういった話が、申し出といいますか、が

あれば予算計上をさせていただくということで、

年度途中であれば補正等の対応ということで、こ

れにつきましてはそういった格好での予算計上を

現在はさせていただいておるというのが現状でご

ざいます。 

○杉原委員 

 今回のこの上重原町、以前、上重原町の鳥居と

いう地区に関して、今回この計上をしていただき

ましたこと、この場をかりて町民の皆さん、大変

喜んでおみえになります。市民部長を初め市長の

御決断によって今回この鳥居地区に関しましては、

大変上重原町広い中で敷地、知立市内の２割を占

める中でできたということに関しては、この今、

上重原町鳥居ではなくて鳥居町に町名変更になり

ましたけど、大変皆さん市民の方、喜んでおられ

て、行政に対して大変感謝をされております。今

後もこういった必要となる箇所があると思うんで

すよね。上重原町に限らず、今、知立市内の中に

はそういった御希望をされている箇所があると私

自身思われるわけですけど、現状の中で把握され

てる部分で、今年度のこれ補正ですけど、今後の

中でそういったところの箇所があるかどうかをち

ょっと御披瀝いただきたいんですが。 

○環境課長 

 今現在ですけれども、そういった整備というこ

とでは二、三お話がございます。それにつきまし

ては、補正で間に合えば補正対応というようなこ

とでは考えております。 

○杉原委員 
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 このごみの集積場に関しましては、やはりリサ

イクルという部分もございますし、ポイ捨て禁止

の部分につながってくると思いますんで、ぜひと

もそういった予算がかかる部分ではございますけ

ど、今後もぜひともそういった町内会が挙がって

きた部分に関しては予算計上して、なるべくそう

いった計上に挙げていただきたいなと私自身感じ

ております。特にここの部分でまた申し上げたい

のは、強固なクリーンクラブをつくるといった形

で今大半が進められているというような感じがい

たしておりますけれども、市民部長とも時々環境

課の方に行かせていただいてお話をさせていただ

いておりますが、この意見は一致しておりますけ

れども、上重原町においても今区画整理地内、今

までの中でも議会の中に取り上げさせていただき

ましたけど、簡易な本当にごみかごを三つぐらい

置けるようなところで、今後も重原は区画整理な

んかはそういった形で推進をしていこうというこ

とで、今調整をとらさせていただいております。

そういった場合、環境課だけでできない部分も今

ややお伺いをしております。それは例えば公園の

１カ所、１区画を借りてやりたいとか、あとは遊

歩道の一部を借りてやりたいとかいったような今

お話の中でも出てきております。今後の、今そう

いった簡易なごみの集積場に関して市民部長にち

ょっと御答弁をいただきたいんですが、今進めさ

せていただいているわけですけども、環境課だけ

ではできない部分というのがございます。ですの

でそこら辺に関してどういうお考えを持っておら

れるかということに関して、前もちょっとお聞き

をしましたけど、どういった感じを持っておられ

るか再度お聞きをしたいんですが。 

○佐藤委員長 

 ここで10分間休憩とします。 

午後２時03分休憩 

――――――――――――――― 

午後２時13分再開 

○佐藤委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○市民部長 

 それではごみ集積所の件について、御指名をい

ただきましたので御答弁をさせていただきます。 

 現在、ごみ集積所でございますが、55カ所ござ

いまして、ほとんどが土地の一部を占用してごみ

集積所をつくっておるというのが現状でございま

す。近年でございますけども、そういうごみ集積

所を確保するということが19年度も上重原町もそ

うでありましたが、大変厳しい状況になっており

まして、なかなか集積所方式というのがかなり難

しいなというのが実態であります。隣の安城市で

ございますけども、私毎日通勤をしておる関係で

安城市のごみ集積所の状況を見ますと、歩道の木

の陰のところに一角、かごを二、三個置いて、そ

こで資源、不燃のごみのかごが置いてある。監督

も立ち番もだれもいない。その中で皆さん、地域

の住民の方が自主的にかごを置き、いろんなもの

を入れて回収しているというのが実態として行わ

れております。お隣の安城市ができて知立市がで

きないということはないだろうというふうに思っ

てまして、これからごみ集積所をもっと捨てやす

く、そしてリサイクルしやすいということになり

ますと、立ち番が立たなくてもできるようなスタ

イルというのが本来の姿なのではないかなという

ふうに思ってまして、本会議の中でもそういう意

味では100カ所ぐらい欲しいということを申し上

げたのは、そういうことを含めたという問題でご

ざいます。今、御質問者がおっしゃられたような

ことも一つの案でございますが、今まで知立市と

してやったことがない事例でございますので、そ

ういう点では尐し調整に時間がかかるかと思いま

すが、できればリサイクルしやすいというシステ

ムをつくっていくことが環境課の方の望みでござ

いますので、その点を尐し追及をしてみたいとい

うふうに思っています。以上でございます。 

○杉原委員 

 市民部長、ありがとうございました。私自身も

そのように感じております。ごみ番が立たずに簡

易なごみかごが三つあって、分けてできるような

ごみ集積所であるべきだと私も思いますし、近く

にあればそういった住民の方々が足をもっと運ぶ
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んじゃないかという感じに思っておりますんで、

そういった形の集積所を第一弾として上重原の区

画整理の方で今調整をとらせていただいておりま

すんで、最終的には先ほどからお話させていただ

いているとおりに公園の一角、または遊歩道等々

が、部署が違って難しい部分があるというふうに

私自身も感じておりますが、市民の目から見ます

行政は一つという感じて見てるわけですよね。ぜ

ひとも環境課の市民部長を初め環境課の方が取り

まとめるんだと、私たちの課でという形でぜひと

も連携をとって、今回の簡易なごみ集積所に関し

て初めの一歩を踏み出したいと思っておりますん

で、よろしくお願いをしたいなと。これに関しま

しては私自身、答弁を求めるということはござい

ませんし、市民部長とも環境課に行って何度かお

話をさせていただいておりますんで、ぜひともそ

ういった形でお願いをしたいなと思います。 

 続きまして87ページの上段の部分、商業団体等

の事業費補助事業の中のがんばる商店街というこ

とで481万2,000円がついてます。私もこの議会の

中でお話をさせていただいておりますが、以前は

街路灯だけで補助金が引っ張ってこれたと、国・

県等と市の補助金もそうですけど、今回はもうそ

れだけじゃないといった部分の中で、今、駅南振

興会が街路灯をつけられた後に活動されておられ

ると思いますけど、その成果報告に関してわかる

範囲でお知らせいただきたいと思うんですが。 

○経済課長 

 御質問のがんばる商店街の件でございます。 

 この事業は、今委員おっしゃられましたように

17年度までは街路灯の補助というようなことで実

施されておりました。18年度に創設されたこの事

業がございまして、県の補助事業でございます。

商業団体の産業振興を図る中小企業者の組織化を

促進するとともに、経営の合理化、設備の近代化、

経費の一部を助成するものでございます。 

 今回されましたのは、商工会が実施しましたま

ちづくり事業の街路灯の設置及び防犯活動として

２分の１を補助として481万2,000円を補助したも

のでございます。これは今は街路灯ということで

申し上げましたが、街路灯の設置のみでなく地域

ぐるみで防犯活動をしていただくというような内

容を含めて採択をいただいたものでございますの

で、例えば街路灯だけを設置するというものでは

採択されないような内容でございます。以上です。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。今の当局の方のお話の

とおり、今までは街路灯だけでしたけど、プラス

まちづくり事業、プラス防犯活動といった中で今

回予算が下りてきたといったことの中で、実質上、

私も駅南振興会の経営者の一人なんですけども、

防犯活動を実際にやっておみえになります。その

活動内容に関して今までと違った形でやられてい

るわけですけども、その成果等に関してはお聞き

になられてるかどうかをちょっとお尋ねしたいん

ですけど。 

○経済課長 

 内容については詳しく把握してないかもしれま

せんが、街路灯を設置したことによって明るくな

る、そうした中で地域で輪番等の人を出すことに

よって防犯パトロール、そういったものをすると

いうような内容と思っております。以上です。 

○杉原委員 

 実際上、防犯活動を街路灯をつけられた方ない

し商店街の方が実際されておみえになります。こ

れは啓発活動にもつながっております。御案内の

とおり、安城警察署内28小学校区の中で西小学校

区が一番犯罪が多いところでございます。ですの

で今回これを行うことによってかなりの啓蒙活動

にはつながってきているのかなと、私自身感じて

おります。 

 そこでこのがんばる商店街の補助金に関しまし

て、ほかの商店街等々に関しての取り組みが現在

手を挙げるおられるところかあるかどうか、また

今後行政としてこのがんばる商店街を利用した、

活用した何か商店街に関して求められることとい

うのが何かあったら御披瀝いただきたいんですが。 

○経済課長 

 現在具体的には、当然これは補助金であります

んで予算計上の方にしていかなければならないわ
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けでございます。現在においてはどの地区でこう

いったものをやるというのは聞いて把握はしてお

りません。ただこのがんばる商店街というのは継

続してできるものではございませんので、例えば

21年度にこういった事業をやりたいというような

中で、具体性が整ってきた中で申請ということに

なって採択というふうになりますので、もし実施

できるというふうであれば、内容等を詰めてきて

いただく中でどうなのかということを判断してい

かなければならないのかなと思います。 

○杉原委員 

 ぜひまたこのがんばる商店街に関してのその補

助金等に、同じような形、また違った形が出てく

るかもしれません。ぜひともこういった形で前向

きに補助金に対しての御援助、御支援をまたお願

いをしたいなと思います。今現状はないというこ

とでよろしいわけですね。ありがとうございます。 

 続きまして、同じ87ページの中の中段よりちょ

っと下の商工振興推進事業の中で、若手後継者育

成事業12万円に関して詳細をお知らせいただきた

いんですが。 

○経済課長 

 若手後継者育成事業、講師報奨金ということで

ございます。担当といたしましては、商工会青年

部の指導者訓練委員会、社団法人青年会議所経営

力向上委員会が実施をしております。19年度とい

たしましては、11月に若手後継者の講師、この講

師の方はわかるとできるという名称の事業者です

が、代表者石谷弘一さんによる「魅力あるリーダ

ーとしての熱情」ということで講演をいただいた

中での講師報奨金でございます。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。なぜこの御質問をした

かと申しますと、私も実を言うと青年会議所のＯ

Ｂでありまして、商工会青年部とともにこの秋ぐ

らいにいつも、10月・11月にこの事業を開催をさ

せていただいた本人でもあります。というのが、

この12万円という費用に関して大変中途半端なん

ですよね。いつも青年会議所、私も現役のときに

話をしておったんですけど、講師をお呼びする際、

会場費も含めてその他もろもろの費用を含めると

10万円切れてしまうんですよね。中途半端な講師、

要は通常であればもっと若手後継者ということで

あれば著明な方を呼びたいといったところの案も

ございます。でもこの予算の中ではできないとい

ったような話の中、どちらかというと消化事業の

ような形でこの若手後継者自身が行われていると

いうのが現状です。 

 ですのでこれに関しては一部、青年会議所が毎

年交互に商工会青年部と青年会議所とやるわけで

すけど、青年会議所がやる場合はまた費用を入れ

てやる場合もございますけど、そんなに費用は出

るわけでもないもんですから、最終的なそういう

著明な講師に関しては呼べないと。それでいてこ

れは本当は商工会においても青年会議所において

も若手経営者ですから、新しい知立市の経営者の

方を呼んで最終的な若手経営者としての事業にし

ていきたいという思いもあります。ですので、ぜ

ひともこの予算に関して今後そういった予算計上

に関しても考えられるかどうかということを、ち

ょっとまず一つお聞きしたいんですけど。これ市

長の方にお聞きしたらいいのか、その担当者に聞

いたらいいのかわからないんですけど、まずちょ

っと担当者の方から。 

○経済課長 

 なかなか講師の選択というのは難しいものがご

ざいまして、講師で申しますと、やっぱり大学教

授から著明な方までいろいろあるわけでございま

して、この12万円がどの程度の講師が呼べるかと

いうふうになると、大体想像と言うんですか、大

学教授クラスの辺かなとは私自身思うわけでござ

います。12万円を上げて著明な方というのも一つ

の考え方でございまして、若手育成ということで

御発展をいただく中では必要なのかなと思います。

ぜひこの金額は私がどうこう上げるということは

なかなか言いづらい面もあるわけでございますが、

12万円、この予算の範囲でできる講師の中で選択

をいただくという方法も一つなのかなと思います

ので、そんなことで御理解をいただきたいと思い

ます。 
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○杉原委員 

 なかなか当局の方からは予算に関して膨らます

ことができるということは言えないと思いますけ

ど、ぜひとも各所団体とも同じことが言えると思

います。青年会議所、商工会青年部に限らず、今

減尐傾向にあります、会員メンバーに関しまして

は。ですので、これを会員を膨らましてぜひとも

そういった各所団体に関しては力をつけたいとい

った思いの中もございます。それは各青年会議所

に限らず、商工会青年部に限らず、やはり知立市

の中の事業に関しましても経営者、経営、商店街

が元気でなければ知立市自体も元気でないという

ことは私自身言えると思いますので、ぜひともこ

こら辺に関しては、予算計上に関しては今ここで

どうこうしろということは言えることはできませ

んので、ぜひとも前向きな御検討をいただいて消

化事業にならないような形で、ぜひとも前向きに

その団体、今お任せしているというかお願いして

いる商工会ないし青年会議所の方の方々とも、担

当者の方ともお話、打ち合わせをしていただきた

いなと思います。これ答弁結構ですので、今後お

願いしたいということでお願いします。 

 最後に89ページの上段、観光事業委託まつり行

事委託料の2,002万9,000円に関して詳細お聞かせ

てください。お願いします。 

○経済課長 

 このまつり行事委託料というのは、観光協会で

実施する事業でございます。大きく事業を申し上

げますと、ミスかきつばたコンテスト、それから

かきつばたまつり、それから知立まつり、それか

ら花しょうぶまつり、それからよいとこ祭り、以

上、亓つが大きな行事でございます。それと事務

費的な推進費ということでございます。順番に申

し上げますと、事業の推進費として166万3,000円、

ちょっと1,000円以下は省かせていただきます。

ミスコンテストが258万2,000円、それからかきつ

ばたまつり518万5,000円、知立まつり295万円、

花しょうぶまつり223万1,000円、知立よいとこ祭

り544万4,000円、以上の内訳でございます。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。この今の2,002万9,000

円に関しての詳細をお教えいただきました。この

部分に関して、設営等も多分御依頼をされておみ

えになると思いますけど、どういった形で決めて

おみえになるのか、その設営会社とかをお聞かせ

いただきたいんですが。 

○経済課長 

 一番設営が多いのは、やはり御存じのように、

よいとこ祭りは店頭設営であったり外部委託が多

いわけでございますが、ほとんどの事業におきま

して知立市の入札の要綱に基づいて行っておりま

す。一部については、市内の業者を特定という部

分もございますが、ほかのほとんどのものにつき

ましては知立市の指名要綱に基づいて行っており

ます。 

○杉原委員 

 確かによいとこの方が、今お話を聞くと544万

円余ということで一番多いような気がいたします

けど、その中でもイベントの企画設営に関してが

入札ということで、随契もあるわけですよね。 

 その中で一つちょっとお願いをしたいというか

要望なんですけども、よいとこ祭りに関しまして

は、現状その設営企画の中で、ただその準備をす

るということだけではなくて、やはりイベントで

すから各企画会社、入札をする際に企画に関して

もそこの中に考慮をされるべきだと思うわけです

よ。ただ設営するだけでなくてこういった企画に

関しても企画設営会社においては考えていきたい

というのがある場合、そのような形で企画設営の

コンペも考えてやっていくべきではないのかと、

今後。ただ設営だけということに関しては、余り

私自身よろしくないと思いますけど、その点いか

がでしょうか。 

○経済課長 

 御存じのように、今年度のよいとこ祭りは雤の

ため中止になったわけでございます。今回９回目

ということで、次年第10回ということで私も一新

して考えたいなというふうには私自身思っており

ます。それで今のイベントを含めた企画運営のコ

ンペ、そういったものをということでございます。
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私自身、大変いい案なのかなと思いますので、ど

ういった方向でできるか、採用できるかわかりま

せんけど、ぜひ検討をしていきたいと思います。 

○杉原委員 

 ぜひ設営だけをお願いするのではなくて、やっ

ぱり企画力も今後のこういったまちづくりのまつ

り、特に、は必要になってくるのかなと感じます

ので、次回に関しましてはぜひともそれを取り入

れていただくようなことで前向きに御検討をいた

だきたいなと思います。そのほかのおまつりの部

分でも、知立には歴史と文化があるおまつりがご

ざいます。その中にも山車、知立神社、花しょう

ぶ、そのたもろもろございますけど、観光に関し

て、弘法山も知立市ございますけど、弘法山にな

ると１万人ぐらい、多いときだと、１回の弘法山

に来られるといった中で、特に私自身も議員にな

ってからですけども、山車とか花しょうぶとか行

くわけですけども駐車場が全然ないんですよね、

事実上。観光客を呼ぶ、お客様を動員したいとい

った場合に、駐車場がなくしてどうやって、車で

来てくださいじゃなくて、ただ電車で来てくださ

いというだけではなくて、やはりそういったイベ

ント、歴史と文化を売ると、知立市を著明な市に

したいということであれば、そういった部分もぜ

ひ考えるべきだと思います。駐車場は遠くても構

わないと思います。歩いてきて、よく神社、お寺

等も見ますと、出店が出てそこが反映してるとい

ったようなこともございますんで、そういった観

点からぜひともこれからこのイベントを考える意

味でも、知立市の名を売るという意味でも、この

観光協会としてはぜひとも考えていただきたいな

と。今までどおりにやればいいといった形ではも

う古いし、これからや観光産業、もう知立市にと

っては一つの収入源、自主財源の確保に私自身つ

ながると思いますんで、そういった観点からもぜ

ひとも前向きにいろいろな御意見を出していただ

いて取り進めていただきたいと思います。いかが

でしょうか。 

○経済課長 

 今現在、言われました八橋とそれから弘法、有

料でそのまつり期間中、また命日のときに有料駐

車場で実施をしております。台数もかなりの台数

来ております。今なかなか場所の確保というのも、

駐車場となりますと広い面積が必要でございます

ので、なかなかの難しいところもございますが、

遠くてよいというような、遠くて知立のどこかを

見ながらそこのところへ行くという考えも一つな

のかなと思いますので、ぜひ今後検討したいと思

います。 

○杉原委員 

 ぜひ検討していただきたいと思います。これは

この課とはちょっと違いますけど、小松寺跡地に

関しましても遊んでます。前議会の中でも私、御

質問させていただきましたけども、まだ何も進ん

でないと、手つかずといったこともございますん

で、収入を上げない方法、副市長の方は駐車場だ

ったらいいじゃないかと、その中に事業としてお

金を使っていくならいいんではないかという考え

方も示されました。ぜひとも観光協会におかれま

しては、そういったいろいろな観点からイベント

を行う際に、今までどおりということはぬぐい去

っていただいて事業を進めていただきたいなと思

います。 

 最後の御質問になりますけど、今回のよいとこ

祭りに関してかなり市民の方からクレームが来て

おりました。行政内の中にも入っておったと思い

ますが、早朝７時ぐらいでしたね、からこのイベ

ントを取りやめるといったようなことで、市民の

方々から、我々議員、各それぞれ小言をいただい

ておりました。その経緯に関してまずちょっとお

聞かせをいただきたいんですが。 

○経済課長 

 御指摘の件につきましては、今触れましたよう

に８月23日、予備日として24日を予定させていた

だきましたが、両日天候不良による中止とさせて

いただいたわけでございます。結果として夕方あ

るいは午後、夕方から天気が、特に24日の日曜日

でございますが天気がよくなり、やっぱりできた

んじゃないのか、決定が早かったんじゃないのか

というような御意見はいただきました。 
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 開催の決定を午前７時までにしないと、事前の

打ち合わせの中で準備あるいはテナント等の出店

者の仕込み、そういった関係上７時に決定という

ことでないと後々のことができないというような

打ち合わせがございまして、両日とも７時に決定

ということでさせて、皆様の問い合わせに対して

対応できるようにしたわけでございます。 

 両日とも６時から６時半ぐらいに皆さんの御意

見を聞く中で決定をさせていただきましたが、さ

きの23日の土曜日におきましては６時ちょっと過

ぎにもう小雤が降ってございました。それで予報

では午前中の降水確率が50％、午後から夕方にか

けて50から60％の予報ということで、局地的に雷

を伴い強く降るとの予報もございました。準備の

段階で今イベント中に降雤があった場合、園児が

出演、またそれから和太鼓の演奏があるというこ

とで、特に和太鼓におきましては一滴の雤も禁物

というようなことで、翌日の予報がある程度見込

めたということもございまして、土曜日について

は中止としました。 

 また翌日24日の日曜日におきましては、朝６時、

同時刻ぐらいですが集合しまして、その時点でか

なりの雤が降っておりました。かなり強い雤足で

ございまして、結果的に大雤注意報がそのとき出

ておりまして、後ほど大雤洪水警報に、６時32分

ですから30分ぐらい後に変わっております。その

ときの判断で、これはできないというようなこと

で７時に決定をさせていただいたのが経過でござ

います。 

 いずれにしましても中止により関係者の方々に

は御迷惑をおかけしたわけでございます。今後は

雤天による中止も視野に入れる中でイベントの内

容、開催等の決定をしていきたいと考えておりま

す。また関係者の御理解と御協力をお願いいたし

たいと思っております。以上です。 

○杉原委員 

 ありがとうございます。23日に関して、予備日

があるので24日を進められたと。24日におきまし

て７時に最終的に決断を出されたと。近隣市の市

町村におきましてはやられたところもあったわけ

ですよね。ぜひともそこの時間帯、天候に関して

ははっきりとわかりませんので、その判断をすべ

き基準がはっきりしてまだわからないといったと

ころもございますが、朝７時にという部分に関し

てはかなり市民の方は御立腹をされておられまし

た、早過ぎるんじゃないかと、決定事項に関して。

ぜひ今後このイベントに関しまして、今回のよい

とこ祭りだけではなくて、この委員会ではないソ

フトボール大会におきましても、その前のマラソ

ン大会におきましても、最近なんかたたられてる

ような気がいたしますけど、決して市長のせいで

はないと思いますけども、そういった形で最近の

行事において、知立市内のここ最近の行事は雪と

か雤、天候に関係する部分が大変多いです。この

判断に関しても大変難しい部分もあろうかと思い

ますが、今後７時という検討時間に関しては、ま

た観光協会を初めちょっと中でもんでいただいて、

これが本当によかったのかどうかということに関

しては、皆さん疑問符を投げかけておられますん

で、いま一度この部分に関しては考えていただき

たいなと思います。私自身それに関して検討する

どうのこうのという御答弁は結構ですんで、また

御願いしたいという御要望とさせていただいて、

私自身の質問を閉じさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○馬場委員 

 それでは決算の方を尐しお聞かせいただきたい

と思います。 

 主要成果報告書のまず５ページの中で総括が語

られているわけでありますけども、特に本多市政

になりまして、18年度から子育て支援策に相当力

を入れてこられたなと。特に19年度はこの下の段

にありますけども、歳出の方では保育所保育料の

第３子以降の無料化、妊婦健康診査の拡充、それ

から不妊治療費の助成、それから乳幼児の医療費

の無料化の拡充、八ツ田児童クラブの増築、これ

は所管は違いますが、放課後こども教室の開設や

ブックスタート事業の実施ということで、相当子
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育て支援の拡充に思い切ったこの施策を本多市政

の中で実施されてきたということで、まずこの辺

の市長のやってこられた実績と、そしてまた20年

度もそうでありますけども、これから知立市にと

って先ほども保育園の整備計画等もありまして、

子どもがふえている、そして園舎も借り上げをし

てでも教室を確保しなくてはならないというよう

なところで、子どもさんも今現在ふえているわけ

ですが、やがてピークも来るのかなということも

ありますが、その辺も踏まえて市長の見解をまず

お聞かせいただきたいと思います。 

○本多市長 

 保育園の整備計画につきましては、先ほども議

論があったわけですけれども、私はいつも議会で

申し上げておりますけれども、就任をさせていた

だいて、当初は議会の皆さん方の御了解をいただ

いて耐震に尐しお金を投じさせていただいたおか

げで前倒しができたということでありますし、そ

ういう中で19年度から子育て支援、これも議会の

皆さん方からかつてずっと言われてきた中身のこ

とでありますので、私の公約の一つでもありまし

たので、これに邁進をさせていただいた、それは

ここに載っておることが事実だというふうに思っ

ております。 

 ただいろんな今から進めていく中で、確かに児

童館、児童センターが完備されました。学童保育

がすべてにそろいました。それから放課後子ども

教室も入ってきました。それの今、放課後子ども

教室と学童保育のどちらを選んでいただくんだと

いうこともしっかり見きわめていかなければなり

ませんし、施設はできたけれども、子育て支援も

いろんな施策は出させていただきましたけれども、

さてこれからその施設が、今は委員おっしゃるよ

うに子どもはふえております。 

 しかし、先ほど議論あったように、ふえている

この地域バランスが今から正直言ってどうなって

いくかということはなかなかシミュレーションが

しにくい。整備計画を行う中で、リースの話、レ

ンタルの話もありましたが、なぜレンタル、35万

円も出して、５年間で2,000万円以上も使わなあ

かんかということになりますと、そこが必ずふえ

るんだということであれば整備計画も大体同じぐ

らいの年数がたっておる保育園ばかりですので、

順番はつけていきますけれども、ここが確実にふ

えるということが明快にわかれば、例えば八橋の

場合、リースをやめてここは第一に取りかかって

整備・改築してしまおうという計画が立てれるん

ですけれども、なかなかそれができなくて不安定

要素もあるという中でとりあえずリースにさせて

もらったというのが今回の補正でもありましたと

いうのでございまして、そういう中でこれからの

施設をどういかに活用していくかということにか

かってると思うんですよね。 

 これから迎えて、今は尐子化で一生懸命とりあ

えず子どもが安心して産み育てる環境をつくって

いって、ふやしていってくださいということをや

ってるわけですけども、それがどこまで伸びてい

くのかと、人口は減っていくわけですので、そう

すると高齢者の皆さん方がふえてくる、子どもさ

んが今のように順調にふえていくかどうかもちょ

っとわからない部分もありますので、そういうと

きには、国が法改正していただいたように施設の

転用なんかも、10年ぐらい使ったものについては

転用は自治体サイドでできるよというふうに変わ

りましたので、そういうことを見越した中で今か

ら子どもと高齢者と両方とあわせたそういう整備

計画、保育の計画もそうですけども、施設利用計

画を立てていかないと遅しという感じになると思

いますので、今は当面子どものことで数年これは

しっかりとやっていくべきだというふうに思いま

すけども、それをやりながら将来の高齢化に向け

てのそういう施設利用計画、そういうものもまた

議会に言われて慌ててやって、ささくれを直すよ

うなことになってはいけませんので、そういうも

のも早くやっていくというのが現状の私の考え方

でございます。 

○馬場委員 

 ありがとうございます。今、市長からは高齢化

対策、高齢者はどんどんふえてくるわけですから、

その辺に対して将来、子どもが今はふえてるけど
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も減ってくることも考えられますし、そうします

と施設の使い方でもいろいろ考えていかなくては

ならんというようなことも思いますので、特に保

育園の整備計画については、例えばこういう市民

の意見があるわけですが、逢妻町と西町にある知

立保育園ですか、それから高根保育園と南保育園、

相当距離も近いということもありますよね。それ

から私立の保育園で猿渡というのがありますけど

も、猿渡と上重原の保育園と統廃合してはどうか

という市民のこれは意見でございまして、子ども

が減ってくるとそういうこともいろいろ整備計画

の中では考慮していかなくてはならんではないか

と。ふえればこれはまた別の話になりますけども、

そういったことで整備計画をやっていく、そして

またそのことで例えば統合した場合に遠くなれば

バスの送迎もいいんじゃないかと、バスの方が安

いんじゃないかと。3,700万円もかかるというよ

うなお話もございまして、そうしたことでやっぱ

りそういったことも含めてしっかりやっていかな

くてはならんじゃないかというような市民の意見

がありましたので、ぜひまたその辺を考慮してい

ただいて、それがいいとか悪いとかではなくて、

そのような形にしていく。 

 そしてまたその統廃合した場合に、お年寄りが、

高齢者の方が生きがいづくりとしてそこを利用し

て、昭和老人憩のセンターとかそういうのはあり

ますけども、そういう施設に利用するということ

も必要ではないかなという市民の、これは率直な

私の方に寄せられた声でございますので、その辺

を考慮していただきたいというふうに思います。 

 それから子育て支援センター事業の中で、今、

中央保育園がずっと子育て支援センターをやって

まいりまして、もっともっとこれをふやしていた

だけないだろうかというようなことで、来迎寺保

育園がこの子育て支援センターをやっていただき

ました。要するに地域の中となると、ここのちょ

うど中央とそれからこの八橋の方と、もう一つこ

のままではね、南の方でどうだという声も実はあ

りまして、これもちょっと本会議でしたか、南の

新橋保育園、あの辺でひとつどうかなというよう

なお話がございましたが、このような要望がある

わけですけども、この辺についていかがなんでし

ょうか、お答えをいただきたいというふうに思い

ます。 

○子ども課長 

 委員、今おっしゃいましたように、本会議のと

きにも答弁、部長の方からしておりますが、今言

いました来迎寺、それから中央にということで子

育て支援センターがあるわけですが、南部の方に

ないということで、今のところ計画の段階ですが

南保育園を、あそこも一番老朽化の保育園で40年

を超えているという現状の中で、建てかえの際は

そちらに併設されたように子育て支援センターを

というふうに、今のところ事務局的には考えてお

ります。 

○馬場委員 

 建かえの際だけど、老朽化が進んでおるもんで、

これも整備計画の中できちっとしてくるでしょう

が、それと今、知立保育園と来迎寺保育園でふや

して子育て支援センターをやっておりますが、状

況はどうなんでしょうか、推進状況というか。そ

れをまず本当は聞いてからでないといかんと思い

ますが、その辺はいかがですか。 

○子ども課長 

 かなりのお母さん方が主に午前中が多いかと思

いますが、新しく知立におみえになったお母さん

が子どもさんを連れて子育て支援センターにおみ

えになって、そこの中でお知り合いになるという

んですか、また私どもの子育て支援センターもそ

ういった環境の中でサークルをつくっていきたい

ということで、サークルも現実できておりますの

で、今の状況としては大変意義深い事業というふ

うに思ってます。 

○馬場委員 

 わかりました。それで子育てに不安を持つ若い

お母さん方も結構いらっしゃるもんですから、そ

れがもとでいろんな事件が起こるというようなこ

ともありますし、やっぱり子育て不安に対するそ

うした子育て支援をしっかりやってもらいたいな

というふうに思いますので、南の方の保育園の建
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てかえで子育て支援センター、３カ所目、もしで

きるならお願いをしたいと、これも市民からの要

望でございますので、お願いをしたいなというふ

うに要望をしておきたいというふうに思います。 

 それからもう一つ、この70ページに知立保育園

と上重原西保育園の駐車場の整備が載っておるわ

けでありますけども、これはもう十分に、上重原

も立派な千何万円ですか、出して本当に喜んでお

りますが、あんなに立派な駐車場ができて。知立

保育園もつくっていただいたというようなことで

整備されたわけでありますけども、逢妻保育園の

駐車場、話をしていただきました、課長に。地権

者の近所に近藤さんの土地がありまして、今、田

んぼをやっておりまして稲刈りがあれするのかな。

したがって20年度、駐車場確保ができるのか、あ

るいは来年度になるのか、その辺のことを非常に

ここを関係者が心配しておりまして、どうなるの

かなと。それと結構広いもんですから、全体的は

要らんわねと。恐らく半分ぐらいでいいんじゃな

いかというようなお話もございますけども、その

辺の進捗状況はいかがですか。 

○子ども課長 

 今、馬場委員の心配してみえることのように、

実は順調よく進んでいくだろうということで地権

者の近藤さんともお話させていただいて進めてお

ったわけですが、やはりあの面積が今委員おっし

ゃったように広大でして、その全部を農転すると

いうことは、市がすべてを借りるということでな

らいいと。ただ一部を市、その残り一部を近藤さ

ん地権者がということになると、一個人の方が業

として駐車場をやるという目的での農転はだめだ

ということでありまして、ただその地域の団体、

今一つ不動産屋にお願いして今月末までには結論

が出るんですが、あの地域にマンションがありま

すね、あのマンションの管理組合という形の全部

の方たちが駐車場がないからどうしても貸してほ

しいというような状況になれば、それは一部でも

可能ということの方向は出てるわけですが、今現

状９月、今月末までちょっと待ってくださいとい

う話になっておりますので、その後ではどういう

ふうにしていくかということなんです。ただあの

周辺が駐車禁止になってないもんですから、ちょ

っとその周りのマンションの方たちが一括いいよ

というふうに言ってもらえるかというのは、何か

感触としては厳しいような状況です。今月末にな

りましてから地権者の方には、もう一度お話はさ

せていただきたいなと、現状は今のような。 

○馬場委員 

 わかりました。大変厳しい状況だなということ

は、ちょっとお話は聞いておりますが、以前にち

ょっとお話させていただきましたが、近藤組の社

宅の裏を尐しお借りしてというか、通らせていた

だいて、その奥に職員の鈴木さんの土地がありま

すよね。あそこを駐車場にしてはどうかと。あの

ほかに一生懸命探してもあらへんわね。だから提

案させてもらったんだけど、あれは可能なのかな

という感じがするんですが、せっかくお話を今し

ていただいておりますので、９月ですか、そのお

話を聞いて、どうしてもあかんということになれ

ば、そちらの方にも目を向けていただいて、一度

お話をさせていただければ、ちょうど逢妻保育園

の裏になりますので、使い勝手はいいんですね。

ですから入り口、入るところがちょうどこの近藤

組の社宅の裏なもんですから、ちょっと近藤組の

方にお話はせないかんというようなこともありま

して、それでも通路になってますから、向こうも

通路、扉がついておるような状況ですから、その

辺のことを進めてもらいたいなというふうに思い

ますが、課長いかがですか。 

○佐藤委員長 

 ここで10分間休憩とします。 

午後３時00分休憩 

――――――――――――――― 

午後３時10分再開 

○佐藤委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○子ども課長 

 先ほど申しました不動産屋からの９月末での状

況を聞いた段階で、私どもの方も必要性を感じて

おりますので、鈴木さんとこの土地についても一
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度検討をしていきたいなというふうに思います。

以上です。 

○馬場委員 

 次に、49ページ、50ページの中で総務費の中の

市民協働費の中なんですが、所管に関することの

中で市民相談業務というのがあるんですが、50ペ

ージに載っております。 

 そしてまた87ページには消費者行政事業という

ことで、消費者の相談というのがありますけども、

これについて市民相談、これ245回の918人、外国

人相談が一番多いわけですけども、人権相談はゼ

ロということですが、ここの市民相談の918人と

こちらの50回の開催で65人というのは、これはダ

ブっておるのか、こっちはこっちでという話なの

か、その辺はちょっとどうですかね。 

 それとこういう消費生活の相談で、19年度はち

ょっとあれになった、その前が本当は物すごく多

かったんですが、非常に私どもにも来まして、福

祉の里の八ツ田の方では法律相談をやっておりま

して、法律相談も結構数が多かったんですが、行

政評価のところでは法律相談は137件というよう

なことがあって、弁護士がこれ１人でいいのかな

という話があって、なかなか申し込んでも相談が

受けられないというようなことがあったんですが、

さっきの消費者生活の相談の実態とそれから法律

相談のその辺の状況についてはいかがでしょうか。 

○市民課長 

 それでは市民課の方から、この心配事相談とか

法律相談、また外国人相談、市民相談、この件に

ついてお答えさせていただいて、消費生活相談は

経済課の方になるもんですから後ほどということ

でよろしくお願いいたします。 

 まずこの心配事相談、法律相談に関しましては、

社会福祉協議会の方に委託事業ということで委託

をしております。これも行政評価の委員の方から、

やはり法律相談については需要が多いと、人権相

談はゼロだとか、その辺の相談の中身をもう尐し

精査をして、法律相談とか必要なところに回すべ

きではないかというような評価をいただいており

ますので、これについては今私どもと向こうの社

会福祉協議会委託先の方と話し合って、今後のこ

とについては考えております。 

 あと外国人相談、市民相談につきましては、こ

この市役所１階のところで毎日相談を受けている

という相談でございます。件数につきましては、

ここに挙げさせていただいたように外国人相談に

つきましては5,895件、これは毎年件数が上がっ

ております。当然相談者もふえております。これ

は外国人の方というのは、皆さんしゃべれる方が

いるわけではないもんですから、いろんな市から

出す手紙があるんですけど、それが中身がわかな

らない、理解ができないという方が多くみえるも

んですから、そこの相談で受けて各課の方へ紹介

していくということをやっております。以上でご

ざいます。 

○経済課長 

 経済課から、87ページにございます消費者苦情

相談ということで承っております。開催日、件数

につきましてはごらんのとおりでございます。こ

れにつきましては相談員１名でございますが、毎

週金曜日午後ということで開催をしております。

相談件数といたしましては65件ということで、窓

口に58件、それから電話が７件というような内訳

でございます。相談は御存じのように今ほとんど

ですが消費者金融への借金返済に困る相談が８割、

下手すると９割ぐらいがそういった相談でござい

ます。あと今委員申し上げられましたように、そ

の後の法律相談への導きが大切かなと思いますの

で、また関係のところへ連絡をとる中で、また県

へも連絡をとる中で相談にのってまいりたいと思

います。 

○馬場委員 

 わかりました。実態はわかりましたが、外国人

相談の方もちょっと待合室というか通りが狭いも

んで、あの辺の考えを何とかならんかなという感

じがしますよね、一つは、福祉課も含めて。いす

にどんと座ると結構外人の方も大きいもんだから、

窓口の前で座っておりますけども、ちょっと狭い

なと、その面が。そのことも含めて改善していた

だければいいんですが、それと同時に問題は、相
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談業務が非常に多くなってきておるということで、

法律相談になかなか申し込んでも回ってこんとい

うか、なかなか相談にのってくれんというそうい

うのがありますので、私のところも来ますが、県

の消費者金融の問題とかそういうのは県のやつも

ありますし、国のやつもあるんですかね。それか

ら法律の名古屋弁護士会がやっておるやつとか、

愛知県弁護士会とかそういうのがあって、そこを

紹介をしてスムーズに話をしていただくというこ

とで、消費者生活の相談の中でそうしたところも

スムーズに相談は相談できちっとやっておいてい

ただいて、法律相談とかそういうので難しい部分

がありますので、一度そういうところを御相談し

てということで案内するのも一つの方法かなとい

うふうには思いますので、その辺のひとつ、弁護

士も１人ふやせばいいんだけども、なかなかそう

はいかんでしょうから、部屋もいるでしょうから、

そうはいかんのだと思いますので、そしてやっぱ

り市民からのもう尐し法律相談でも、それから問

題に対してスムーズに行けるようにしていただけ

ないだろうか、こういう要望がありますので、そ

の辺について改善をお願いしたいなというふうに

思いますが、よろしくお願いいたします。どうで

しょうか。 

○市民課長 

 まず最初の外国人相談の待合いの関係ですが、

これ今、今年度で庁舎の改善をやっております。

年末年始でもって市民課が動くわけなんですが、

そのときに外国人相談だけが市民課の方にいきま

すので、待合いの方も今考えておりますので、そ

れは改善はされます。 

 あと先ほどちょっと１点言い忘れたんですが、

市民相談の中で多重債務の方もたくさんみえます。

そうしますと今、司法書士の先生が御協力をいた

だきまして無料相談ということで、予約制なんで

すが無料相談を行っております。これの19年度の

実績が54件、18年度では39件と、やはり今この多

重債務問題というのが大変多いもんですから、こ

れについての司法書士の先生が無料で御協力をい

ただいてるという実態でございます。以上でござ

います。 

○経済課長 

 引き続き、経済課より御回答申し上げます。 

 今、委員の方が申し上げましたように、県への

連絡、また国への無料相談等をということでござ

います。今既にもう行っておるわけでございます

が、岡崎の方にございます県民プラザ、消費生活

のところでございます。また弁護士会等の無料相

談、それから市にも司法書士による破産の手続の

援護と申しますか、そういったものもございます

ので、そういったものを御案内、御利用するよう

にお勧めしていきたいと思います。 

○馬場委員 

 よろしくお願いします。 

 行政評価委員会の委員の方からは、評価のコメ

ントとしていろいろと相談業務ではばらつきがあ

ると、人権相談の方はゼロだというようなお話も

ありまして、やめていいのかどうなのかというの

もありますけども、その辺のばらつきをいろいろ

と研究していただいて、相談業務がよりやりやす

いような、聞いてもらえるような、そういうこと

をお願いをしたいなというふうに思っております。 

 それから次に、57ページ、58ページの中で、老

人会の老人クラブのお話があるわけでございます

けども、この中でも行政評価委員会の方から成果

報告書、結果報告書の中で４ページですけども、

この欄で一つは健康づくりへ関する講演会の開催

場所について、それから老人クラブ会員数の積極

的な勧誘活動の展開と、見直しの上で継続をして

くださいという評価が出ておるわけですが、現在

この老人クラブが減ってるのかふえてるのか、高

齢化がどんどん進んできてるけども、この辺はど

うなんでしょうか。19年度で3,197人ということ

で、連合会が一つあって、単位老人のクラブが56

あるというようなことで、こういう会員数ですが、

状況はどうなのかな。そしてそれに対しての補助

金といいますか、に関してもいろいろな芸能大会

とかスポーツとかいろいろやっておりますけども、

皆さん聞いてみると本当に補助金が尐ない中でよ

り効果的なということで会費等も納めながらやっ



- 41 - 

   

ておるようでありますけども、周辺の市も含めて

その辺の補助率はどうなのかなということについ

て、尐し行政評価委員のコメントも含めてお話を

いただきたいというふうに思います。 

○長寿介護課長 

 老人クラブの加入率なんですが、平成16年度か

ら数値を申し上げます。平成16年度は26.77％、

17年度が25.37％、18年度が24.70％、19年度が

23.70％、今年度が22.71％と加入率は尐しながら

ずつ落ちております。それと言いますのは、60歳

以上の方が老人クラブの方に加入されるわけです

ので、今の私たちももうじき60になりますので、

地域の老人クラブの方に必ず加入はするつもりで

はいますが、今の60代の方にはまだ若いものです

から、まだ老人クラブに加入する気はないんです

よというような、私より三つか四つ上の方はその

ような考えでみえますし、まだ60であれば就労す

る先もありますから、また違う趣味もあるという

ことで、現在の町内会組織の単位老人クラブで会

合を開きますと、御参加される高齢者の方は75以

上の方ばかりと思いますので、そこに60の方が行

かれてもおる席がないというようなのが現状かな

と思っております。 

 それで老人クラブ等の助成金の話なんですが、

これは従前から県の補助単価を掛けまして、単位

老人クラブの方に補助をしております。それで補

助金のカットがありまして、今は県の補助金を割

って単位老人クラブの方に補助をしております。

一単位老人クラブに対しましては、４万2,000ち

ょっとと思います。正確な数量につきましては、

すぐ調べてお答えしますが、それでこの行政評価

の中で指摘されてますのは、敬老事業についてと

いうことで敬老事業の方法についてどのようなこ

とですかということなものですから、敬老事業費

につきましては平成16年度から委託料、手元に資

料がございますので、平成16年のときが115万

6,320円、これ単価720円です、それで17年度が

123万1,920円、18年度が133万5,600円、19年度が

145万4,400円、今年度が213万5,000円というよう

な形で、敬老事業の行ってくださいということで

知立市の老人クラブ連合会の方に委託をしており

ます。それでこの委託をさせていただきまして、

単位老人クラブの方にその金品が振り分かれまし

て、敬老事業を行っていていただくわけですが、

行政評価の中では加入率が低いものですから、全

員の方が恩恵を受けてないですよということを指

摘されておりますので、私どもの方としましては、

先ほども申し上げましたとおり60歳になられまし

たら全員の方が老人クラブの方に加入をしていた

だければ、同じような土俵で敬老事業ができるわ

けなものですから、そのような方向をとっていき

たいなとは思っているんですが、なかなか難しい

なというのが現状であります。よろしくお願いい

たします。 

○馬場委員 

 心情はよくわかります。私も実は老人クラブに

入っておりまして、若いなという感じをいつも言

われるんですが、私は世話をやかせていただこう

と、世話をさせていただこうとこう思って老人の

クラブに加入しました。いろいろ高齢者の方にも、

60歳からすぐ入ってくるというのは、私は63で入

りましたけども、なかなか抵抗があるかな。聞い

てみますと、やっぱり名前が悪いというのもあり

ますよね、老人クラブという名前。ですからうち

は逢妻ふれあいクラブと、老人をとっちゃってね、

ふれあいクラブというふうな形でやりましたら、

結構皆さん加入していただいたというようなこと

もありまして、何が言いたいかと言いますと、本

当に高齢者の方たちが、老人クラブの方たちが芸

能を通し、そしてスポーツを通し、本当にもう元

気で一生懸命やっておられる。この前も芸能大会

にも市長おいでになって、いろいろみずからカラ

オケを歌いながらでも皆さんを励ましながら、本

当に元気に過ごしてくださいよと言ってそして励

ましてる姿を見ると、本当に皆さん喜んでおられ

る。それはもう健康づくりにもなりますし、そし

て知立市の医療費の抑制にもこれはつながってい

くなということを強く感じておりますので、一遍

にはいかんかと思いますが、そうした高齢者の

方々、老人クラブの方々もしっかり大事にしなが



- 42 - 

   

ら、どうやったら加入者がふえてくるのか、そし

てそういった生きがいの事業ができてくるのかと

いうことを常に担当者、お考えになりまして、横

の連携もとりながら知立市のこれからの高齢化の

推進事業率に促進していただきたいなというふう

に思いますので、よろしくお願いします。これは

要望をしておきます。 

 もう一つは、高齢化福祉ということで65ページ

でありますけども、そこにいろいろかの老人福祉

センター、八橋老人憩の家、昭和老人憩の家、ま

た社会福祉協議会が18年度から指定管理者にして

おるこの福祉の里八ツ田のこうした高齢者のいろ

んな学習が掲示されておりますけども、この利用

状況は私はふえてるなというふうには思っておる

んですがどうなんでしょうか、利用状況、それぞ

れわかればお答えしていただきないなというふう

に思います。 

○長寿介護課長 

 18年度と19年度の比較でよろしいでしょうか。 

 老人福祉センターの方としましては、１日の平

均利用者数が87人でありました。それで19年度は、

お手元にございますとおり88.5人でございます。 

八橋老人憩の家は前年度が24.3人、ここは尐し減

りまして21.4人、昭和老人憩の家は11.8人が11.7

人ということで、老人福祉センターの方の利用率

が若干増えておりますが、老人憩の家の方につき

ましてはほぼ横ばいかなというような実情であり

ます。 

 それと福祉の里八ツ田の利用状況なんですが、

18年度は個人の方が7,644人、団体の方が５万

6,483人、団体利用回数が3,887ということで、個

人の方の利用数は増加傾向にありますが、団体の

方は若干利用率が下がっているというのが現状で

ございます。 

○馬場委員 

 ありがとうございます。大体横ばいかなという

感じはしますが、個人的には福祉の里は多くなっ

ていると。ただそういったところの中央では、地

域のこともありますけども、出ていって皆さん一

生懸命やっておられますが、中央に遠い地域とい

いますか、こういうところの遠い地域があります

けども、例えばうちの逢妻町でもそうですけども、

なかなかそこの施設へ行けない、そしてまたミニ

バスはきちっとできたけども、そこに行こうとい

う意欲もないというようなことで、どうしたらい

いかということで逢妻はそうした75歳以上の高齢

者を中心として面倒を見てるのは65歳以上のお年

寄りなんですけども、そうしたことでふれあいネ

ット逢妻というのを立ち上げまして、しっかりそ

ういった地域の方たちに公民館に出ていただいて、

そしていろいろな学習をやったりお茶会をやった

りいろんなことを毎月１回開催して、それを楽し

みに皆さん出かけてくるわけですね。つまりここ

で言うデイサービスを実施しているわけですね。

その一方、今回の広報の中に介護支援予防大学と

いうところで、同じくふれあいサロンここのろ里

が始まりましたというようなことで載っておりま

して、ここは社会福祉協議会が応援しております

ということで、ここもお茶とかいろいろ出るわけ

ですが、こうした費用は社会福祉協議会の中から

出て、このふれあいサロンをやっているのか。そ

うしますと逢妻町というところのふれあいサロン

は、自分たちのお金で世話をしているそういう人

たちが会費を募って、そして町内の補助金もいた

だきながら運営をしておるということになるわけ

ですが、実際にいけば市がやってるデイサービス

と同じような感覚でやっておるわけです。これが

なぜ補助の対象にならないのかというところです

が、これは無理なんでしょうか。尐しでもそうい

ったことをやっていただければ、大変ありがたい

なというふうに思いますが、その辺はいかがでし

ょうか。 

○長寿介護課長 

 ただいまの問い合わせのことなんですが、例え

ば今、地域宅老所事業費補助金というのような名

目で市の方が行っている団体が２カ所ありまして、

八橋町の方につくしサークル、新林町の方に元気

会。それでつくしサークルについては八橋の集会

所、元気会につきましては新林の公民館を使って、

例えば地域の高齢者の方の自立を目指すというこ
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とで、原則週２回を開催してくださいねというこ

とで昼食を提供していただいて、地場で高齢者の

方が生活できるようなことを応援をしていただい

てます。その方たちというのは、知立市社会福祉

協議会のボランティアセンターに登録をしていた

だいた団体の方が補助対象となりますので、例え

ば遠くまでデイサービスに行けないよというよう

な、知立市内は小さいんですけど、そこの中でも

高齢の方は出かけるのが遠いですよということに

なれば、小規模かもしれませんが各地区地区で社

会福祉協議会のボランティアセンターに登録をし

ていただいた団体がその要件の中に当てはまった

ような活動をしていただければ、今後補助させて

いただくことは十分できます。 

○馬場委員 

 ふれあいネット逢妻というところもボランティ

ア団体に登録しておると思うんですよね。なぜか

ということだったんですよ。それはやっぱり会長

からきちっとお願いすればできるのかなというふ

うには思うんですが、何か条件があって、例えば

区長の承諾を得てこいというようなお話を聞いて

おると。区長が新しい区長で名古屋の職員の流れ

なもんだから、なかなか新しいことについてわし

が何で印鑑を押さないかんだというお話もあって、

嫌だなと、次年度にしてもらいたいとか、こうい

うふうになってる。こんなことを何で認めるのか

なという感じがあったんだけど、それは間違いだ

よね。その辺をちょっと教えてください。 

○長寿介護課長 

 先ほどもお答えさせていただいたとおり、市内

の高齢者の方の自立を援助するということなもん

ですから、区長のお墨つきがなくてもできますの

で、団体の長の方がこういう実態で行ってますよ

ということを教えていただければ、次年度からで

も御協力させていただきます。原則週に２回は行

っていただきます。昼食を提供していただくとい

うこともありますので、そこの中で御相談に来て

いただければ実際にこういうことが必要ですよと

いうことを細かく書いてお渡ししますので、代表

の方に伝えていただければ対応させていただきま

す。 

○馬場委員 

 週２回というのが条件なもんで、そこが歩まぬ

場合なのかなというふうに思いますが、どういう

事業をやればいいのかということはまた情報とし

て教えていただければというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 次に、もうあと二つで終わりますけども、81ペ

ージにありますごみ収集品運搬の委託料の中で、

本会議で風間議員の方からも出ておりました警告

ごみの353万4,300円、これ19年度。これはそれは

推進していくんでしょうけど、えらい高いねとい

う、こんなにかかるのかなという、やっぱりそれ

はそれでやっていかないかんだろうけども、大変

まだまだモラルがないのかなという感じがしてな

らんわけでありますけども、私も風間議員と同様

に何とかこれならないのかなというふうには思う

んですが、部長の答弁もお聞きしまして努力して

いかないかんということも、ごみを減らすために

はどうしても守ってもらわないかんもんですから

こういうことになるのかなというふうには思いま

すが、20年度はふえていくのか。ふえていくんだ

ったらちょっといろいろと考えないかんなという

ふうに思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

○環境課長 

 警告ごみの関係でございますけれども、まだ20

年度の年度途中ということで、19年度と比較しま

すとシールの使用枚数は19年度よりは幾分減って

いるのかなということでございます。ただ警告ご

みに関しましては、今委員の言われたようにモラ

ル、そういったものの関係かとは思います。ただ

これを例えばしない場合に、どういった現象かと

いうようなことで、尐しでも市民の方一人一人に

認識をしていただくということで今のところはこ

ういった不法なごみへの警告シール、こういった

ものは続けていきたいなというふうには思ってお

ります。よろしくお願いします。 

○馬場委員 

 努力をするしかないわね。これは警告はしてい

かないかんし、私も資源ごみの方の立ち番で入っ
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てますけども、それはくちゃくちゃです。私はマ

ンションの方が受け持ちなもんですから、マンシ

ョンの中でいろいろ指導してますけど、だんだん

よくなってきましたけども、しかし可燃ごみはど

うしても指導が行き届かない面があるもんですか

ら、全体的にモラルを何とか広報とかいろんなイ

ベントで話をして、こんだけごみを分けないとお

金がかかってますよ、１年間でこれだけむだなお

金がいるんですよということも含めて広報にも、

そしてまた機会があるごとに町内会の回覧板でも

結構ですし、ＰＲをしていただきたい、まぜない

ようにということで警告をお願いしたいなという

ふうに思いますので、これは要望をしておきたい

と思います。 

 次に、生ごみの処理機のことで、19年度30基と

いうことで、これも始めたころは人気がありまし

たが、途中で２万円から１万円にしたもんだから

がたんと減って、それからもう意欲がなくなった

のか知らんけどだんだん尐なくなってきてこうい

う状況なんですよね。ところが、安城市は要する

に今回の新聞報道でもございましたけども、補正

予算を組んで、そしてものすごい勢いでこの生ご

み処理機の要望が非常に来ておるというようなお

話がございまして、すごいなというようなことが

ございました。これいきなりふやせということで

２万円にしたんだけども、なかなか動かない。 

 これもしっかりＰＲしていくということと、今

回この９月16日の広報で簡単にできる生ごみ、こ

れはなかなか読んでみるといいなというふうに思

いますが、ちょっと若干どこでもできるというよ

うな、手軽にできますよという形でやったと思う

んですけども、以前にも段ボールでできますよと

いうようなことも御披露させていただきましたが、

こうしたことを広報を読まん人はそのまま行っち

ゃうんだね。だから町内会の回覧板とかそういう

ところで御紹介することも私は必要ではないかな

というふうに、かなり協力してくれるんじゃない

かなと、こういうことを教えていくと、いうふう

に思いますので、生ごみの処理機のＰＲと、それ

からこの生ごみに対する可燃ごみの減量化という

観点から、大いに進めてもらいたいというふうに

思いますが、当局の御所見をいただきたいと思い

ます。 

 それからもう一つ最後に、今さっきよいとこ祭

りの話がありましたけども、これはちょっと誤解

されておる部分が多い。逢妻町でも知立市長、え

らいことをやってくれたなというお話が来ており

ますので、市長、ここで強く私じゃないよという

ことを含めてお話をしていただきたいというふう

に思います。以上で終わります。 

○環境課長 

 今、生ごみの補助といいますか、利用の件数の

減というお話がございました。これにつきまして

は、今御紹介がありましたように、広報の方で今、

環境課の方でシリーズ的といいますか、いろいろ

な環境問題、環境に関する記事を載せさせていた

だいております。そういった中での一つの記事で

ございますけれども、そういったことでＰＲはさ

せていただいておるんですけれども、なかなか伸

び悩んでいるというようなこともございますんで、

今お話のありました町内会の回覧ですね、そうい

ったことだとか機会があるごとに何らかの方法で

市民へのＰＲといいますか、そういったことに努

めていきたいと思っております。よろしくお願い

します。 

○本多市長 

 祭りだとかそういう行事の天候をどう判断する

かというのは、今ほど難しいものはないというふ

うに思っております。 

 実はせんだって秋葉神社の祭礼がありました。

あんな雤の中でやるのかなと思ったら、初めてで

ございますけれども続行と。しかしあのときも午

後からあれが出まして、１時半か２時ぐらいに一

度明るくなってぱっと光が差したんですね。これ

はいけるかなと思ったら、３時から式典がありま

して、式典が終わる時分にはまたどしゃ降りと。

ああいう天候が今日始終で起きているということ

もありますし、そこでよいとこで言いますと、よ

いとこ祭りにつきましては観光協会からよいとこ

まつり実行委員会に、いわゆる観光協会も委託さ
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れてるんですけども、そこからまた委託というこ

とで今回は初めて実行委員会というのをしっかり

つくってやられたそうでございまして、７時の判

断というのは、私も７時ぐらいのときにはやっぱ

りこの天候だといつ降るかわからんのかなという

ふうに思っておりました。２本ぐらい電話をいた

だきまして、住民の皆さんから私のところへ、携

帯を知ってるもんですから携帯へ電話をしてきた

人もおりまして、実行委員会が中止をしたことは

聞いていると、知っていると。しかし、市長の権

限で再考せよとこういう電話でしたので、それか

ら実行委員会に私が連絡を担当からとり合ってや

るというのもなかなかいかんなということを私考

えまして、結果的には夜まで降らなかったんです

よ。しかしそれは結果論であって、こういう気候

の状況の中ではあの判断はやむを得ない判断だと

いうことで、私は実行委員会の判断を尊重させて

いただいたということでございますので、そこで

天気いいじゃないかと言ってやれと言ったら、昼

からスポット豪雤でやられちゃったとかいうこと

になりますと、今度は私の責任というよりも、先

ほどちょっと答弁させていただいたように設備が

ありますから、設備・機械いいのかと、それから

園児を出して園児たちはいいのかとか、そういう

ことが当然出てきますので、私は苦渋の選択であ

ったかもしれんけれども、実行委員会の判断はや

むを得ない判断だというふうに思っておりますの

で、ぜひ皆さん方も御町内へ行かれましたらそん

なことを宣伝していただくとありがたいというよ

うに思っております。 

 これからは、さっきもちょっと答弁させていた

だきましたが、雤天対策、春まつりなんかだとす

ぽっとビニールをかぶして、それからちょうちん

もかぶしてという雤天対策を、そういうのを想定

してやりますけれども、たまたまよいとこ祭りは

順延という制度を持ってますので、そういう中で

はそういう対策を今まで講じられたことがなかっ

たもんですから、市民の楽しみにしておりますま

つりでありますので、そういうことができるかど

うか一遍研究をしていきたいというふうに思って

おります。 

○久田委員 

 １点だけ教えてください。この主要成果報告書

の87ページで、商工業振興補助事業ということで

信用保証料事業補助金と、その下にも信用保証料

事業補助金、商工業振興資金40件、経済環境適応

資金46件、これっぱかですかね。 

○経済課長 

 この事業につきましては、保証協会の信用保証

により融資を受けた市内の小中企業者に保証料の

一部を補助するものでございます。ここに内訳と

して信用保証料事業補助金として40件、それから

同じく保証料事業の経済環境適用資金として46件

でございます。件数としてはこの件数でございま

して、ちなみに昨年の件数を申し上げますと、上

段が71件、下段が49件でございます。ですから商

工業振興資金の件数が減ったものでございます。 

○久田委員 

 それともう一つ教えてもらいたいんですけども、

商工業振興資金預託金で１億円を積んでおるよと、

１億円を積んでおるんでしょう。金融機関で13店

舗で市内の中小企業貸し付け先で貸付件数が46件

で、貸付金額が２億414万円ということでいいの。 

○経済課長 

 これは１億円の部分につきましては預託金でご

ざいます。ですからこれは御存じのように歳入の

方でまた同額が入ってくるわけでございます。こ

れは市内の13金融機関に預託するものでございま

して、今質問が出ました件数でございますが、こ

れは市の方が１億円、それから県の方が２億円、

合計３億円を預託する中で2.4倍、金額で申しま

すと７億2,000万円、これを予定するわけでござ

います。ですけど最近におきましては実質19年度

で申しますと、達成率28.4％で実質46件、２億

400万円の結果となっております。19年度におい

て実数から申しますと、昨年と比べてかなり減に

なっておるようでございます。以上です。 

○久田委員 

 結局預託するでしょう、県の方から２億円持っ

てくるよ、市の方から預託して、13個の銀行にば
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らまくでしょう。それで貸付金額は２億400万円

ということでしょう。46件しか借りてくれなかっ

たということ。貸付件数46だもの。 

○経済課長 

 こちらにございます46件と件数としては一致し

ておるわけでございますが、この件数とは違いま

す。そういうふうで御理解をいただきたいと思い

ます。 

○市民部長 

 今御質問者おっしゃいましたように、86件、信

用保証料補助金、もちろん商工業振興資金と経済

環境適用資金ということで払ってるんですが、さ

っき経済課長が説明しましたように、３億円を預

託をしまして目標としては７億2,000万円を貸し

出さなければいけないわけなんですが、借りたい

という方が現実にだんだん18、19とかなり、特に

18と19の間では120件から86件ということで大幅

にマイナスということでございまして、ここ二、

三年目標額を達していないとこういう状況になっ

てまして、２億400万円の貸出金であわせて86件

の保証料を支払ったということの状況で、景気と

しては言ってはいかんですが、中小企業者の方が

なかなか苦しい状況になってるんじゃないかなと

いうことがここからは予想されます。以上です。 

○佐藤委員長 

 ここで10分間休憩とします。 

午後３時58分休憩 

――――――――――――――― 

午後４時09分再開 

○佐藤委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質問はありませんか。 

○髙笠原委員 

 お願いをいたします。 

 成果報告書の65ページ、高齢者福祉のところな

んですけれども、説明のときに老人福祉センター

が何かアスベストを除かなければ行けないという

ようなお話をちょっと聞いたんですが、そういう

ことってありますか。または八橋老人憩の家、昭

和老人憩の家、この三つの中でそういうことって

ありますでしょうか。 

○佐藤委員長 

 しばらく休憩とします。 

午後４時10分休憩 

――――――――――――――― 

午後４時11分再開 

○佐藤委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○長寿介護課長 

 老人福祉センターにつきましては、18年度に実

施をしております。それで老人憩の家につきまし

ては、該当するものはないと思います。 

○髙笠原委員 

 従来から言われているアスベストの除去なんで

しょうか。それとも例えばアスベストの基準みた

いなものが高くなって、今まで除去しなくてもい

いようなアスベストがあったものが、基準が高く

なったために除去しなければいけなくなった、そ

ういうこととは違いますか。違えば違うと言って

いただければ結構です。 

○長寿介護課長 

 今のお尋ねなんですが、老人福祉センターにつ

きましては除去を完了してますので、それで今御

心配になってみえる老人憩の家なんですが、対応

可能だと思います。除去をする物件ではないと思

います。 

○髙笠原委員 

 ありがとうございます。 

 それで57ページの、このところしょっちゅう小

さな地震、大きな地震もありますが、震度３ぐら

いのものがしょっちゅうあります。それで家具転

倒防止の器具取りつけなんですが、１年間で５件

とこういうことなんですけれども、本当に尐ない

なと思うんですが、この点についてちょっとお聞

かせいただきたい。 

○長寿介護課長 

 これにつきましては、申し出がありました方の

ところに該当すればおつけするということなもの

ですから、19年度におきましては５人の方しか御

利用がなかったということで御理解をお願いした



- 47 - 

   

いと思います。 

○髙笠原委員 

 もっと地震のときの家具の転倒防止という意味

合いで、災害を最尐に食いとめるという意味合い

でも、もっとＰＲをしていったらいいのではない

かなと、ＰＲ不足というかそんな感じはするんで

すが、今年度もやはり申し出があるまで待ってい

る、それとも何かほかの手を尽くすということは

考えていらっしゃらないんですか。 

○長寿介護課長 

 御指摘の点につきましては、年度当初に広報等

で高齢者の福祉施策、このようなものがあります

よということで広報に織り込んでいるわけですが、

まだ周知がされてないということで、この制度が

あることすら知らない方がみえるかもしれません

ので、周知するように努力させていただきます。 

○髙笠原委員 

 市営住宅とかそういう公営のところでは、大家

である市が取りつけをしなければいけないのでみ

んなついてると思うんですけれども、民間のとこ

ろではその気がなければ件数もふえていかないだ

ろうと思いますので、もう尐し何か変わった方法

で、広報で１回載せたからそれで終わりというの

でなくて、ほかの回覧板の方法だとか、それから

高齢者の人たち、そういうような人たちのところ

には何かほかの方法で周知ができるといいなとい

うふうに思うんですけれどどうですか。 

○長寿介護課長 

 私どもの方としましては、対象となる方なんで

すけど、65歳以上の高齢者のみの方だとか、その

ような要件ありますので、まだほかにも要件あり

ますが、そういうような方が大半なものですから、

地区の民生委員がひとり暮らし高齢者の調査を行

っていただきますので、そのときに民生委員の方

から家具転倒の防止施策はしてありますかという

ことを一言尋ねていただければ、してないよとい

うような話であれば受け付けさせていただきます

ので、そのようなので対応していきたいと思って

おります。 

○髙笠原委員 

 民生委員からも前ちょっとお聞きしたことがあ

るんですが、お一人住まいの方、そういう方は民

生委員の調査というんですか、管轄の範囲内であ

りますけれども、今、介護保険料はよく老老介護

ということを言われておりますけれど、お年寄り

の御夫婦で住んでらっしゃるこういうところには、

民生委員は訪問したりというのがないわけですね。

何か相談があればまたそれは民生委員の仕事とし

て必要があれば行かれるとは思いますけれど、調

査対象と言うんでしょうか、把握対象の中に入っ

ていない。それで御夫婦のお年寄りの方も家具転

倒防止もつけたい方もおみえだとは思うんですよ

ね。そういうところに尐し広げていくという、災

害から命を守るという点でお考えはないでしょう

か。 

○長寿介護課長 

 災害から身を守るということは大切なことなも

のですから、対象となる世帯の方、高齢者の方に

ついては世帯数全面わかっておりますし、例えば

高齢者の夫婦世帯の方も世帯数はわかっておりま

す。その方たちすべて、御要望があるようでした

ら取りつけることは可能なものですから、だけど

それをどのようにして周知をするかというと、周

知の方法が尐ないかもしれませんけど、できると

しましたら先ほども申し上げましたとおり、広報

で周知するのが全員の方に周知ができる方法では

なかろうかと、ひとり暮らし高齢者の方につきま

しては、それは申し上げましたとおり民生委員が

伝えていただくとか、高齢者だけの世帯につきま

してはどうするかと言いますと、高齢者だけの世

帯の方でも可能なものですから、在宅介護支援セ

ンターの職員がそこの担当地区でそこのおうちに

行けるような対象の世帯の方でありましたら、支

援センターの職員の方に伝えていただければ施工

することは可能だと思います。 

○髙笠原委員 

 今、高齢者の御夫婦の御家庭でもそういう申し

出があればやれるというそういうふうな御回答だ

ったかなと思うんですが、実を言いますと、私、

知立団地ですので、この間、敬老の日のお祝いと



- 48 - 

   

いうことで65歳以上の方に赤飯を全部配ったんで

すね。それで調べるすべがないもんですから、65

歳というその線を引く、それで自主申告をしてい

ただいたんです。それで１軒に一人ではなくて、

御夫婦で65歳を超えてたらその方も対象とすると

いうことで、１軒で御夫婦でいただく方もたくさ

んありまして、まだまだ自主申告ですので漏れは

たくさんありましたけれども、今年度で220件、

お赤飯を受け取ってくださったんです。 

 それで自主申告で取りに来てくださいねという

ことを最初の申し込みの時点でお知らせはしてお

いたんですが、15日の敬老の日、もうすっかり忘

れていて、それでこちらから電話をかけたりとか

いろいろするんですけれども、今、防災の中では

要援護者リストというそういうものの作成が大変

難しい中で、高齢者のひとり暮らしではなくて御

夫婦の方、そういう方も把握することができて大

変よかったなとこんなふうに思っております。そ

れでその申し込みのときに、もしも災害なんかが

あったときに助けられるか助けられないかは別と

して、もしもよかったら電話番号も聞かせてくだ

さいとか、生年月日もよかったらと言ったら、み

んな言ってくださって、自然と要援護者リストが

できたというこういう感じになったんですね。そ

のときにもしも家具が倒れてきたらどうすればい

いかねとかなって、いろいろ相談を受けて、私た

ち団地の中は模様がえ申請をすればつけれますの

でその点はいいんですけれども、何か中には普通

の町に住んでらっしゃる方がこの家具転倒防止を

つけれないでいる人もいるんだよなんて教えてく

ださった方もありましたので、もっとＰＲの仕方

によっては大勢の方に手を挙げていただけるので

はないかなと思って、19年度のこの５件というも

のにちょっと寂しい思いをしたということがあり

ますので、ぜひ大勢の人がこれを利用して転倒防

止をつけて、そして災害から命を守るというとこ

ろに重点を置いていただければと思いますので、

今後のまた広報の仕方、そういうものに期待をい

たしますのでよろしくお願いいたします。 

 同じく56ページになりますが、日常生活用具給

付事業というのがあります。そして一般質問でも

させていただきましたけれども、電磁調理器とか

自動消火器とか、こういう給付事業があります。

それで私は日常生活用具の給付ではなくて、貸し

出しもぜひ知立市としてやっていただけないかな

ということを一般質問をさせていただきました。

それで電動いすとかそういうものは補装具だとい

うようにお聞きをしたんですが、社会福祉協議会

でこれを貸し出しをやってますよね。結構多くの

方がこれを利用してらっしゃるもんですから、こ

の電動車いすとかただの車いすとかそういうもの

だけではなくて、もっと品目をふやしたらどうか

とこういうふうに思うわけですけど、そういうお

考えはありませんでしょうか。 

○長寿介護課長 

 56ページに掲載されております日常生活用具給

付事業は、在宅福祉事業の一環として高齢者の方

に対して行っているものでありまして、御存じか

もしれませんけど、電磁調理器につきましてはお

おむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防

火等の配慮が必要なひとり暮らしの高齢者の方に

対して行っております。これも基準額があります

ので、ある一定の基準額に応じて給付を行ってま

して、その方の所得に応じまして自己負担金が出

ます。それでここに私どもの課で行ってますのは、

給付ということで電磁調理器と火災報知機と自動

消火器の３点しか対象になっておりません。よろ

しくお願いいたします。 

○髙笠原委員 

 これは給付事業ですから与えるんですよね。私

はこの給付事業はこれでわかりますけれども、貸

し出し、その事業をやっていただけないですかと

いうことなんですね。一般質問のときにあれした

のは、介護支援ベット、これを刈谷市も安城市も

やっていらっしゃって、介護保険のように１割負

担でやっていただけるんですね。それで新たに給

付じゃなくて貸出制度、そういうものをつくって

いただけないかなというこういうお願いなんです

が、お願いをいたします。 

○長寿介護課長 
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 私どもの課としましては、対応できますのは今、

介護保険法に基づく福祉用具のことだと思います

ので、それ以外のことは私は考えておりません。

だから介護保険で対応できるものにつきましては、

介護保険の方で対応させていただきたいと思って

おります。 

○髙笠原委員 

 高齢者福祉ということで、福祉課長の方ではい

かがでしょうか。 

○福祉課長 

 今現在、障害者の場合は補装具ということで国

の基準のメニューで給付しております。貸し出し

については市独自ではやっておりません。社協の

方が車いすの貸し出しをやっております。それ以

外は今のところ現状は貸出制度というのはござい

ません。各市とも障害者についての補装具の貸し

出しは、国に基づいて制度上ないもんですから、

障害者の関係もやっておりません。ただ単独でや

る場合のケースとして社協が車いすの貸し出しを

やっておるというのが実態です。これも10台、20

台、寄附があった場合、社協の方がそれをキープ

して取り扱って貸し出しをしているという実態で

ございます。 

○髙笠原委員 

 刈谷と安城市のお話を私させていただいたんで

すけれども、先ほども介護保険と同様な貸出制度

を、介護保険ではないんだけれども貸出制度を持

っていて、支援ベッドが１割負担で借りれるんだ

というこういう制度なんです。９割を市担なんで

すよ。そういう貸し出しをやってるんですね。そ

れで安城市、刈谷市がこうやってやっているのに、

知立市もどうかなというこういうことなんですが、

うちはやってませんで終わりにしないで、そうい

うものもやれるのかどうか考えていただきたいな

とこういうふうに思います。今後の課題として考

えていただけますでしょうか。 

○福祉課長 

 今やってる実態が、例えば安城市はシニアカー、

いわゆる電動つきの車いすではございませんけど、

モーターのついたもので貸し出しをやっていると

思います。これはあくまでも２台ありますけど、

寄附があったと。寄附があった中でそれを市民の

方に利用していただくということで今単独でやっ

ていると思います。これは障害者の関係で単独で

やっておると思います。それ以外はどうだと聞い

てみましたら、それ以外はやらないよと、マット

にしろベッドにしろやらないよと、これは特別だ

と。これはいわゆる障害者の観点でいくと、身障

の下肢の方、３級以上、２級以上という重度の方

の利用の方に補装具として支給していくという制

度ですから、これはやらないと言ったらおしまい

ですけど、やるとしたならば単独でそのものを持

てばいいんですけれど、いろいろ貸し出しするに

はメンテナンス、それからその貸し出しが市でや

っている中でいろんな業務が伴ってくるといった

いろんな諸問題がございますもんですから、各市

の状況も１回確認してから今後の研究課題とさせ

ていただきたいと思います。 

○髙笠原委員 

 私はそのシニアカー、外出どきの補助というの

でいろいろお聞きしたときに、結構あるようなこ

とを言われておりましたよ。それで業者がきちん

と据えていくと。業者の方に連絡をして据えても

らうと。本人負担は315円としたんで、2,835円で

貸し出しをしてるとこういうことで、日常生活用

具と言うんでしょうか、そういうようなものがい

わゆる一つでも範囲が広がっていくというそうい

うことでは私はいいと思いますし、それとこれか

らの高齢化社会で全部介護保険で見ようとすると、

すごく大変だと思うんですよね。軽いうちにいろ

んなものの日常生活用具の貸し出しをしてもらう

ことによって、介護保険を使わなくても生活でき

る人もたくさんみえると思うんですよね。だから

高齢者福祉としてそういうところを考えていただ

ければなとこういうふうに思うわけですが、もし

そういうお考えをしていただけるのであればやっ

ていただきたいとこういうふうに思います。 

 それから同じ高齢者福祉ではありますけれども、

敬老祝い金であります。57ページですね。88歳と

100歳の人。それで行政評価の中でこの問題を取
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り上げていらっしゃいます。高齢者がふえてくる

中でもっと温かくしてあげたらどうだということ

が出ております。行政評価の中の４ページから始

まっていきまして、老人クラブとかそういうもの

が書いてありますけれども、先ほども老人クラブ

への加入率というものがすごく尐ない。それで６

０歳から加入はできるんだけれども、まだ年寄り

じゃないよといって入らない人もいっぱいいると、

そういうようなお話の中で敬老祝い金、そういう

ものをふやしたらどうかと、そういうふうなこと

がこの中に書かれております。それで先ほど私は

団地の中での赤飯のお話をしたんですが、あのと

きほんのわずかなお年寄りのお口に入れるとして

の１食分ぐらいしかないわずかな赤飯なんだけれ

ど、みんな受け取ったときにありがとう、ありが

とうとこういうふうにして、ありがとうありがと

うと言って持っていかれるんですね。そういう姿

を見ますと、私はこの今88歳と100歳の敬老祝い

金、最高の方もありますけれど、そういう人たち

にだけじゃなくて、広く浅くというかそういう形

でいろんな種類をふやしていただけないかなとこ

ういうふうに思いますけれども、その点はいかが

でしょうか。 

○長寿介護課長 

 考えとしましては、老人クラブに加入している

方を対象としてはいませんので、敬老事業という

のは、地域に住んでみえる高齢者を対象として皆

さんで祝っていただくということを市は考えてお

ります。それで行政評価委員会からの提言であり

ますが、数えの80歳、数えの90歳、卒寿の高齢者

の方に祝い金を配付したらどうですかというよう

な提言をいただいているわけですが、以前も10数

年前になると思うんですが、対象者の方、今の88、

100でもなく、対象は広くて金品等を配布をして

いた時代もあったと思います。それでそうでなく

て、地域の方、地域の方が住んでる高齢者の方を

祝っていただくような形に変えさせていただきま

した。それで現在進んできておりますので、多く

の方が老人クラブに入っていただければ、そこで

地域の方に祝っていただけるようになりますので、

そのような方式をとっていきたいと思いますので、

拡大するというような考えは私は持っておりませ

ん。よろしくお願いします。 

○髙笠原委員 

 みんな60歳になって、すべての人が老人会に加

入をすれば老人会の加入率も上がっていくわけで、

それから市が出すものもそういうところで恩恵を

受けるかもしれません。しかし、これも任意です

よね、老人会に加入は。強制ではなく任意です。

だから80になっても81、82になってもおれは年寄

りじゃないという、そういって怒る人もいるんで

す、誘うとね。みんな体は言うことが聞かなくな

ってきてはいるけれども、気持ちは青年なんです

よ。それでつえをつきながら歩いていても、おれ

は年寄りじゃないといって怒るぐらい、こういう

あれの時代で、皆さんは自分を大事に自由に生活

をしてるんです。だからそういう人たちにどうし

ても敬老会に入りなさいというこういうことはで

きないと思うんですよね。 

 だから私、午前中の就園奨励費のその話をした

ときに、幼稚園にも保育園にも入っていないお子

さんが0.8％ですかいらっしゃると、そういう人

たちも就園奨励費というものがあるのだから、そ

れを有効に使って保育園に入りなさいというそう

いうふうにしなさいというふうでこの行政評価委

員会の中では書かれているわけです。それとまた

違うかもしれませんけれども、この老人会に入ら

なくても広く浅く市内のお年寄りの人にお祝いを

あげたらどうかと、そういうことなんですよ。言

われることはわかりますけれども、そうすると老

人会に入っていなければ何のお祝いも受けられな

いとこういうことになるわけですか。 

○長寿介護課長 

 私どもの方の考えとしましては、お願いをして

ますのが、市の老人クラブ連合会の方にお願いを

しておりますので、そうしますと老人クラブの方

に直接おりていってしまいますので、対象が老人

クラブに加入してみえる方になって現在いるかも

しれません。だけど私どものお願いの仕方といい

ますのは、地域に住んでる高齢者の方を皆さんで
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祝ってくださいねというような形でお願いをして

おりますので、そんなのは無理ですよということ

を言われてしまうとそうかもしれませんけど、市

の方の考えとしましては地域に住んでる方を地域

の高齢者の方が皆さんで祝ってあげるという形で

お願いをしております。だから老人クラブの加入、

未加入にかかわらず地域で高齢者の方を祝ってい

ただくような形でお願いをしております。よろし

くお願いいたします。 

○髙笠原委員 

 そういうお考えであると堂々めぐりをしていく

とこういうふうに私は思います。老人会の方に地

域の皆さんと御一緒に祝ってくださいというふう

にお渡ししても、それは未加入の人のところにま

で行くという保証は何もないわけですから、じゃ

あその地域の皆さんと御一緒にといって渡したも

のはどういうふうに使われるのか、そこはきちん

と報告を受けていらっしゃるんですか。 

○長寿介護課長 

 この敬老事業につきましては、収支決算がすべ

て出てきますので、市の方からお渡しした委託料

の精算につきましては、すべての単位老人クラブ

の方から収支表が出てて参ります。だから何に幾

ら使われたかもすべてわかっておりますというこ

とでよろしいでしょうか。 

○髙笠原委員 

 そういう報告書がでてきて、何に幾らつかった

というのが出てくると。だけど、どこのどなたに

どういうものをという、そこまではないでしょう。

ということは、老人会に加入してる人に手厚くわ

たっているという可能性は大じゃないですか。だ

からそこのときだけにこだわって、私たちは地域

のお年寄りの人に一緒に祝ってくださいと言って

渡すんだといわれるけれども、実際の使われ方は

違っているのではないかと思いますが、そこの点

はどうなんですか。 

○長寿介護課長 

 説明の仕方が非常に悪くてすいませんが、何度

も同じことしかお答えできないんですけど、考え

方が10数年前に金品を配布してた時代もありまし

た。その時代から方式を変えさえていただいて、

地域ごとに地域の高齢者の方を皆さんで祝ってい

ただくという方針に変えさせていただきました。

それでまた昔みたいな方式に変わってしまうんで

すよね。表現が悪いかもしれませんが、ばらまき

と言うと高齢者の方は非常に御立腹されると思い

ますので、対象の方にすべて行き渡るような方法

をとれば一番いいかもしれませんが、その方法と

いうのは私の考えで申しますと、例えば町内会組

織の方にお願いするにしても、町内会組織に

100％は加入しているかといえばしていませんよ

ね。そうするとそういうような場合にどのような

方式をとって継承していくのか、それで例えばこ

の敬老事業をやめてしまって敬老祝い金方式に変

えるという方法もあるかもしれません。そうする

と例えば傘寿の方と卒寿の方だけが対象になって

しまった場合、そこの地域に住む敬老事業の対象

となる方はどのような形で祝ってあげたらいいの

かというようなまた問題点も出てきますので、今

やっている方式を御理解いただくしかないと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○髙笠原委員 

 市の方ではこうやって88歳、100歳、こういう

のは住民票の中からきちんと把握されたものだと

思うんですね。さっきばらまきという話がありま

したけれども、例えばこの年齢を88ですけど80歳

に下げたとします。だけど町内で把握するじゃな

くて市の方できちんと把握ができるんじゃないで

すか。漏れるなんてことは出てこないわけですね。

住民登録がしてある中から80歳なら80歳の人を抜

き出していくわけですから。市の方がやることに

ついては何も漏れることはないわけです。先ほど

から言われているように、町内の方たちに地域の

高齢の人たちを祝ってくださいとこうやって挙げ

ていけば、どんどんどんどん漏れていくんじゃな

いですか。だから知立市民が漏れないように、年

齢ももう尐し下げるなりランクをもっと細かくす

るなりして、もう尐しこれ88歳、100歳じゃなく

てもうちょっと小刻みにして、どれだけふやすか

わかりませんけれども、80歳ぐらいから始まると
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かそんなふうにしてやっていったらどうでしょう

かというこういう提案なんですね。 

 もう何年か前に制度にこうやって変わりました。

そのときに同じ団地の方でおじいちゃんが、僕来

年もらえるんだよと言ってすごく喜んでみえた。

ところがこの制度になってその人は外れたんです

よ。それでとてもがっかりされて、それで何でこ

んなことになったの、何でもらえないのと言って、

金額の高さじゃないんです。品物の中身じゃない

んです。お祝いをいただくというところにものす

ごく感激をするわけですよ。その方は去年いただ

けたんですね、この88歳のもので。それでわざわ

ざ私のところにまで電話をくださって、私にあり

がとうございましたと言うから、いや私が出した

んじゃないよとそう言って、ちゃんと市が決めた

年齢のところにまで達したからお祝いがもらえた

んだよとそう言って、あのときは悲しかったなと

言って、今回はもらえたからありがとうと言って

わざわざお電話をくださった。それぐらい楽しみ

にしていたものがある日突然翌年はもうもらえな

くなって、来年もらえると思って喜んでいたのに

もらえなくなって、こういう制限とか区分が尐な

くなったということなんですね。私はやっぱり今

も言ったように、ほんのわずかな赤飯でもありが

とうありがとうと言って本当に赤飯を額にすりつ

けるようにして持っていかれる姿、来年もまたこ

れをもらえるかな、生きてるかなと言って皆さん

持っていかれるんですよ。私、その姿を見るとや

っぱり本当に物のいい悪い、金額の高い低いとこ

ういう問題じゃないんだという、そこのところが

言いたいんですよ。だからこの88歳の人で116名

みえるわけですよ。これからの高齢化社会で本当

にふえていくかもしれないけれども、今言ったよ

うな対象を拡大をしていただけないのかなとそう

いうふうに思うわけです。保険健康部長、どうな

んでしょうか。 

○保険健康部長 

 敬老金の件については本会議で佐藤議員からの

御質問もありまして、私は今課長と同じような答

弁をしておったんですけども、市長の方からは一

度この際対象年齢の拡大をもう一遍研究してみた

いというようなことを多分答えたはずであります

ので、一度研究させていただくということで御了

解いただきたいと思います。 

○髙笠原委員 

 ずっと聞いてまして、老人会の方にお願いをし

てやってもらってるんだというそういうずっとお

答えでした。それは本当に今、88歳と100歳のこ

の116人とお二人なんですけれども、その方たち

にどういう形で渡っているのか、老人会を通して

渡っているのか、市が直接こういう人たちにこの

88歳、100歳の方に直接お渡ししているのか、そ

このところをちょっと聞かせてください。今、研

究したいというお話、保険健康部長さんからあり

ましたけれども。 

○長寿介護課長 

 大変失礼しました。敬老金につきましては、民

生委員の方を通じまして配布をさせていただいて

おります。それで100歳、最高齢者の方につきま

しては市長の方から渡していただいております。

88歳の方はすべて民生委員を通じてお渡しており

ます。 

○髙笠原委員 

 いわゆる老人会を通して渡されてるのではなく

て、市の委嘱をされた民生委員から渡していただ

いてるという、いわゆる市がきちんと渡してらっ

しゃる。それから100歳の方については広報など

でも市長が訪問してるところの写真も出ておりま

すので、市長がお持ちしてるんだなというのは私

は見ておりましたけれども、そういうふうできち

んと市がお渡ししてるんだということであれば、

そこの点はわかります。それでいつぐらいまでに

研究、検討していただいて回答をいただけますで

しょうか。いわゆる行政評価委員会の中でこのよ

うに言われているわけですから、やっぱりこれに

対してはそれなりの対応をしていかなければいけ

ないとこういうふうに思いますので、どのぐらい

までの間にやっていただけるのか。それで私は細

かくと言っても何段階でも別に言いませんでした

けれども、この中では三つのものにしたらどうか
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と、そういうふうに最高齢のお祝いと喜寿の祝い、

米寿の祝い、こういうふうに行政側の責任におい

て実施してほしいとされていたと。そこで一つの

改善策として今後新たに二つのお祝いを追加すれ

ばということをここで提言していらっしゃるわけ

ですので、このように研究されるのか、それから

いつぐらいまでに回答を出していただけるのか、

そこをお聞かせいただければと思います。 

○保険健康部長 

 近隣の各市の状況もちょっと調べさせていただ

きまして、財政当局との協議もございますし、来

年度の当初予算に向けて研究させていただきたい

というふうに思います。 

○髙笠原委員 

 市長がそういうふうにおっしゃってくださった

んだろうとこういうふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います、当初予算でと

いうことで。ありがとうございます。 

 それで脳ドックの方なんですが、ちょっとお聞

きしたいと思います。 

 成果報告書にも載っておりますけれども、保健

センターが出していただきました19年度知立の健

康、ここのところに脳ドックのことが詳しく出て

おります。知立の健康というところの30ページの

ところに出ております。それで対象者の方が40歳

以上の市民というこういうことで、最初はたしか

100人でしたか、それが希望者がすごく多いとい

うことで翌年倍にして200人にして募集をされた

と思うんですが、それで200人ですから200で切る

わけですけれども、応募した実際の数はどのくら

いあったか聞かせてください。 

○健康増進課長 

 それでは私の方から、平成18年度で563名、平

成19年度で474名、ことし540名の方々の申し込み

がありました。以上です。 

○髙笠原委員 

 ことしはもう募集は締め切って、200名を抽せ

んしたとそういうふうでよろしいですね。それで

これは19年度のものなんですが、報告がされてる

わけですけれど、何かの都合でお一人、当たった

方が受けられなかったんだろうと思うんですが、

199とこういう数が出ておりますね。それで異常

なしが100人、要観察が83、要精検が16で、いわ

ゆる半分の方が何かしらでひっかかってるとこう

いうふうに考えてよろしいでしょうか。 

○健康増進課長 

 異常なしというところで、この検査によってそ

のまま脳血管における部分では全く異常なしと。

要観察については多尐細かい血管のところで尐し

固まりがあったということで、要精密検査には至

らないんですけども、経過観察が必要というとこ

ろにあると思います。以上です。 

○髙笠原委員 

 要観察の方も83名ですね。それで今も言われた

ように細い血管に固まりがあったりと、全員では

ないでしょうけども、そういうものも見つかって

きているということで、私、最初これを始めたと

きに募集が100人が、余りの多さで翌年200人にし

て、そしてまた今200人なんですけれども、これ

だけの方たちが今年度も540人の方が申し込んで、

そこから200人ですから、340人が漏れるわけです

ね。すごい競争率ですよね。それで何か金額を多

くしたり人数をふやしたりなんかばっかり要求で

申しわけないんですけれども、この脳ドック、も

っと市民の健康をしっかりと守っていくというこ

ういう立場から200人では足りないとこういうふ

うに思うんですが、担当としてはどのように思っ

ていらっしゃいますか。 

○佐藤委員長 

 ここで10分間休憩をいたします。 

午後５時00分休憩 

――――――――――――――― 

午後５時09分再開 

○佐藤委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○経済課長 

 先ほどの主要成果の87ページの商工振興資金の

預託の関係でございます。ちょっと訂正と追加で

御説明を申し上げます。 

 46件ということで２億400万円ということでご
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ざいます。これにつきましては、上段にございま

す商工振興資金の内訳でございますが、これが86

件ではないかということでございますが、これは

まず保証料の関係につきましては19年度中に申請

があったものの件数が拾ってあります。なおかつ

この下段につきましては、貸し付けの件数、今申

し上げた商工振興資金のみの貸し付けの件数です

ので、必ずしも一致するものではございません。

年度をまたがったりしますので、当然、そういっ

たことでたまたま46件、これ下の件数と一緒にな

っておりますが、そういうもので御理解をいただ

きたいと思います。ですから今回46件ということ

で、40件ですが６件は翌年に上がってくるという

ような、20年度の件数の中に入ってくるというよ

うな格好になるわけでございます。年度をまたぐ

というような、ですから必ずしもその年度でそれ

が保証料の申請の中に挙がってくるとは限らない

わけでございます。以上でございます。 

○健康増進課長 

 去年の段階で563から474に下がったというとこ

ろで、状況を見てというところでお答えさせてい

ただいておったと思いますけども、さらにまた今

年度540というふうに応募者の人数がふえました

ので、これ今受診できる市内の医療機関は秋田病

院と富士病院にお願いしてますけども、その受け

入れ先の医療機関と医師会ともちょっと協議をし

ながら検討をしていきたいというふうに思ってお

ります。以上です。 

○髙笠原委員 

 こんなにたくさんの方が受診を希望してみえる

ので、ぜひ検討をしていただきたいと思います。

受け入れ体制のこともあるかと思いますけど、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それで知立の健康の今、脳ドックのところで30

ページをしましたが、その１ページ前の29ページ

のところで前立腺がん検診と、これがあります。

それで今死亡率の高いがんの中でこの前立腺がん

がとても死亡率が高いということが言われており

ます。それで年１回すこやか健診で受けるけれど

も、あとは集団健診で保健センターでやることと、

あとお医者さんでやってくださるのと、こういう

ふうにありますね。それでここもすごく受診者が

伸びてきておりまして、受診率がここに書いてあ

りますように21.0％とこういうふうに書いてあり

ますね。それで要精密検査、こういうところで89

名の方がここにひっかかってきて、精密検査の結

果、本当に前立腺がんだったり前立腺肥大だった

りとこういうふうで、この方たちが手術や何かを

やったのであれば、12名の方がいろんな点で助か

ったのではないかとこういうふうに推測をいたし

ます。それで医学が進んできたと言えども、この

前立腺がんで死亡する人が最近はすごく多くなっ

てきたということなんですが、これもいわゆる今

のこういう脳ドックと一緒で、もっと受診がされ

るようなそういうことをもっとＰＲをしていただ

ければなとこんなふうに思うんですが、今この前

立腺がんについてはどのようなＰＲの仕方をやっ

ていらっしゃるのか、基本健診のすこやか健診の

中で１回流すだけと言ったらあれですが、尐し注

意をして皆さんが健診を受ける、受診をされると

いうこういう状況をつくっていただきたいと思う

んですがどうでしょうか。 

○健康増進課長 

 今現在、周知の方法としましては、広報で周知

をさせていただいております。すこやか健診、集

団で行っている肺がん等の実施時期にあわせて前

立腺がん検診も行いますというところで広報で流

していただいております。すこやか健診、または

特定健診につきましては、個別にこの前立腺がん

検診もあわせて行いますというチラシも入れさせ

ていただいております。まだまだ1,140人という

ところにありますので、さらに受診率を高めてい

くべくいろんな周知の方法を今後も検討していき

たいとふうに思います。以上です。 

○髙笠原委員 

 ぜひ市民の命を救う、手術をしないうちに何と

か治る方法もあるそうですので、尐しでも皆さん

が助かるように努力していただきたいなとこうい

うふうに思いますので、お願いをいたします。 

 それから58ページになりますが、障害者福祉と
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いうことで先ほどもほかのところで聞かせていた

だきました。それでこの中でけやきのことが載っ

ておりまして、社会法人へのけやきに対してやっ

てること、それから一番下では今度の第２けやき

の問題、ここのことが書いてありますが、先ほど

課長が一生懸命強調していただいたのがずっとひ

っかかっておりますので、ちょっとお聞きをする

んですけれども、激変緩和で80％だったものが

90％に保証もしてくれたけれども、また10％減収

でありますよね。それで日払い方式をずっと堅持

しながら経営をやっていただけるわけですけれど

も、とても苦しいんだとそういうふうに先ほど課

長、言っておられました。その実態というのはど

ういうものなのか、そこのところを尐しお聞かせ

いただければと思いますが。 

○福祉課長 

 激変緩和ということがございました。確かに

90％まで補てんするという国の方策がありました。

これで90％に一応足らずまいを補てんし、それか

らけやき自体も運営が苦しいということが見えて

ますから職員配置も変えて、前の質問にもござい

ました、お答えとしましては副施設長がやめられ

たと同時に補充はしなかったといったような方策

もとっておられます。それとことしの20年度、い

わゆる報酬単価が４％国が上げております。した

がいましてけやきが八十亓、六の場合ですと90人

ちょうどなりますから、今補てんはしておりませ

ん。ですから今年度については何とかけやきの運

営がうまくいっているんじゃないかなという、い

わゆる補てんはしておりませんから90％で今落ち

ついておると。夏場になりますとやはり通う方が

減るかもわかりませんけれど、これもちょっと一

度実績をいただいて、補てんしなければならない

場合は補てんしていくということでございます。

それで先ほどもお答えいたしましたけど、これ新

体系に移る前の旧体系の形でいわゆる単価でやっ

ております。新体系に移りますと報酬単価が下が

ってしまいます。これはまた厳しくなってきます。

ということは21年度からけやきが新体系に持って

いくと、就労移行支援事業と就労継続支援Ａ型、

Ｂ型の事業を第一、第二とあわせて運営していく

中で、新体系が単価が下がりますからもっと厳し

くなります。しかしながら、国が21年の3月でも

って円滑事業が廃止されます、いわゆる臨時特例

交付金の制度終わってしまいますので、恐らく想

定されることですけれど、単価アップされるじゃ

ないかという見直しが行われるという想定で今期

待しているということで先ほどお答えいたしまし

た。以上でございます。 

○髙笠原委員 

 よくわかりましたけれども、新体系になると単

価が下がるとそういうことで、また一層今度苦し

くなると。今はちょっと気候的に落ちついて皆さ

んが通ってくださるからあれですが、夏場になる

と大変だろうなということで、そのときには補て

んをしたいとそういうことですか。今は補てんは

してないけれども、そうなったときには補てんを

したいとそういうことですか。 

 今までは世帯でいろいろやってたけど、個人単

位でいろいろやるようになったから、そこのとこ

ろもすごく障害者の自立支援法ができたけれども、

尐しもといったらあれですが、いい制度ではなか

ったなとこんなふうに思うんですが、そんなとこ

ろの感想はいかがでしょうか。 

○福祉課長 

 この制度については、確かに先ほどの負担とい

うのが制度が変わりました。皆さんから応能的な

ものが変わってきたと。１割負担だよというふう

で、低所得者の方についても取っていくという形

で、上限額は多尐は低くなっておりますけれど、

低位置の世帯について年金受給者だけの者の方に

ついても取っていくと。最初は１万5,000円取る

よというような話で出てきたわけですけど、いろ

いろ国の方も低所得者に対して負担がかからんよ

うに考えながら、現在抜本的な改正ということで

措置として1,500円が上限額だよと、１万5,000円

が1,500円ですよというふうまで落としてきてお

るということでございます。やはりこの制度につ

いては最終的には低所得者の方については負担を

かけない方向で進んできておるというのは、最初
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からそうであれば一番私はよかったんじゃないか

なと思っております。ただ所得の多い方は平均的

に下がっております。昔は階層がずっとありまし

た。Ｄ７まで所得のある方はぐっと取るようにな

っておりました。しかし、極端に７万、８万と。

ただ今の制度ですと最高額３万7,000幾らという

ことになっておりますので、高い方はそうは影響

ないよと。しかしながら低所得者に負担がかかっ

てるよということで、制度上、国が変えてきてお

ると。そういった総合的利用者負担、食事負担、

いろんな面で大きな影響、また事業所の方も非常

に単価的に厳しい中でいろいろ国が変えてきてお

るということですから、最初の一歩がちょっとう

まくいってないんじゃないかなというのが痛切に

私は感じておるところでございます。以上でござ

います。 

○髙笠原委員 

 丁寧に説明をしていただきましてありがとうご

ざいます。本当に一番最初、この自立支援法がで

きたときに、どうなっていくんだろうと大変心配

をしたわけで、けやきも大変苦しまれてやっとこ

こまでみえてこられたわけですけれども、やっぱ

りこうやって何回も何回も手直しをしていくとい

うことは、最初にできた自立支援法、この法律が

もう欠陥なんですよね。今これは障害者の自立支

援法ですけど、ここのところずっと騒がれている

のが後期高齢者医療制度、話は違いますけども、

今は選挙目当てかどうかはわかりませんけど、見

直しをやるんだとか、だけど見直しの内容は見え

てこないわけで、どういうことをやってくれるの

かそれはわかりませんけど、そうやって法律をつ

くって下におろしてきて、国民・市民の皆さんが

この法に従ったことでやっていかなければいけな

いときに、こうやって次から次へと手直しをやら

なければならないという法律自体は欠陥なんだろ

うなとこんなふうに思いますが、ぜひこれは国や

県に物を言っていくとこういうことは大切だと思

いますし、苦しいときには市がきちんと補てんを

してあげるとそういうところは約束をしていただ

きたいなとこんなふうに思いまして、こういう欠

陥制度を次から次へつくっていく政府は本当に情

けないなとこんなふうに思います。市長、どうで

しょうか。こういうふうで障害者の方々、大変働

きたくても健康な方とは全然違う働き方をやらな

ければいけない、そういう中でやっぱり国がきち

んとした制度を最初からつくっていかないといけ

ないという、こういうふうに思って私はこの制度

自体は欠陥だろうとこういうふうに思いますが、

国や県にそういうこともきちんと申し出ていただ

きたいなと。そして苦しいときには市がきちんと

補てんをする、そういうことを約束していただき

たいなと思うんですがいかがでしょうか。 

○本多市長 

 今話が出ましたように、後期高齢者医療制度も

そうでありますけれども、国が官僚の皆さん方が

知恵を絞ってつくられた制度だということはわか

りますけれども、介護保険のときもありましたし、

自立支援法もありましたし、今回の後期高齢者で

もありますけれども、全部欠陥だと言ってしまう

と制度そのものを廃止せないかんということにな

るわけですけれども、私自身は今の後期高齢者で

も本当に考え抜いた、制度としては割合画期的な

制度かなというふうに思ってますけども、しかし

そこには欠陥がどこか地方の方で生まれてくると

いうことで、我々の地方の意見が入ってないんだ

なということは自立支援法にいたしましても今回

の後期高齢者にいたしましても非常に強く感じま

すので、県の方でもいつも申し上げておりますの

は、今回の後期高齢なんかはまさに保険者は県が

やればいいんですけども、消防と同じように広域

でやったわけですけれども、結局そのツケが全部

地方に来ているということでありますので、やは

り地方分権と言いながら、なかなか地方の声を吸

い上げた中での制度づくりがなされてないという

ところに一番の問題があると思いますので、そう

いうものも私の方からというよりも県が国の方に

しっかり申し上げていっていただかなければなら

ないというふうに今私は痛切に感じておりますの

で、そういう点では制度の欠陥はあったことは十

分私もそう思っておりますので、結局市として何



- 57 - 

   

かの対応をしていかないかんということになりま

すと、すべて市の持ち出しと。後で制度改正があ

ってもそれは補てんされないということになりま

すので、これは変な話、早くそういうことの手だ

てをしてしまった市がいかにも損をするような、

そういうこの制度づくりはいかんじゃないかとい

うことで間違っておったと、このことを改良した

ら、その分は後で補てんしてくださいよとここま

で今私が申し上げておるわけでありますけども、

そういう点ではどうなるかわかりませんけれども、

とりあえず予算的に措置ができたり、負担が軽減

されるようなことがあれば市は単独で対応してい

くことが結構あるであろうというふうに思ってお

ります。 

○髙笠原委員 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 あと一つなんですが、83ページに不燃物処理場

の整備事業とこういうものが載っておりまして、

昨年度は門扉ですか、そういう改修工事をやられ

ているわけです。それでここの不燃物処理場のと

ころに学校の教育というか、そういうことで子ど

もたちが見学に訪れたりをしています。そしてト

イレがどっすん便所というかそういうもので、子

どもたちが大変怖がったりして、そしてあそこで

働く人たちのトイレを使わせていただくというそ

ういうふうな現在なっております。それで小さな

子どもたちは、どちらかというと現在の自分たち

の家でも腰かけ式の洋式トイレだったりそういう

ふうにするわけですが、ぜひあそこの処分場のト

イレを直していただきたいなとこういうふうに思

います。 

 それと水を飲む施設があそこにはないわけで、

あそこに働いてる人たちにお願いをしてお水をい

ただくというこういう形をとらないと、裏のとこ

ろにある手洗いのところまで行かないといけない

とこういうことです。それで子どもたちの教科書

といいますか、そういうものにもごみの施設を見

学したりそういうするものがあります。それで今

環境という問題で子どもたちがごみや何かを気に

したりしているわけですので、ぜひあそこの処分

場のところにトイレを直していただきたい。今現

在ありますけれど、あれを直してきれいにしてい

ただきたいと。それといつでもお水が飲めるよう

な、来客者がお水が飲めるようなそういう水飲み

場をつくっていただきたいと思うんですが、その

点はいかがでしょうか。 

○環境課長 

 今御質問の不燃物処理場の方、そちらの方にト

イレ、水飲み場というようなお話でございますけ

れども、この件につきましては以前にも御質問が

ございました。それで私の方もいろいろそういっ

た対策ということでいろいろ検討させていただい

たわけなんですけれども、今考えておりますのは、

施設的にも老朽化といいますか、そういった関係

で全体計画の中でトイレなり水飲み場の設置、そ

ういったものも検討していきたいというふうに考

えておりまして、まだ今現在あります管理事務所

の方が今すぐ手当てをしなければいけないという

ような時期に達していないというようなことで、

そういったものとあわせた計画というふうに考え

ておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○髙笠原委員 

 子どもたちが見学にみえたり勉強にみえる時期

がいつと想定されていらっしゃるんですか。 

○環境課長 

 子どもさんにつきましては、今４年生だと思っ

たんですけれども、うちの方からもごみの行方と

いいますか、そういった冊子を各小学校の方へ配

らさせていただいております。そういったことで

みえる時期は多分６月ぐらいだったかなというふ

うに記憶しております。 

○髙笠原委員 

 小学生の方が勉強にみえるのが６月ぐらいとこ

ういうことですが、あそこの不燃物処理場は一般

市民の方が祭日以外はほとんど多くの方が使って

みえます。それでたまたま子どもたちが夏のとき

に大変困ったというのは一つの例でありますけれ

ども、一般市民の方があそこをしょっちゅう使う

というそういう考えに立っていただいて、ここを

きちんと改修していただくという、今先ほどの説
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明の中では全体計画の中でというこんなふうに言

われましたが、全体計画というものはどういう計

画なのかもあわせてお聞かせをいただければと思

います。 

○環境課長 

 全体計画といいますのは、まだ具体的にはどこ

がどうという格好のものは持っておりませんけれ

ども、そういった時期に近づいたときに計画をし

ていきたいということで考えております。 

○髙笠原委員 

 そういった時期というのはいつなんでしょうか、

ちょっと明確に聞かせていただければと思います。 

○環境課長 

 先ほど言いました管理事務所、そういったもの

が建てかえといいますか、整備しなければいけな

いという時期が来たときにトイレなり水飲み場、

そういったものをあわせて考えていきたいという

ことでございます。 

○髙笠原委員 

 管理事務所を建てかえると、これが計画なんで

すね。ただその時期はいつなんですか。来年度

早々なんでしょうか、 

○環境課長 

 来年度早々ということではございませんけれど

も、今のところまだ５年というようなスパンでは

耐えられるというふうに考えております。 

○髙笠原委員 

 ５年間待ってくださいとこういうことですね、

はっきり言えば。管理事務所の建てかえが５年ぐ

らい先ということなんですね。そのときにトイレ、

水飲み場を一緒にとこういうことですか。そこの

ところをちょっとはっきり聞かせていただきたい

と思います。 

○環境課長 

 ５年と言いましたけど、私の個人的な見解で申

し上げたわけですけれども、ただお話を実際に聞

いてみますと、子どもさんのトイレがなかなか、

先ほど言われましたようにくみ取り式がなれない

ということでございますけれども、私どもの方も

見学等あるときには学校の方に連絡させていただ

いて、できるだけ用を足してから来ていただくと

いうようなお話をさせていただいておりますし、

何とか先ほど言いましたようにトイレだけの修繕

ということでは今のところ考えておりませんので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○髙笠原委員 

 部長どうなんでしょうね、私もこういうことは

言いたくないんですけども、出物はれもの所嫌わ

ずで学校から出るときに用を済ましてきても、そ

のときの体調もあります、またすぐ行きたくなる

というこういうことだってあります。それみんな

個人差はあると思います。衣食住の次には、どう

しても衣食住とあわせてトイレはつきものじゃな

いですか。それを学校から見学があるときには、

あそこのトイレはどっすんでくみ取り式だから、

もうトイレに入ってあとはもう学校へ帰るまでは

我慢するんだよと、こういうことはちょっとおか

しいんじゃないかと思うんですけどどうでしょう。 

○市民部長 

 今、不燃物処理場の整備の件について、環境課

長の方からるる説明をさせていただきましたが、

基本的な考え方としては今は不燃物処理場にいわ

ゆる皆さんの回収する部分の場所の整備ですとか

倉庫ですとかそういうものを幾つかつくらせてい

ただいて、一定の市民の方が廃棄物を確保すると

いう、捨てるという部分については確保ができた

だろうなというふうに思ってます。ただ事務所が

かなり古いものでありまして、建てかえが木造と

いうか鉄骨のようなものでございますので、改め

て今全体計画をということを多分担当課長の方は

申し上げたことだと思います。ただ御質問者の中

でトイレの問題と、それからもう一つは水飲み場

の問題があろうかと思ってますが、トイレについ

ては今下水管が知立自動車学校のところまで来て

います。あれからその不燃物処理場のところまで

引いてくるということについては、相当な費用が

かかってきますので、これを計画的にやろうとい

うことになると尐し年数がかかるだろうなと思っ

ていますし、今研究というわけではないですが、

バイオテクノロジーを使ったトイレというものも
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尐しアイデアとして提案が来てますので、そのあ

たりも尐し研究をしたいなということがあります

ので、その５年という年数ではないですが、今の

ところ基本的な計画も立っておりませんので、改

めて不燃物処理場の整備計画、事務所以外にも例

えばリサイクルのものをどうするのかとか、そう

いうことも含めて総合的に計画をちょっとして、

実施計画に挙げていかないといけないのではない

かなというふうに思っています。 

 水飲み場の件でございますけども、確かに来た

人が水をちょっと飲みたいけどもということなん

ですが、実際に来客者でおみえになられる方は幾

ら長くても30分以内で終わってきますので、来客

者の方に水飲み場がというのはちょっと考えにく

いのではないかな。そうするとあそこで勤務され

ておられる方への水飲み場ということになります

ので、これは職員と同等な取り扱いをしてますの

で、あえて水飲み場を市の方が職員のために用意

するというとこは、一般の行政職も含めてなかな

か難しいことかなと思っています。ただ勤める場

所が炎天下でございますので、そうするとそうい

う問題も考えなければいかんと思うけども、ただ

足踏み式のような冷水器のようなものをというこ

とになると、今の事務所の中だと外から水も入っ

たり雤風も入ってきますので、そうすると安全性

の問題がありますので、ちょっと早急にそれを取

りつけるということは困難なのかなというふうで

ございますので、そのあたりで御理解いただける

とありがたいと思います。以上です。 

○髙笠原委員 

 部長のお話もわからないわけではありません。

しかし、今バイオテクノロジーの話をされました。

それをいつまでも研究してるということではない

と思うんですけども、総合的な計画をという中で

全体的に見るときにそれも一緒にと、研究は早く

やっちゃうんでしょうけれども、そのところにト

イレをつくるということ自体はいつになるかまだ

はっきりわからないわけ、そういうことなんです

よね。それで私はそんなに立派なものをつくらな

くても、今いろんな方法のものもあるわけですよ

ね。そういうものをたとえ一つでもいいから備え

つけるということは、あそこに市民の方がしょっ

ちゅう訪れるところです。子どもたちだけがトイ

レを使うわけじゃないし、それから今の水飲み場

もどうしても冷たいものでなければいけないとい

うことでないわけですし、ですからちょっときれ

いな水道というかそういう水飲み場をきちんとつ

くっていただけたら、それはそれで用が足りるん

じゃないですか。それで総合的にそこの管理事務

所も全部直すときに改めてきちんとされたらどう

かなと思うんですが、このトイレと水飲み場につ

いては早急に私はやっていただきたいと思うんで

すが、どうなんでしょうか。 

○市民部長 

 まずトイレの件については、それこそ今では高

速道路なんかに臨時的に水洗式のトイレもありま

すので、そういう意味ではお金の問題が一つかか

ってきますけれども、尐し早い時期に検討したい

というふうに思っています。ただ水飲み場につい

ては、一般的な冷水器のような水道管は表につい

てますので、それ以外の水飲み場ということにな

りますと、これはそこで水を飲んで何かあっても

困るもんですから、そこらのちょっと安全性の問

題がありますのでそれは研究をさせていただかな

いと、ただ単に水飲み場をつくるということでは

ない、公園のような水飲み場というわけではない

ような気がしますので、その辺だけちょっと御理

解をいただけたらなというふうに思っています。

以上です。 

○髙笠原委員 

 それではトイレについてはなるべく早くお願い

をしたいと思いますし、水飲み場のところにお水

が欲しかったらどうぞといって、あそこに働いて

いらっしゃる方がコップをこの間は渡してくださ

ったこと私ありますが、衛生的な面からいけばき

れいにして変なことにならないような、そういう

位置に尐し伸ばしてもらうなり、そこのところの

工夫でできるんじゃないかなと思います。特に夏

場になれば行った人もあれでしょうし、それとあ

そこに働く人たちの環境といいますか、そういう
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ものからいけば水飲み場は、ここの庁舎で働く人

たちはいろんなところに水道があるから、そうい

う面ではとてもきちんと完備されているわけです

よね。だけどあそこに働く人たちはやっぱりちょ

っと差があると思うんですよね。そこのところを

きちんとしていただきたいとこういうふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○佐藤委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第１号について、挙手により採決をします。 

 認定第１号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第１号 平成

19年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について

の件は、原案のとおり認定すべきものと決定しま

した。 

 認定第２号 平成19年度知立市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定についての件を議題とし

ます。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○髙笠原委員 

 尐しお聞きしたいと思います。 

 今、不景気にちょっとなってきておりまして、

国民健康保険税が納められないとそういう人もこ

れからいろいろ出てくるのではないかなとこんな

ふうに思っておりまして、大変心配をしておりま

す。それで尐しお聞きをいたしますが、知立市の

場合は滞納をされた人にどのような指導をしてい

らっしゃるのか、まずそこをお聞かせいただきた

いと思います。 

○国保医療課長 

 まず国保税の滞納への対応でございますけども、

直接的な税の徴収事務は税務課でやっております

ので、税務課とそれから国保医療課が一体になり

まして国保税の納税についてお話をしているとい

うのが実態でございます。 

○髙笠原委員 

 滞納した場合は税務課のところでということで

すか。 

○国保医療課長 

 通常の国保税の納期を20日以内に督促状が出る

ことになっておりますので、督促状が出た人はそ

れをもって税務課へ行っていただくわけですけど

も、通常、国保につきましては保険証を２年に１

回更新をやっておるわけですけども、その更新に

あわせて通常よりも短い期間の保険証、短期証と

いうふうに言っておりますけども、短期証をお出

しして、その短期証の更新のときにあわせて納税

相談をするということを実際やっております。 

○髙笠原委員 

 その短期証、短期保険証、これ自体は違法です

よね、本来なら発行すること自体。それで滞納者

の人にどういうふうにして納めてくださいとかそ

ういうふうにして指導をしているのか、そこのと

ころをお聞きしたいわけですけれども、滞納をし

て分割でもちょっと納められないなという人たち

には短期証明書を発行していると今おっしゃいま

したが、現在までにどのぐらいの件数が発行され

ているんでしょうか。 

○佐藤委員長 

 しばらく休憩します。 

午後５時52分休憩 

――――――――――――――― 

午後５時52分再開 

○佐藤委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○国保医療課長 

 今回の更新にあわせまして928世帯の方に短期

証を交付しております。 

○髙笠原委員 
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 すごい多いですね。過去と比較してどうなんで

しょうか。多くなってるんでしょうか。 

○国保医療課長 

 平成20年の２月の更新時が640でございました

ので、320ほどふえております。 

○髙笠原委員 

 こんなにたくさんふえた理由というのは思いつ

くんですか、何かあるんですか。 

○国保医療課長 

 特に理由というのは思い当たりませんけども、

実態として国保税の未納の世帯の方が多かったと

いうことですので、最近言われておる経済の鎮静

化といいますか、そういったことも一つの理由に

はあるのかなというふうに思います。 

○髙笠原委員 

 経済の鎮静化、今、私さっきも言いましたけれ

ども、本当に今の経済の中でこの高い国保税が払

っていけるのかというのを大変心配しているわけ

ですけれども、この928件の方々、この方々にど

ういうふうに指導してみえるんですか。ただ納め

てないからといって短期証明証をぱっと送ってる

んでしょうか、それとも呼び出しをして渡すとか。 

○国保医療課長 

 保険証の更新時期にあわせまして手紙を出しま

して保険証の更新を行いますので、おいでくださ

いという内容の手紙、それにあわせて納税相談を

させていただきますという内容でございます。 

○髙笠原委員 

 どのくらいの相談をやられたんですか。そこで

例えば払っていってくださった方があるとか、そ

ういうのはありますか。 

○国保医療課長 

 納税相談というのは、先ほども申し上げました

けども主体的には税務課の徴収係がやっておりま

すので、その後の件数ですとか徴収金額、それか

ら納付約束とかそういった件数は私どもは現在は

把握はしておりません。 

○髙笠原委員 

 税務課におみえになって相談をされる人もいら

っしゃると思うんですが、大体どのような方々で

しょうか。当年度だけじゃない人もいらっしゃる

わけですよね。 

○国保医療課長 

 この640が928にふえたと申しましたのは、新た

に滞納があって短期証になったという方がおられ

ますので、もちろん単年度ではなくて複数年度の

滞納がある方もおられます。 

○髙笠原委員 

 この人たちは国保だけが納められないでいらっ

しゃるのか、また税とかそういうものを納められ

なくていらっしゃるのか、それともどういう状態

なんでしょうか。 

○国保医療課長 

 国保税のほかに一般の市税、ほかの例えば水道

料金ですとかもろもろの市の使用料とか市に対す

る負担、そういったものも未納の方もおられるや

に聞いております。 

○髙笠原委員 

 この国保料金については、減免をしてあるんで

しょうか。例えば生活が本当に苦しいから減免し

てほしいとか、そういうようなことは申し出とか

そういうものがあって減免していらっしゃるのか。 

○国保医療課長 

 納税相談の中でそういった話があれば減免の方

に話をさせていただいております。 

○髙笠原委員 

 減免をしても生活が先ですから、だから本当に

払っていけないと思うんですよね。だからそうい

う人たちとの相談の中では生活保護を受けなさい

というか受けなきゃいけないような人たちもいら

っしゃるとは思うんですが、そういうところの指

導というのはないんでしょうか。 

○国保医療課長 

 生活保護に関係するといいますか、生活保護が

受けられるようなそういった話の内容ですと福祉

課の方にお連れをして、そちらの方でお話を聞か

せていただくという方も中にはおられます。 

○髙笠原委員 

 本当に国保税が払えない人は市税も払えないと

いうそういう人も多いわけで、その制裁措置とい



- 62 - 

   

いますか、そういうものにはいわゆる本来であれ

ば保険証をきちんとあれするわけですけれども、

この短期証明書、これ自体がまず私は違法だろう

なとこういうふうに思うわけですけれども、それ

でこの短期証明書で医療を受けられたりして、中

には出産だとか葬祭だとかそういうものと絡んで

くる方もあるかと思いますが、そういう人は窓口

でどんなふうな処置をしていらっしゃるんでしょ

うか。 

○国保医療課長 

 税の納税とそれから保険の給付というのはこれ

は別のものでありますので、葬祭費なり出産育児

一時金なりはこれは申請をしていただきます。も

ちろんそれと同時に税の未納分があるという話は、

未納の方が窓口に来られますと、それはそういう

ことをお話をするわけですので、ほかの方と区別

をするということではなくて、そういう方にも保

険給付は保険給付、税の未納は税の未納というこ

とでお話をさせていただいております。 

○髙笠原委員 

 それはそうですよね、別ですからね。きちんと

して給付をしてあげなければいけないとこういう

ふうに思いますけれど、その給付の段階では、あ

なたはこういうふうで滞納がありますと、だから

納めてくださいとこういう指導はされるんですか。

今お渡しするものをこっちに納めてくださいと、

こういうことはありますか。 

○国保医療課長 

 そういったお話をさせていただく場合もありま

す。 

○髙笠原委員 

 やっぱり今おっしゃられましたよね。受ける給

付と納めなければいけないものとは別々なものだ

から、きちんと給付の手続はやってお渡しすると、

それは当然のことだと思うんです。だけどそのお

金で滞納分を払いなさいというそういう指導は間

違っているんじゃないですか。 

○国保医療課長 

 ちょっと言葉足らずで申しわけありません。 

 そういった税の未納がありますよという話はさ

せていただくということで、この分を税に埋めて

入れてくれというお話をするということではござ

いません。 

○髙笠原委員 

 知立市の場合は、例えば出産一時金だとかそう

いうようなものを現金で給付されるようなもの、

そういうものはいただいても、その人がもしも滞

納があっても払いなさいといってその場で払わせ

るというそういう行為は一切してないとこういう

ことでしょうか。 

○国保医療課長 

 強制的にするということはありません。ただ先

ほど申しましたように、すべての保険給付という

のは、保険税あるいは国庫負担、公費負担の費用

がもとになっておるわけですので、未納がありま

すよというお話はさせていただいております。 

○髙笠原委員 

 その場でじゃあと言って応じてくださった方、

そういう方はいらっしゃいますか。 

○国保医療課長 

 そういった方もおられるというふうに聞いてお

ります。 

○髙笠原委員 

 それはその方の考えであれでしょうけども、本

来はそれはもう違法だとこういうふうに思います

ね。だからお金を払わないからといって短期証明

証を発行すること自体も法律上、何の根拠がない

ものであって、それは一つの差別にはなると思い

ますので、絶対にそういうことはやらないでいた

だきたいなと思いますし、それから短期証明証に

ついては皆さん、手渡しなんでしょうか、それと

も郵送なんでしょうか。 

○国保医療課長 

 短期保険証、いわゆる通常の国保の保険者証は

２年に１回更新をしておるわけですけども、それ

とは別に期間を区切った保険証を出すことができ

るという規定になっておりますので、それにより

まして知立市の場合は６カ月の短期保険証、被保

険者証の期間が24カ月ではなくて６カ月分の被保

険者証を出しているということでございます。交
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付につきましては、先ほどお話をいたしましたよ

うに保険証の更新をしますが、納税相談をあわせ

てやっていただきたいので市へおいでいただきた

いという文書を出しておりますので、市の方で交

付をしております。 

○佐藤委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第２号について、挙手により採決します。 

 認定第２号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第２号 平成

19年度知立市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定についての件は、原案のとおり認定すべきも

のと決定しました。 

 認定第５号 平成19年度知立市老人保健特別会

計歳入歳出決算認定についての件を議題といたし

ます。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第５号について、挙手により採決します。 

 認定第５号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第５号 平成

19年度知立市老人保健特別会計歳入歳出決算認定

についての件は、原案のとおり認定すべきものと

決定いたしました。 

 認定第７号 平成19年度知立市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定についての件を議題といたし

ます。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○髙笠原委員 

 介護保険につきまして、尐しお聞かせをいただ

きたいとこういうふうに思います。 

 今度第４期の介護保険の見直しとこういうこと

で、前の議会のときにも質問させていただき、介

護報酬の見直しもあるだろうとこういうふうにお

話をいたしました。それでこれもこの行政評価委

員会の中でこのように言っておりますが、２番の

ところで、３ページにありますけれども、介護施

設３カ所の入所定員は245人で、現在入所を希望

して待機している高齢者は335人であると、中期

的な展望をすれば施設の増設が必要であると、こ

のようにここで書いてありますね。 

 それで15年後にはなりますけど、これ2023年、

急激な高齢者人口の増加が予想されるとこのよう

に言っております。そしてそのときには介護施設

は現在の３倍以上の施設の必要が見込まれると、

その準備のためには施設用敷地の確保から建設資

金の準備が必要となってきますと、こういうふう

に言っているわけであります。 

 在宅介護、在宅介護といって何とかと思っても、

結局は老老介護で大変なことになっているところ

がたくさんあって、それと今、療養型病床群の削

減ということでどんどん追い出しがあります。現

在の知立でいえば特養があるわけですけれどもそ

ういうところ、それから老健施設、こういうとこ

ろにもどんどんそういう方たちが入ってきたりし

て、本来の老健の役割といいますか、そういうも

のがもうなくなってきて、入所もきちんとできる

とこういうところまで現在来ているわけです。そ

れで現在でも定員に対して335人、先回の議会の
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ときでも100人以上いらっしゃると、待機者がい

らっしゃると。 

 それから施設の増設も必要になるかなというよ

うなそんなニュアンスの言葉をお聞きしたわけで

すけれども、やっぱりこれ実態をきちんと見てい

ないというのが本当の話だとこんなふうに思うん

ですが、今年度についてはこの第４期の介護保険

の計画についていろいろと審議会も動くんだと思

いますけど、もう既にこの審議会は話し合いが始

まっているんでしょうか。 

 ここで10分間休憩します。 

午後６時11分休憩 

――――――――――――――― 

午後６時19分再開 

○佐藤委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○長寿介護課長 

 今年度に入りまして１回開いております。 

○髙笠原委員 

 決算からですけれども、この審議会はこの決算

をもとにして第４期の計画を立てていくとこうい

うふうに思いますので、ちょっと今年度の審議会

のことを聞かせていただきました。それでこの審

議会、１回今のところ開いたということですが、

これから何回ぐらい開かれるんでしょう。 

○長寿介護課長 

 あと３回程度開催したいと思っております。 

○髙笠原委員 

 あと３回ぐらい開いて、来年度の第４期に向け

てのことを完結するとこういうことでありますけ

れども、私はここの行政評価委員会の中でも言わ

れているように、現在入所している人が245人だ

けれども、待機をして入所を希望している人、こ

ういう人たちが335人いると。それでこれから先

ずっと高齢化率もどんどん上がってきますね。今

14.8ですが、ずっとこれ上がってくるわけですよ

ね。それでこの中でももう施設はふやさなければ

いけないよと言ってるし、それから敷地の用意、

建設資金の用意までしなさいと言って事細かく言

ってるということは、これからの高齢化社会に向

けてすごい不安を感じていらっしゃるからこうい

うことを言ってると思うんですね。それで行政評

価委員会のこれは大変重いもので私はあると思い

ますし、市民にきちんとやっていく上では、この

書かれていることをどのように考えていらっしゃ

って、それで実行していこうと、これはうそだな

と言うのか、それとも何とかここまではやってい

きたいという、こういうことを考えていらっしゃ

るのか、そこのところを聞かせてください。 

○長寿介護課長 

 そちらの方に書かれている数というのは、市外

の方も入っていると思います。私の方の手元の資

料ですと、市内の方の待機の方の数は148名だと

思います。それでこの市内の待機者の方の数の中

でも重複して施設を申し込んでみえる方もいると

思いますので、実数においてはここまではないの

かなと思っております。 

○髙笠原委員 

 市内の知立の人は148名だよとそういうことで

すね。それと待機者もあっちもこっちも申し込ん

でるからダブりはあるよとこういうことだと思う

んですが、知立の方が他市にお世話になってるこ

ともあるわけですよね。だからそういうことから

いくと、そう数はここの評価委員たちが言われて

いることは大きな違いはないと思うんですよ。そ

れで現実、こういう方々がたくさん待っていらっ

しゃって、家で介護はもうできない、何とか施設

に言われているわけで、それで知立は足りてます

よと、何とか医療圏の中できちんと計算をしてや

ってるから、もう知立ではつくらなくてもいいん

ですよと、そういうふうに言われておりますけれ

ど、現実をやっぱり見ないといけないと思うんで

すよね。そこのところをどういうふうに考えてい

らっしゃるのか、それからここに書いてある行政

評価委員のこの言葉を重く受けとめるのかどうか、

そこの点を聞かせていただきたいなと思うんです

が、部長どうですかね、答えを。 

○保険健康部長 

 行政評価委員会の言われることは、それは今後

の高齢化率の増加とかのことを考えますと、あな
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がち間違っておるというふうには思いませんけれ

ども、これは必要な分だけどんだけでも特養がつ

くれるかというとそうではなくて、国が定めた参

酌標準というのがありまして、特別養護老人ホー

ムですと当然県の認可を受けなければ事業はでき

ないわけであります。その認可をするためには国

の参酌標準、要するに平成26年までに要介護２か

ら５までの要介護者の37％、３施設のほかにいわ

ゆる臨床型の施設の入所者を要介護認定者の37％

までにしなさいということがありますので、これ

を超えるような特別養護老人ホームの建設という

のは認められないということになってまいります。

したがいまして幾ら市の方でつくりたいといって

も、認可がされない以上はどうしようもないとい

うことになるのです。それと現数、今、課長が言

いましたように148人でしたか待機者がおると。

その中でダブりもおるということで実数はよくわ

かりませんけども、その中で本当に今すぐその施

設に入所しなきゃならんという方はそれほどない

というのが現状だと思うんです。今はまだいいん

だけども、将来特別養護老人ホームにすぐ入れな

いから、今から申し込んでおこうという方がこの

中にもかなりみえると思うわけですね。もし本当

に今すぐ入所しなきゃ困るというような方がみえ

たら、もっと大きな問題になっておると思います。

現在はひとり暮らしで身寄りもだれもいない方で、

どうしても入所したいという方を何とか市の方で

特養を頼み込んだりして何とか措置をしておりま

す。したがいまして、それほどの本当に困るよう

な待機者というのはそれほどはいないんじゃない

かということで、ただ言えることは、先ほど言わ

れたように療養型の病床群が廃止になりまして、

知立も総勢20数床ですかベッドが減りましたんで、

この部分は補てんする必要があるのかなというこ

とを考えておりまして、また第４期介護保険事業

計画につきましては、小規模の特養、これぐらい

は１カ所を整備していく必要があるのかなという

ふうには考えております。 

○髙笠原委員 

 療養型の減ったことが大きく要因をやってるわ

けです。 

 それでこれは知立だけの問題だけじゃなくて、

近隣市もみんな一緒かなあというふうに思うんで

すが、常にそういう声を聞きますし、それで国の

参酌基準とは言うけれども、現実やっぱり入れな

い人がおります。私なんかも面倒を見てる人がい

るんですけれども、もう入りたくてしょうがない

んだけれども、入れないでいらっしゃいます。 

 それで今、小規模と言いますか、そういうもの

は必要かなとそんなふう言われましたけれども、

このことは国に対してきちんと現実を述べていっ

て、その基準を変えてもらう、考えを変えてもら

うところにたどり着かなければいけないとは思う

んですけれども、市として今も小規模のものをと

いうふうに言われたように、そういうものをきち

んとやっていくというそういう計画等はお持ちで

すか。 

○保険健康部長 

 これも参酌標準からしますと、29名の小規模特

養の整備も参酌標準から超えちゃうということに

なろうかと思いますけども、そのあたりは何とか

県なりにお願いをいたしまして、今の実態もお話

をいたしまして何とか認めていただくような方向

へは持っていきたいというふうに考えております。 

○髙笠原委員 

 ぜひそういうふうにやっていただき、ここの行

政評価委員会の中でこのうたわれているような、

述べていらっしゃることを深く受けとめていただ

きたいとこういうふうに思いますので、ぜひよろ

しくお願いをいたします。決算ですので、予算の

方まで行っちゃうといけませんので、第４期の方

までずっといきませんのでこれで終わります。 

○佐藤委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 
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○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第７号について、挙手により採決します。 

 認定第７号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第７号 平成

19年度知立市介護保険特別会計歳入歳出決算認定

についての件は、原案のとおり認定すべきものと

決定しました。 

 認定第９号 平成19年度衣浦東部農業共済事務

組合歳入歳出決算認定についての件を議題といた

します。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第９号について、挙手により採決します。 

 認定第９号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○佐藤委員長 

 挙手全員です。したがって、認定第９号 平成

19年度衣浦東部農業共済事務組合歳入歳出決算認

定についての件は、原案のとおり認定すべきもの

と決定しました。 

 以上で、本委員会に付託された案件の審査は終

了しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては、正副委員長に御一任願いたいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤委員長 

 異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 以上で、市民福祉委員会を閉会します。 

午後６時31分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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